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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、９月定例会の常任委員会にご出席をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会が審査すべき案

件は、福祉教育常任委員会としてはございません

が、予算常任委員会付託案件のうち当分科会で審

査すべき補正予算案件４件及び決算審査特別委員

会付託案件のうち当分科会で審査すべき決算認定

案件４件につきまして、関係所管課のところで随

時、予算常任委員会（第二分科会）及び決算審査

特別委員会（第二分科会）へ切りかえて審査を行

います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査をお

願いいたしますとともに、円滑な進行にご協力く

ださいますようお願いを申し上げまして、挨拶と

いたします。 

○磯書記 ありがとうございました。 

  それでは、３の審査事項のほうに入ります。 

  ここからの議事進行は委員長のほうでお願いい

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。 

  次第により順次進めてまいります。 

  これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ちまして、稲見教育部長からご挨拶

をよろしくお願いいたします。 

○稲見教育部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （議案第７１号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。委員の方、質疑はございませんか。山本

委員。 

○山本委員 今の債務負担行為のことなんですけれ

ども、分けてある事情はよくわかったんですけれ

ども、黒磯調理場は、そういたしますと、今の

3,800が1,600になって、この５年間の予定、その

先はどんなような形でやっていくということでこ

ういうふうになっているんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 新共英調理場ができたときに

1,600食になる予定です。その後は当面その食数

で黒磯調理場は進むものというふうに思っており

ます。 

○佐藤委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  相馬委員。 
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○相馬委員 予算執行計画書の９ページ、西那須野

学校給食共同調理場の管理運営費の蓄熱槽、先ほ

ど10基のうち１基の修理ということだったんです

が、この10基は同時期に設置したものなんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 同時期に設置したものでござ

います。また、一部につきましては去年修繕をか

けているものもございますが、今回のものについ

ては、設立時からずっと使っているものでござい

ます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、昨年は何台修理したので

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 ３台でございます。 

○佐藤委員長 そのほか質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討議はないようですので、それでは、

これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決するべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第二分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当委員会の傍

聴希望がありましたので、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを許可いたします。 

  それでは、認定第１号 平成28年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から説明をお願いいたします。 

  課長。 

○冨山教育総務課長 （認定第１号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 小学校の管理費の301ページと中学校

の管理費の311ページ、同じことなので一括でお

聞きしたいと思います。 

  先ほど学校別配当予算の説明の中で、需用費を、

今まで電気料とか水道料を教育委員会で持ってい

たものを各学校に配置がえをしたということで、

予算説明のときにしていたかもしれないんですが、

予算のときには委員会が違ったので、すみません、

決算で聞かせてほしいんですが、これ需用費をそ
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のように各学校に分けた理由を聞かせてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらを学校に配当した理由

でございますけれども、いわゆる学校そのものが、

自分たちの学校に対しての運営とか、あとは経費

がどうなっているか、そういうものを学校が自分

たちのものは自分たちが管理しなければならない

というふうなところから、自分たちで支払いをし

ながら経費削減、そういうものをやっていただき

たいということから、学校配当にしたものでござ

います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、学校運営というん

ですか、経営というんですか、そういうものの考

え方そのものが、那須塩原市自体が各学校にでき

るだけ任せようというふうに方針をそちらに持っ

ていった結果というふうに考えればいいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そうです。自分たちの学校の

経営は自分たちがするということが基本的な考え

でございますので、その中で、電気水道料につき

ましても自分らで差し引きをしながら経費節減、

そういうものをしてもらいたいということからや

ったものでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 28年度からエアコンの設置が始まって、

今年度、先ほどのご説明によると７校が動き出し

たということなんですが、多分多量の電気代がか

かるようになってくるんだと思うんです。そうい

うことも関係しているのかなと感じたんですが、

それは全く関係ないということでよろしいんでし

ょうか。 

○佐藤委員長 課長、どうぞ。 

○冨山教育総務課長 今回の学校配当につきまして

は、エアコンとはまた別の考えでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そこのところはわかりました。 

  これは推移を見ていけば、どこの学校がどのく

らい使っているというのはこれからわかっていく

んだと思うんですけれども、ほかのことでも、学

校はそれぞれ使い道が決まっているものと、それ

ぞれの学校の校舎の経年数が違うとか、あるいは

小さな学校、大きな学校によって、お金のかかっ

てくるものというのは、同じものもあるし、違う

ものもあると思うんですが、この需用費以外にも、

学校に任せて、今後はそれぞれで運営をしていく

という方向なのか、あるいは、今までは一括で払

っていたものを学校に任せて、これから配当を多

くしようとするものがあるのかどうか。 

○佐藤委員長 課長、どうぞ。 

○冨山教育総務課長 今現在、学校配当にしている

ものはコピー機の保守料とか、あとは通信運搬費

とか切手代とか、そういうものをお願いしており

ますけれども、これ以降、また学校にお願いしよ

うと思っているものは、今のところ持ち合わせて

いないです。今までどおり学校配当の中でやって

いくという考えです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ28年度決算ですので、ことしも同

じように多分需用費についてもやっていると思う

んですが、学校のほうの、こういうやり方になっ

て、反応というんですか、その辺について、もし

おわかりでしたら教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの支払いにつきまして

は、いわゆる水道料金などを支払うのは期間が短

いところがございます。電気代ですと、支払うま

での期間が２週間、３週間という期間があるんで

すが、水道のほうが支払いまでにちょっと期間が

短いところがあって、事務員さんがちょっと忙し
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いときになかなか間に合わないというような部分

もございました。 

  なので、うちのほうから、水道課が皆さんに通

知する前に、まず教育委員会において情報を得て、

それを各学校さんに流して、この金額で証書を切

ってくださいとか、そういうふうなもので対応し

てやっているところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、学校の光熱水費、

まあ電気代と水道が大きいんだと思うんですが、

そういうものというのは、学校の、何ですか、引

き落とすのではなくて、支払いの請求が来てから

学校が支払いに行くという方法なんですか。すみ

ません、ちょっとわからなかったもので、その辺

教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら、支払いにつきまして

は、市役所の支払いと同じで、財務会計で証書を

切りまして会計課のほうへ提出するというやり方

になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今聞いていて思ったんですけれども、

先ほど関谷小学校が電気代延滞したという、料金

としては非常に少ないものではあるんですが、８

日間おくれたというようなことからしても、学校

は学校の車も持っていませんし、人手がたくさん

あるとも思えませんし、仕事がどんどんふえて、

先生方も仕事が多分ふえていて、まあ用務員さん

がいらっしゃるんでしょうけれども、事務員さん

もいらっしゃるんでしょうけれども、日々多分ご

自分の仕事をたくさん持っていらっしゃる中で、

余り小さくない金額を毎月、水道は二月に１度な

んでしょうけれども、決まった日に払いに行かな

ければならないというのは結構大変なことだと思

うんですが、そういうやり方で何かもっと合理的

な方法というのはないんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 学校配当予算、今の支払い分

ですと、我々市役所なんかも電気代、水道代の支

払いはやっぱり会計課へ証書を持っていくという

やり方になるかと思うんですが、ですから、今回

学校さんでも、やっぱり公会計でやっている以上

は、今の流れの中でやってもらうしかないのかな

というふうには思っております。 

  ただ、学校さんが持っている私会計のＰＴＡ会

費とか、そういうものについては、いわゆる今研

究しているのはネットバンクは使えないかとか、

そんなものを各学校さんではちょっと検討、研究

しているみたいですので、私会計の部分につきま

してはそういうふうなやり方もあるかと思うんで

すが、ちょっと公会計の部分につきましては、こ

の市役所の流れと同等なものでちょっとやらせて

もらっているところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 需用費が３倍ぐらいにふえていて、何

なんだろうなと思いながら、私自身は多分エアコ

ンをつけて電気代がふえたので、それを学校ごと

ではっきりわかるように分けたのかなと思ってい

たんですが、それだけではないようなんですが、

聞いておりまして非常に、何といいますか、つま

り子どもの教育をすることと直接ではないこうい

う仕事が合理的にはなっているのかとは思うんで

すが、それでもって学校の先生方の負担、事務員

の負担、校長の責任というような部分がふえると

いうのは少し問題だと思いますので、その辺は何

か工夫をしていただけたらいいなというふうに思

いますが。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、先ほ

ど申しましたそれぞれの学校さんで学校運営、経
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営、そういうものをやってもらうというところで

ちょっとお願いしているところでございます。学

校事務員さんの負担軽減というものにつきまして

は、今我々のほうでちょっと検討しているのが、

学校給食費の収納システムといいますか、そうい

うものをうちのほうで入れられないかということ

でちょっと研究しているところでございます。そ

ういうものがあれば、多分、学校事務員さんの給

食に係る時間といいますか、そういう部分が大幅

に削減できるとは思いますので、そういうふうな

ものを別のほうで学校事務員さんの負担軽減を図

っていきたいなというふうに思っております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 別なところなんですが、すみません、

ちょっとページを忘れたんですが、先ほど教材が

おくれて延滞金を支払っていただいたというのが

歳入であったんですけれども、金額は大きくはな

かったんですが、学校の子どもたち、こういうこ

とが起きて、教育そのものに、あるいは授業に問

題はなかったんでしょうか、すごく大きな問題だ

と思って聞いていたんですが。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらの納入のおくれた器材

が、骨と筋肉の動きをかたどる実験機といいます

か、そういうふうなものでございます。こちら、

納入業者が落とした後、製造会社のほうに問い合

わせしたところ、ちょっと製造が間に合っていな

いということから54日ほどちょっとおくれたもの

でございますが、そのかわり、ほか、これが古く

て交換でございますので、その間はその古いやつ

をちょっと使ってやっていたということで、授業

そのものには影響はないというふうに聞いていま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その点はわかりました。 

  こういうことってよくあることなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こういうものにつきましては

初めてでございます、教育委員会としては。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 296ページの各小学校にスクールバス

ということで、鍋掛小、高林小、関谷小、塩原小

ということで、どれぐらいの方々がスクールバス

を今現在利用しているのか、その辺をお聞かせく

ださい。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 利用者数につきまして、合計

で271名、これは名簿上でございます。271名でご

ざいます。 

  細かく言ったほうがよろしいですか。 

○山形委員 何人ぐらいでバスが１台、鍋掛小のス

クールバスでしたら何人利用しているとか。 

○冨山教育総務課長 はい。 

  じゃ、東原小学校からいきます。東原小学校が

７人でございます。これは、バスではなくてワゴ

ン車を使っているところでございます。 

  大原間小学校が29人。 

  高林小学校ですけれども、３つのルートがござ

います。鴫内から来るルートに26人、穴沢から来

るルートに34人、戸田から来るルートに32人でご

ざいます。 

  塩原小中学校でございます。新湯のほうから来

るのが19人でございます。 

  あと、鍋掛小学校。望田のほうから来るのが18

人、寺子が13人。 

  あとは、関谷小学校が29人。 

  あと、すみません、飛ばしてしまいました。塩

原小中学校で福渡のほうから来るのが、名簿上は
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64人ということになっていますけれども、実際に

はこれは中学生も入っておりまして、ちょっと乗

っていないという部分はございます。大変申し訳

ございません、実態としてはちょっと64まではい

っていないということです。 

○山形委員 わかりました。 

  あともう一つよろしいですか。 

○佐藤委員長 はい。 

○山本委員 学校給食のノロウイルスの定期検査で

ございますが、定期というのは年何回ぐらい定期

でやられているかお聞かせください。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら、ノロウイルスの繁殖

しやすい時期ということで、10月から３月におき

まして毎月１回やっております。 

○山形委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 学校給食費の滞納の件なんですが、

教育委員会の点検調査の報告書の中で、やはり早

期対応が大切であるということでマニュアルを早

急に作成するということで自己評価のほうには書

いてあったんですが、それと今回もおくれて、遅

延のほうが出ているんですけれども、マニュアル

作成はいつごろまでにつくるとかというお考えは

あるんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 マニュアルにつきましては、

ことし中にはつくっていきたいというふうに思っ

ております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。じゃ、幾つかございます

が、まず283ページの１款２項、すみません、10

款の１項２目事務局費の中の委託料で、黒磯中学

校学校用地地図訂正業務、これは業務内容をちょ

っとお知らせいただいてもよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、黒磯

中学校の公図をとったところ、ちょっと公図が違

っていたという部分がございまして、その公図の

修正をかけたところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、284ページ、奨学金給付

費でございますが、奨学金給付９名ということだ

ったんですが、これは申請も９名だったんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 一般枠の応募は７名で、医療

系・福祉系・保育系の応募が５人でございますの

で、合計12名でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 平成27年度決算額が180万、平成28年

度決算が180万ということになっているんですが、

奨学金で毎年毎年申請があって、例えば大学で４

年間ということになっていますと、27年度よりも

28年度とふえるというイメージがあったんですが、

そういうことはないんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、給付

型でございます。１人１回20万円を払うだけでご

ざいますので、１年に１回だけでございます。だ

から、次の年もまたもらえるというものではない。

そちらにつきましては貸与型になってきますので、

毎月５万とかもらうというのが貸与型のほうで、

給付型は１人１回ということです。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  大野委員、どうぞ。 

○大野委員 すみません、185ページの衛生費で、
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放射能対策事業の中で丸ごと検査等やっているわ

けなんですけれども、基準値を超えちゃったとい

うケースがあったのかどうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 基準値を超えたことはござい

ません。検出そのものがございません。 

○大野委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。295ページのスクールバ

ス運行費で、賃金のところで臨時運転手４名とい

うのがございますが、「臨時」というのはその日

１日だけということなんでしょうか。それとも、

１カ月間だけというか、それともどういうことで

臨時を……。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 運転手につきましても、いわ

ゆる正職員を必ずしも配置できていないという部

分がございますので、運転手として臨時さんを１

年間雇ったところでございます。雇っているとこ

ろとしましては、東原小学校、大原間小学校、高

林小学校の３校なんですが、大原間小学校で途中

でやめた方がいたものですから、その後も１人と

いうふうに数えて合計で４人になってございます。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 歳入です。 

  41ページの給食費の99.88％のその残りの未納

の25人の理由がわかれば教えてください。払えな

くて払わなかったのか、悪質なのかという。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 その理由ということでござい

ますが、明らかな理由というのはございませんけ

れども、把握はしていませんが、ただ経済的に苦

しいとか、そういった場合には、就学支援援助が

ありますよとか、そういうものを学校さんからそ

の保護者の方に伝えさせてもらっています。です

から、もし本当にもう収入がない場合には、そう

いうふうなものを活用してもらっているというと

ころなので、この25人につきましては、ある程度

の収入はあるものというふうに思っております。

ですから、収入がなくて払えないよりも、払う意

思といいますか、そういうものが大きいのかなと

いうふうに推定しているところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。 

  25人と、人数だけなんですけれども、この方た

ちは28年度だけだったのか、あるいは長く未納し

ているのか、その辺をちょっと。 

○冨山教育総務課長 じゃ、給食係長からいいです

か。 

○佐藤委員長 係長、どうぞ。 

○小髙給食係長 一人一人、細かくはチェックして

いないですが、ほぼ現年度、28年度のみの滞納者

です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど星委員ができるだけ滞納しない

ように早く払っていただけるようなことがという

ようなお話をされていましたが、今、もう29年度

に入ってしまっているんですが、28年度だけだと

いうことであれば、何らかの対応によって払える

能力ありということであれば、払っていただくこ

とができるのではないかというふうに思うんです

が、その辺はどのように対応しているのか教えて

ください。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、督促

状の発送と、あと夜間徴収ですかを年に三回ほど

やっております。29年度においては５月に……。

夜間徴収は。 
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〔「４月ですね」と言う人あり〕 

○冨山教育総務課長 夜間徴収につきましては、４

月と、あと９月、12月というふうなものでやって

対応しているところです。 

  その中で、やはり先ほどもありました、経済的

な理由で払えないとか、そういうことがあるんで

あれば、それは分割納付とか、そういうふうな相

談にも乗りますし、今後の給食費につきましては、

そういう就学支援の援助とか、そういう制度があ

りますよというようなところで対応をさせてもら

っているというところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、この時点で払ってくれ

ていなかった25人というのは、本当に悪質で、い

ろいろな手だてを差し出しても払う気がない人で、

もしかすると、法的措置をとる可能性がある人だ

というふうに考えていいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 これにつきましては、29年度

の、学校さんで28年度は集めているという状況で

ございますので、29年度になって教育委員会のほ

うが引き継ぐという形になっております。そうい

う中で、そういう督促状、そういうものを送って

いますし、また夜間徴収なんかもやっていきます。

最後の最後には裁判というか、そういうふうなも

のも、どうしても納めていただけなければそうい

うものも考えていかなければならないというふう

には思っております。 

○山本委員 以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 296ページの外国語教育推進事業、70

事業の一番下に、賃借料で外国語補助教諭のアパ

ート代…… 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 失礼しました。 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員 じゃ、すみません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 307ページの小学校教材整備、30事業

のブラスバンド楽器というふうにありますが、小

学校で、ブラスバンドがある小学校とない小学校

があると思うんですが、これはどちらの小学校な

んでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 ブラスバンド楽器でございま

すけれども、南小学校、大山小学校と横林小学校

でございます。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○相馬委員 これは、各学校でブラスバンド部が設

立された場合は、学校からの要請があればこうい

う器具は用意しているということでよろしいんで

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 そうですね。今回、修繕等に

つきましても計画的に各学校さん割り振りしなが

らやっておりますので、各学校から要望があれば

そういうふうに配置していくという考えでござい

ます。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 じゃ、ほかに質疑はございませんか。 

○相馬委員 ありました。すみません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 304ページの下から９行目、大原間小

学校の扇風機取りつけ工事なんですが、先ほど大

原間小学校はエアコンを取りつけているというこ

とだったんですけれども、ここでまた扇風機を取

りつけているんですが、どういう内容でしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちら、大原間小学校の扇風



－118－ 

機の取りつけでございますけれども、平成28年度、

学級数が２クラスふえました。２クラスふえたた

めに、設置されていなかったので扇風機を設置し

たというところですので、エアコンの設置につき

ましては、今年度、29年度に設置でございます。

○相馬委員 了解いたしました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ306ページの小学校エアコン整備

事業なんですが、これ、小も中もまだ設置の途上

ということで始めて、３校、７校でしょうか、今

終わったということで、29年度にもかかっている

話ではあるんですけれども、最初に予定していた

金額設定と、それから工事、およそここの予算の

中で思ったような金額でできているんでしょうか、

そこのところを教えてください。 

○佐藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 当初エアコンの事業費と

しまして想定していたのが、エアコン、１教室に

おおむね１台というところでございますので、１

教室といいますか、１台という中で250万程度を

予定していたところなんですけれども、実際のと

ころ、今おおむね200万程度で１台設置できてい

るという状況でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それは、入札で安くなっているという

ことなんですか。それとも、当初の設計を少し多

く見積もり過ぎていたということなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 これにつきましては、エ

アコンの整備に必要なものとしましては、エアコ

ン本体と、それからそれを動かすための電気の部

分でございまして、電気の部分につきましては、

既存の受変電設備で賄える学校はおおむねなくて、

どうしても既存の受変電設備をそのまま外側は使

いながら中の容量をアップするということで対応

できている学校と、それから基本的にそれでは大

きさが間に合わないというところで、全て受変電

設備を入れかえなければいけないという学校がご

ざいまして、その辺の詳細な調査が当初の計画の

中では当然できておりませんので、その中で、実

際に設計してみた際に、思ったより既存の受変電

設備を、おおむね箱をそのまま採用できて、中身

の入れかえ、容量アップだけで対応できたという

ところで当初の見込みよりも大幅に下がっている

ということでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、今年、29年度、30年度

と、ほかの学校をやっていくに当たりましては、

古い学校もあるでしょうしということで、このま

ま、じゃ、200万円ぐらいで一つがつくというわ

けではなく、それぞれやっていくことによって学

校によって違うというふうに理解してよろしいわ

けですね。 

○佐藤委員長 室長。 

○鈴木学校整備推進室長 現在、30年度に設置しま

す小学校につきましては、現在設計中でございま

すので、それをもとに新年度の予算を要求してい

きたいなというふうに、考えておりますので、そ

の中で、１台当たり20万で済むのか25万に近づく

のかということにつきましては、現在のところ、

ちょっとまだ不明でございます。 

○山本委員 25万。 

○鈴木学校整備推進室長 すみません。失礼しまし

た。 

  200万で済むのか250万円に近づくのかというと

ころにつきましては、現在のところ不明でござい

ます。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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  星副委員長。 

○星副委員長 307ページの２項２目の備品購入費

で、庁用器具費の難聴学級用補聴器になっている

んですが、この補聴器の詳しい内容を教えていた

だきたいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 こちらにつきましては、大山

小学校ですね、耳の不自由な方が入ってきている

と。そのときに、ワイヤレスマイクと、あと受信

機、そういうものをその子どもに貸して授業をし

ているというところで、それを購入したものでご

ざいます。 

○星副委員長 わかりました。 

  すみません。１人ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 １人でございます。 

〔「関連して」という人あり〕 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今のことなんですけれども、たまたま

難聴の方なので、補聴器16万6,095円になってい

ますが、例えばほかの障害を持っていらっしゃる

方が普通学級に入りたいということはあると思う

んですね。今までエレベーターをつけたりという

こともしていたんですが、例えば呼吸器をつけて

いるような子どもが入ってきたときには、その子

に付き添うための看護師などが必要だと、それの

費用も市は出すことができるようになっているん

ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○冨山教育総務課長 申しわけございません。 

  そちらにつきましては、市採用職員ということ

になるかと思います。いわゆる生活支援での先生

を配置するかという部分になってくるかと思いま

すので、大変申しわけないんですが、ちょっと学

校教育課さんのときに聞いてもらってもよろしい

でしょうか。 

○山本委員 すみません。わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、それではこれよ

り討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （奨学金を受けている学生の地元へ
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の就職について） 

○佐藤委員長 委員の皆様からそのほかございます

か。 

  山本委員。 

○山本委員 （学校でのエアコンの使用状況等につ

いて） 

○佐藤委員長 そのほか、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「すみません、１点だけ」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○相馬委員 （学校給食の量等について） 

○佐藤委員長 そのほか皆さんのほうから、委員の

皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 なければ、教育総務課の皆さんのほ

うから何かございませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原

市一般会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○小泉学校教育課長 （議案第71号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 単価見直しはわかったんですけれども、

予定人数がふえていることによる、今後、どのく

らいの人数を見込んでいるんですか。 

○小泉学校教育課長 当初の予算で言いますと、小

学校の要保護が14、準要保護が489、それから、

中学校の要保護が15、準要保護が344を見込んで

いたんですが、既に現時点で小学校のほうが要保

護、準要保護合わせまして556、それから、中学

校が要保護、準要保護合わせまして380という状

況にあります。このままふえていった場合を見込

んだときに、今年度末におきましては、小学校の

ほうで要保護が17、準要保護が609になるであろ

うと。それから、中学校のほうは要保護が12、準

要保護が400になるであろうというふうに見込ん

でおります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 人数の多いのはちょっとびっくりした

んですが、わかりました。これは年度途中からの

希望というんですか、要望というのは、支払うお

金については、当初ではないので、最初に用意す
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る文房具とかというものは除くと思うんですが、

どんな計算をして渡すんですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○藤田学校教育課長補佐 交付種目によって異なり

ますけれども、例えば給食費でしたら、その認定

月から。学用品費、これは年間限度額というもの

が定まっておりますので、その認定月から月割り

計算で交付をするようにしております。限度額ま

では途中では支給は全額はしていない……。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど、単価見直し等の限度額という

言葉が出たんですが、那須塩原市は限度額いっぱ

いいっぱい払っているんですか。 

〔「国の基準だと」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○藤田学校教育課長補佐 学用品費関係につきまし

ては、限度額いっぱいで支払っております。その

ほかの実績において支払っているものが、給食費、

修学旅行費、あとは校外活動費というのもござい

まして、遠足とかでバスを使用していく場合につ

きましては、それは実績額をもとに支給をしてお

ります。 

  以上です。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほど、国のほうで単価見直しという

ことだったんですが、これについて補助金とかは

ないんでしょうか。歳入の補助金は特別ないんで

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 この就学援助費につきまして

は、要保護者については国から２分の１の補助が

あるんですけれども、準要保護者については補助

はありません。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 この要保護、準要保護の児童生徒数

が年々ふえてはきているんですが、最初に当初予

算を組むときに、ある程度多目には予算を組んで

いるのかなとは、前年の実績も踏まえて、多目に

予算どりをしているのかなと思うんですが、今の

経済状況で、それを上回る勢いで、この要保護、

準要保護がふえてきているのかどうかをお伺いし

たいんですが。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 確かにふえております。ここ

数年、特にふえておりまして、準要保護、要保護

合わせて、小中学校全部合わせた数で申し上げま

すと、24年のときに763であったのが、28年には

981になっております。今年度、29年度も現時点

というか、８月14日時点なんですけれども、936

という数字になっておりますので、明らかにふえ

てきているという状態にあります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、今度、来年度の予算

を組むときには、1,000名を超えるぐらいの部分

で予算編成とかを今後、考えていくような形にな

るんですか。 

○佐藤委員長 部長。 

○稲見教育部長 予算につきましては、財政との協

議がございますので、満額つくかどうかは、今の

ところ未定でございます。満額つかないというか、

予算の関係があるので、途中で今回みたく新入学

用品が倍ぐらいに単価が上がったので、あと人数

がふえてきたので補正ということですけれども、

基本的には予算総計主義で、当初に上げるべきで

すが、それは財政との絡みもありますので、扶助

費も結構金額を要していますので、予算は1,000



－122－ 

名でしますが、実際は800名かもしれませんので、

そういう状況はあります。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑はないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

〔「傍聴を希望します」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当委員会の傍

聴希望がありましたので、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを許可いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明をよろしくお願いをいたします。 

  課長。 

○小泉学校教育課長 （認定第１号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたが、ここで昼食

のため休憩といたします。 

  午後１時再開をいたします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  相馬委員。 

○相馬委員 小学校活動支援費、それから中学校活

動支援費、これは両方にあるんですが、学校活性

化創造事業、これの各小学校、中学校で代表的な、

何というんですか、成果というか、どういうもの

だったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

〔「何ページですか」と言う人あり〕 

○相馬委員 ごめんなさい。小学校だと309ページ、

中学校だと316ページ。 

  まず小学校活動費、２項２目小学校活動支援事

業、60事業の補助金。学校活性化創造事業。 

○佐藤委員長 課長補佐。 
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○藤田学校教育課長補佐 こちらの学校活性化創造

事業補助金につきましては、各学校で特色ある教

育活動を進めるために交付している補助金でござ

いまして、例えば学校独自で伸ばしたい教科、こ

の学校では国語ということを重視して伸ばしたい

といった場合に、朝の授業ですか、そういったと

ころとか、放課後の授業に特化して、例えばドリ

ル学習ですとか、そういったものを学校独自で伸

ばすための施策として行っているものでございま

す。 

  また、ほかに学習だけではなく、体力を伸ばし

たいという学校につきましては、例えば放課後と

か朝の学習のときに、例えば縄跳びを取り入れた

授業ですか、そういったものを取り入れて子ども

の体力を伸ばすといった取り組みに対して補助金

を交付しているものでございまして、各学校の取

り組みの状況によりまして交付する、何ていうん

ですか、できているものは違ってきております。 

  以上です。 

○相馬委員 了解しました。 

  すみません、もう１件いいでしょうか。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 315ページ、中学校教育指導事業の中

で委託料、学級満足度アンケート実施事業という

ふうにありますが、この実施した内容とその結果、

ありましたらお伺いできればと思うんですが。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 これは、ハイパーＱＵという

ふうな呼び方をしているものでありまして、それ

ぞれの学校、全ての学級について、今、どういう

状態であるかというのを客観的なデータをもって

判断するものなんですね、年に２回行っておりま

す。１回目が年度の早い時期に、２回目は遅い時

期に行っているんですけれども、今、その学級が

どういう状態にあるか、つまり子どもたち一人一

人が満足しているのか、そうではないのか、また

はちょっと孤立ぎみなのか、そういったものが把

握できます。したがいまして、その孤立ぎみであ

ったり、何か悩みを抱えているかなという子たち

が見えてきますので、その子に対してその後の期

間で支援をするということで、２回目に行ったと

きには満足している子たちがふえているという状

況にあります。 

  やはり、いじめ、不登校等を防止する上でも、

学級の状態を客観的なデータで把握するというの

は重要なデータとなっております。 

  以上でございます。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 そのほか質疑ございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません、309ページの２項２目、

ただいまの相馬委員のほうから言われた学校活性

化の下、一番下の小規模特認校支援事業なんです

が、この小規模特認校の支援事業の内容を教えて

ください。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 これは、市内にあります小規

模校に対しまして、特認校制度を利用して、子ど

もたちをふやすための、ためのというような言い

方はおかしいかもしれませんけれども、それぞれ

の学校で特色ある教育活動、取り組み、それを発

信して、少しでも児童がふえるように、学区外か

らの子たちが入ってくるようにということで、各

学校さまざまな取り組みを行っております。中に

は、英語教育に特化して頑張っていたりとか、そ

れから地域の人たちと一緒になって、総合的な学

習の時間なんかを通じて自然観察とかそういった

ものを行ったりとか、それぞれが特色ある取り組

みで、少しでも、小規模ではあるんですけれども、

人数をふやしていこうという取り組みを行ってお
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ります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうした取り組みも、もう結構数年

たつかと思うんですけれども、実際のところ、そ

こでふえたという事例はありますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 例えば波立小学校であります

けれども、25年度あたりから29年度を比較します

と、徐々にふえてきております。 

  やはり、その取り組みが功を奏してふえている

学校もありますけれども、もちろんなかなか苦し

いところもあるのが現実であります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 波立小学校のそのふえた取り組みと

いうのは、具体的にどういった取り組みなんです

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 波立小学校におきましては、

グローバルタイムという時間を設けまして、外国

人とのさまざまな交流活動を通して他国の言語や

異文化を理解するなんていうことを中心にやると。

例えばアジア学院を訪問したりとか、そういった

活動を通して、そんなことをやったりしておりま

す。 

  それから、放課後学習室ということで、個々に

応じた個別指導ですね、それを放課後の時間を使

ってやっていると。 

  あとは、ほかのところもそうなんですけれども、

小規模特認校におきましては、学校独自のパンフ

レットをつくりまして、それを掲示したり、また

はホームページに載せたりとかということもやっ

ております。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 波立小学校の放課後学習室というの

は、すごくいい取り組みだなとは思うんですが、

そういったやはり大きな学校ではなかなか、例え

ば手が回らない、そういったお子さんに対して、

やはりこの小規模校だったらば放課後の学習室と

いうのがあるからということのうたい込みの一つ

になってくる取り組みじゃないのかなと思うんで

すが、波立小学校以外でもそういった放課後学習

室をやっている特認校ってあるんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 横林小学校におきましては、

放課後寺子屋塾なんていう形で、部活動がない１

年生から３年生の希望者を対象としまして、放課

後の学習指導を行ったりもしております。 

  あとは、１年生、３年生に限らず、放課後を利

用したイングリッシュ寺子屋なんていうのも開設

したりしております。 

  代表的なところですと、そんなところになりま

す。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そういった取り組みをやっている、

今、パンフレットを作成している、アピールして

いるというお話でしたが、それを具体的に教えて

いるのは、やはり全小学校、中学校に配付するわ

けではないと思うんですけれども、どういったと

ころを対象にそれをやはり目の届く場所に広報す

るというか、お知らせするような形でとっていら

っしゃるんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 最近では、那須塩原駅なんか

を利用して広報活動用のポスターを張っている学

校もあります。全てがそこを使っているというわ

けではありませんけれども、あとは各学校のホー

ムページを使っての広報というのもあります。 

○星副委員長 ありがとうございます。 
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○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 296ページ、外国語教育推進事業につ

いてです。 

  ＡＬＴを雇うためのお金がほとんどなんですが、

２番目の賃金の中に、英語教育専門員１人と英語

教育推進教師５人というふうにあるんですけれど

も、この６人の方は実際に何をされている方なん

でしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 まず、英語教育専門員のほう

ですけれども、我が学校教育課の中に英語教育推

進室がありまして、その中にアンディーというふ

うに元ＡＬＴを経験している者がいるんですけれ

ども、この者が直接ＡＬＴとかかわって、指導等

についてアドバイスをしたりということも行って

おりますし、時には相談に応じたりということも

行っておりますけれども、それがまず１人です。 

  それから、英語教育推進教師、これは小学校で

英語活動を行っていく上で、やはり小学校の先生

方は英語が得意な人ばかりではありませんので、

苦手な人もいる、そういった人たちがＡＬＴとチ

ームティーチングを持って指導するわけですから、

いろいろと難しいところが出てくるわけですね。

その補助をするということで、５人の方々がいろ

んな学校をかけ持ちで回って、その援助に当たっ

ているということになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 専門員のほうはわかりました。 

  推進教師５人のことなんですけれども、実際の

ところ、この方は英語の教員の免許を持っていら

っしゃる方なんでしょうか。 

○佐藤委員長 荒井室長。 

○荒井英語教育推進室長 今、５名のうち３名は、

教員免許を持っていまして、２名は持っていませ

んが、基本的には英語が堪能で、一応面接をして

きちんと本市の教育を理解してくれているという

ことで、仕事をお願いしているということになり

ます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ３人は免許を持っている、２人は持っ

ていないということなんですが、実際に、先ほど

のお話だとチームティーチングをやっている中で、

そのお手伝いをしているということなのかなとい

うふうに思ったんですが、実際ＡＬＴの先生方は、

日本語がほとんどできなくていらっしゃる方もい

らっしゃいますし、担任の先生のほうには英語が

余りお得意ではない方がいるとすると、この推進

教師が間に入って、例えば日本語を英語に訳すと

か、英語を日本語に訳すとかということで、そう

いう役割を担っているということですか。少しイ

メージがつかめないんですが。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおりでして、先

ほど申し上げた業務の以外に、担任と、それから

ＡＬＴとの間をつなぐという役割も、この推進教

師は果たしております。 

  それ以外には、やはり本市が独自につくってお

ります英語教育のカリキュラムですね、小学校１

年生から中学校３年生までのカリキュラムをつく

っているわけですけれども、それがしっかり利用

されているかどうかということを把握したり、そ

れからＡＬＴとの活動がうまくいっているかどう

かの情報収集なんかも行って、場合によっては英

語教育推進室のほうと連携をとりながら、さらに

よくなるように連携していくということも担って

いただいております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 いずれにしても、小学校、中学校で直
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接子どもに物を教えるというか授業をするには、

何であれ、やはり学校の教員の免状がなければい

けないものだというふうに私は理解をしているん

ですが、ここで持っていらっしゃらない方もいら

っしゃる、英語に関しては堪能だと、それはそう

いう方はいっぱいいると思うんですけれども、５

人多分同じような条件でとっていらっしゃると思

うんですけれども、それで教室で子どもに、実際

授業で教えているというようなことまではしてい

ないから、それで資格要件がないということなん

でしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおりで、直接教

えるのは担任と、それからＡＬＴというのがほと

んどになると思います。場合によっては、子ども

たちがわからないと苦しんでいるときには手助け

なんていうのもあるかもしれませんが、基本的に

は担任等で教えるという形になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、この463万3,500円

は、単純に５で割ると、お１人92万何がしになる

んですけれども、時給で雇っているのか日給で雇

っているのか、あるいはどんな条件でお金を出し

ているのか教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 実際には、時給1,500円とい

う形になっております。単純に５で割れないとこ

ろもありまして、１人で持っている学校の数が違

ったりもしますので、ただざっくり言えば５で割

ったということにもなると思うんですが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ５人の方、ちょっと今、計算していな

いのでわからないんですが、５人の方で小学校も

中学校もなんですかね、回っていらっしゃる、小

学校、中学校回っているとすれば、これで足りて

いるんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 実際に、この方たちは小学校

だけになります。 

  それで、足りているかと言われますと、正直苦

しいところもありますけれども、今後学習指導要

領が全面改訂になりますと、英語に関する教科の

授業数がふえますので、まあどうだろうなという

心配はしているところであります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 次に、少し戻りまして、294ページの

教職員ネットワークシステムの管理事業の中で、

委託料が真ん中辺にあるんですけれども、この委

託の中で小中学校ＩＣＴ支援業務2,896万5,600円

というのがあるんですが、これ実際にどんな支援

を、どんな形で委託をしているのか教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 どんな形とおっしゃいますと

…… 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、ＩＣＴの支援っていろいろあ

ると思うんですが、現実的に、だから人が中学校

に張りついて、ずっと何か機械を保守したりして

いるのか、あるいはソフトのほうで使い方を何か

指導していらっしゃるのか、何人ぐらい雇ってこ

ういう値段になっているのかというところです。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 実際に、このＩＣＴ支援員に

関しましては、小学校、中学校両方に何人か分か

れているわけなんですけれども、時には授業でＩ

ＣＴを使うときに、その機器に関するところで使

い方がわからなかったりとか、うまく使えなかっ

たりというところの支援をしたり、それから学校

の校務システムもありますので、その運用上の問



－127－ 

題でうまく動かなかったりとか使い方がわからな

かったりといったときにも支援をいたします。 

  あとは、そうですね、特に中学校ですと成績処

理の時期なんかになりますと、校務システムはフ

ル活用されるわけなんですけれども、そんなとき

にうまく動かないなんていうときには、もう電話

１本で来てくれるという状況で、それを修正して

くれたり使い方を教えてくれたり、そんなことも

してくれている、そういった支援をしていただい

ております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、授業に入ることも

あるというように今、感じ取ったんですが、多分

先生ではなかった、先生の資格ではなくて、企業

に勤めていた方を雇っていると、前に多分説明い

ただいたことがあったと思うんですが、実際のと

ころはどんな経歴の方が入っているんですか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○相樂学校指導係長 実際は業務委託で、とある業

者にお願いをしていまして、そこに５人ぐらい、

実際学校を回る担当の支援員という方がいまして、

その学校に応じた支援をしていくわけなんですけ

れども、特に先生ということではないんですけれ

ども、教育に関するようなシステムであったり、

ＩＣＴを使ったというところはいろいろと勉強は

されていて、それとプラスＩＣＴの基本的なこと

はわかっているという方にお願いをしているとい

うことです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、この場合も子ども

たちが実際に教室にいる中で、機器の使い方がわ

からない子どもにサポートをするという点で、教

員の資格は持っていなくても問題はないというふ

うに理解をすればよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 314ページになります。306ページと両

方、小学校、中学校同じなのでお尋ねするんです

が、教育活動費の中で、先ほど特に生活支援員の

希望が多くなっているというふうに説明をいただ

いたと思うんですね、学校のほうの市採用職員に

ついてなんですが、この市採の教員については、

多分基本的に学校のほうの要望を出してもらって

配置をしているものなんだと思うんですけれども、

この生徒支援員に対しての希望が出ているという

要因を教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 まず、小学校のほうに関しま

しては、小学校１年生がここ一、二年といいまし

ょうか、非常に小学校１年生の中でじっとしてい

られない、教室を飛び出してしまう、または教室

の中にいてもほかの子の邪魔になってしまって授

業が進まなくなってしまう、そういった状況があ

りまして、担任だけではどうにもならない状況と

いうのも出ております。そんなことから、各学校

からの要望もあります。 

  それから、あとは１年生に限らず、当然、特に

低学年のほうに関しましては、やはりそのような

状況が出ておりますので、各学校としては何とか

小学校の早い時期にそういった子たちがうまく授

業にのっていけるような支援をしていくというこ

とで入れている部分があります。 

  中学校に関しましても、やはり問題行動等、そ

んなに大きなものは多くはないんですけれども、

家庭的にちょっと苦しい部分があって、生活が乱

れている、そのために支援が必要だという子たち

も出ておりますので、そんな子たちの支援のため

に生徒支援員というのも配置して入れております。 

○佐藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 そういたしますと、今のお話だと、実

際に授業に入っているようではないのですが、資

格要件はじゃないわけなんですね、学校の教員の

免状を持っていなければいけないというような、

そういうものがない方たちを生活支援員として雇

っているという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 実際に授業に入ることもあり

ますので、授業の中で、例えばそのクラスの中で

１人だけ苦しい子がいれば、その子に張りついて

支援するということもありますので、市採用教師

の中にはいろんな種類がありますけれども、その

種類によっては教員の免許を持っている者という

のもありますし、例えば市採用教師の中には介護

支援員というのもいますので、そういった人に関

しては教員の免許は必要がなく、むしろ看護師の

免許を持っている人というふうな形で、種類によ

って変わっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ごめんなさい、ちょっと理解ができな

かったんですが、生活支援員の中にいろいろな種

類の方がいらっしゃるということでよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 失礼しました。 

  生活支援員は生活支援員で、それ以外にもいろ

いろいるということで、生活支援員に関しまして

は、これは教員の免許はどうだったでしょうか……

要らないということでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、全体なんですが、

市採用教師、この年だと小学校が118人で、中学

校が48人というふうになっているんですが、この

人数は学校の希望した人数を満たした人数なんで

すか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 学校はというか、校長はと言

ったほうがいいかもしれませんが、やはりできる

だけ、少しでも多く欲しいという気持ちを持って

おります。子どもたちの状況に応じて、うちの学

校ではこういう支援の人が何人、こういう支援の

人は何人欲しいというふうに言ってきているので、

それを全てかなえるというのは厳しい状況です。

ですので、要求が全て通っているわけではなくて、

要望していたよりは少ない数の配置にはなってお

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ざくっとどのくらい、例えば要望は10

人あって８人とっているのか、10人で５人なのか

というの、全体でざくっと、わかれば教えてくだ

さい。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 本当にざくっとで申しわけな

いんですけれども、小学校でいいますと、そうで

すね、３つにだけ絞らせてください。学習支援、

それから学級支援、生活支援、これに関しまして

は約100名、小学校だけでの要望があります。実

際についているのは80弱になります。 

  それから、中学校に関しましては、やはり同じ

く３種類にだけ絞りますと、約40名の要望があり

ます。それに対して、ついているのは30弱という

ところになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、ここのところの最後にな

ります。 

  両方とも、一番下に心の教室相談員という名前

の方がいらっしゃるんですけれども、学校には、

297ページのところで決算出ているんですが、カ

ウンセラーとかサポートの体制がとられてありま

すよね。こちらの発達支援のカウンセラーはそれ
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なりの資格を持っている方だと思うんですが、こ

の方たちとこの心の教室相談員の方たちとの関係

とか、何か私がちょっと理解していないのかもし

れないんですが、どんなふうに分けて支援してい

るのか、学校とかかわっているのか教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 心の教室相談員につきまして

は、学校によってさまざまでありますけれども、

大体相談室というのが学校の中にありまして、そ

こにいつもいて、例えば不登校傾向で学校におく

れて登校する子たちに対して面倒を見たりとか、

それから時にはサポートのほうですね、ふれあい

とかあすなろとか、そちらに行ったり来たりして

いる子たちなんかもおりますので、そういった子

たちの面倒を学校の中にいて見たりしております。 

  スクールカウンセラーというのは、そういった

子たちの中でも、またそういった子たち以外でも、

特別に本人、または保護者が例えば大きな悩み事

を抱えていて、相談したい人がいるんだけれども

というような状態のときに、本当に相談できる専

門家がスクールカウンセラーというふうに考えて

いただければと思うんです。 

  ですから、そうですね、常に学校にいるわけで

はなくて、定期的に学校のほうに来て、そのとき

にカウンセリングの予約をとっておいて、そのと

きにまた保護者、または生徒がカウンセリングを

受けるというふうな体制になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、実際のところ、学校で

常に問題があるとか悩みを持っているなというの

は心の相談員の方のほうがわかっていて、それを

つなぐ役目をしている、カウンセラーにつなぐ役

目をしているというような理解でよろしいんです

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 そのとおりでございます。 

  ただ、心の教室相談員に関しましては、時には

不登校の生徒たちに関しまして、家まで行って様

子を見たりとか、そういったこともしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、この心の教室相談

員の方は教員の免許を持っていらっしゃる方を配

置しているということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 教員の免許は持っているとは

限りません。そうですね。 

○山本委員 とめておきます、ここで。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 今の質問の306ページなんですけれど

も、小学校教育活動費の中の日本語支援員という

のが１人いるわけなんですけれども、これはどう

いう形で、どの学校をケアしているんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 最近ふえてきてはいるんです

けれども、外国から入ってきている子どもたち、

日本語が不自由な子たちというのがいるんですけ

れども、当然学校には、全ての学校にはもちろん

ないんですけれども、中には日本語教室というも

のを設置している学校もあります。そのところに

おきまして、担当の教員はいるんですけれども、

その担当教員だけでは手が回らない場合も出てき

ますので、そういったときにそのサポートをする

ものが日本語支援員というふうになっております。 

  日本語教室がある学校は、三島小学校、それか

ら共英小学校になっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ここで日本語支援員というのは１人だ

けなんですけれども、この１人はあちこち行って
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いるということなんですかね。三島と共英だけ行

っていると今、聞いたんですが。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 基本的にはその２つではある

と思いますけれども、時にはほかの学校で苦しん

でいる学校があれば。ただ、多くの場合には、そ

のどちらかの学校に、例えば別の学校に支援を必

要とする子がいれば、その学校に行って何時間か

指導を受けるということを継続的に続けておりま

す。 

○金子委員 大体わかりました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それから、296ページなんですけれど

も、外国語教育推進事業の中で、報酬で７人とい

うのは、これはどういうことなんでしょうか。こ

の７人という、非常勤というのは、これは別枠に

なっているわけですか。非常勤職員報酬７人とい

うのは。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 この７人というのは、これは

直接雇用のＡＬＴですね、７人から３人になった

というものでございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると、この下のほうで外国語指

導助手派遣業務で、直接雇用退職者補充というの

がこれ2,700万というのがついているんですけれ

ども、これとはまた違うんですね。下の委託料の

ところです。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 直接雇用が途中でやめてしま

った者がいると、そのかわりに委託してお願いし

たということになります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。 

  それから、今ここで聞いていいのかどうかわか

らないんですが、小学校は英語を教えているのは

ＡＬＴだけですかね。そして、中学校の場合は、

従来日本人の英語の先生と、それからＡＬＴの授

業と、大体どのぐらいの割合でやることになって

いるんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 小学校におきましては、全て

の授業を学級担任とＡＬＴが２人体制で教えてお

ります。 

  中学校につきましては、全ての授業をそれで教

えると人が足りないので、少なくともどのクラス

も週１時間はＡＬＴと英語の教員が一緒に教える

という形をとっております。 

○金子委員 週１時間。 

○小泉学校教育課長 いや、実際にはもっと多いん

ですけれども、少なくともということで……。 

○金子委員 わかりました。 

○小泉学校教育課長 学校規模等によって。失礼し

ました。申しわけありません。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 309ページと、すみません、中学校も

同じのが316ページにあるんですけれども、小学

校教育振興費の中の日本スポーツ振興センターの

災害共済の掛金の話なんですけれども、これ掛金

594万と321万が、1,000万近くの掛金を小中学校

の、多分けがのときのために払っていると思うん

ですが、実際どのぐらい使っているんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 すみません、実際に使ってい

るというのは、どのような……。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません。つまり、この594万と321

万というのは、私の理解では子どもたちが何か学
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校でけがをしたときに使う共済なのかなと思った

んです。それなので、子どもたちは医療費とかは

全部今、ほとんど市から出ますよね。ですので、

この共済の給付金というのはどういうときに使っ

て、実際に、だから本当にけがをして使ったり、

病気になって使うのはどのくらいあるのですかと

いうことなんですけれども、すみません。ここで

聞いてはいけないのかな。 

○佐藤委員長 部長。 

○稲見教育部長 それはスポーツ振興センター災害

給付の契約の掛金なので、小学生ですと六千何人

分、中学生ですと3,000人の掛金で、何か事故が

あったときに、そのための掛金で、全国でそれを

集めて。ですからスポーツですから、けがをした

ときに、捻挫だとか何かとか、そういうときにこ

ちらから出る保険の掛金なんですね。ですから、

実際にその件数が何件だということは、ちょっと

ここでは即答は多分できないということで、あく

まで児童生徒１人当たり幾らというふうにして入

っている掛金なものですから、これは市が入って

いるんですね。市がこの振興センターのほうの保

険に入っていると。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それはわかりました。 

  そうすると、これに入っているからといって、

けがをしたときにお見舞金が出るとか、そういう

ものではないんですね。治療費が出るとか、そう

いうものとは違うんですか、そういうものではな

い。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 実際に治療費が出ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、それは学校では把握しな

い、個人にそれぞれ来るだけであって。 

○佐藤委員長 課長。 

○小泉学校教育課長 学校から市の教育委員会を通

しましての請求になりますので、把握はもちろん

しているんですけれども、今ちょっと手元に、申

しわけありません。 

○山本委員 わかりました、いいです。後で何かで

聞きます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 315ページの３項２目の中学校教育

指導事業、4001事業の中の委託料に、英語能力判

定テスト実施業務とあるんですが、これは内容を

教えていただきたいんですが、英検とはまた違う、

那須塩原市独自の英語能力判定テストなのかどう

か、ここをお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 はい、どうぞ。 

○荒井英語教育推進室長 英検ではございません。

英検は物すごくお金が高いので、全ての子に英検

を受けていただくということは非常に厳しいので、

英語の英検のどれぐらいの能力があるかというの

を判定してくれる簡易のテストになります。もち

ろん英検が作成しているテストなので、ある程度

の信頼性はあると思うんですが、非常に値段が安

くて、ただそれをとったからといって英検４級と

かという、その認めてもらえるわけではないとい

う、そういうテストになります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、その簡易テストは全

員が対象になるんですか、希望者が対象となるん

ですか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○荒井英語教育推進室長 本市では、中学３年生全

員に行っております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 英検だと４級とか３級とか、それぞ

れ級別にありますけれども、この簡易テストも、
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簡易テストなので、そこまであるかどうかはわか

らないんですが、希望者によって多分、中学生に

もなると英語の実力というのもかなり開きも出て

くるのかなと思うんですが、ただご本人の希望に

よって、あなたはじゃ、私は３級程度を受けたい

わとか４級のを受けたいわとかというふうに選べ

るものなんですか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○荒井英語教育推進室長 基本的に選ぶのではなく

て、一律の問題をやった上で、向こうがあなたは

どれくらいねという判断をしてくれるという、そ

ういうテストになります。 

○星副委員長 そういうものなんですね、ありがと

うございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑がないようですので、

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議ないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （障害を持ったお子さんに対する学校

における支援等について） 

○佐藤委員長 そのほかに委員の皆さんから。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （障害を持ったお子さんの入学する

学級等の決め方について） 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 （ＡＬＴ派遣業務委託業者等につい

て） 

○佐藤委員長 ほかに。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （平成28年度の中学生の英検の受検率

等について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の方から。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （ＩＣＴ支援員の支援体制について、

ハイパーＱＵについて、小学校における今後の英

語の学習の進め方について） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 あともう一つ、 

○佐藤委員長 ほかに委員の方からございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （マイチャレンジ推進事業について） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ
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いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、学校教育課の皆

さんから何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原

市一般会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第71号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、よって議案

第71号については原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  続きまして、決算審査特別委員会（第二分科

会）に切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 
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○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明をよろしくお願いいたします。 

  課長。 

○室井生涯学習課長 （認定第１号について説明） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０６分 

 

再開 午後 ３時１６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  山本委員。 

○山本委員 大きなことなのでちょっとページはう

まく言えないですが、農林水産業費に入っている

公民館のその費用と、いわゆる社会教育のほうの

公民館の費用と、両方で説明をいただいたんです

けれども、両方で出ているところもありますので、

その辺の費用負担割合がわかりましたら教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 まず、先ほどご説明いたしま

した多目的研修センターですとか鍋掛地区ですね、

コミュニティーセンター、それから活力倍増セン

ター、それから農村環境改善センターになるんで

すけれども、こちらにつきましては、多目的研修

センターは厚崎公民館と認識していただければい

いかと思います。鍋掛地区コミュニティーセンタ

ーはこれは鍋掛公民館、活力倍増センターにつき

ましては高林公民館、農村環境改善センターにつ

きましては大山公民館ということに考えていただ

ければいいかと思うんですけれども、こちら６款

の農林水産業費のほうに計上させていただいてお

ります管理運営費につきましては、その建物の管

理に要する経費ということになっておりますので、

公民館のほうの管理運営費は社会教育活動を行っ

たりするそういった本当の公民館部分での経費、

こちらの６款の経費につきましては建物を維持管

理するための経費というような形で考えていただ

ければいいんじゃないかと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 一つ一つ言い始めると切りがないんで

すが、それはそのようにして分けているというふ

うに理解すればいいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 そちらにつきましては、建物

を建設するときに農林系の補助金をいただいてい

るとかそういったものがありますので、そちらに

ついてはそういった経費も計上する必要があると

いうことになりますので、市のほうである程度こ

ういう形ですみ分けをして予算を計上させていた

だいているというものでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 例えば建てるときに農業関係の補助金

をもらって、建てたと、そういうのが４つあるん

ですね。そういうものに関しては、例えば６対４

で分けるんだよとか、そういうふうに市で決めて

いるわけではなくて、一つずつの建物について、

先ほど言った建物の管理については農業関係で、

ソフトの部分については公民館でと言ったんです

が、だからといって電話料が２つに分かれている

わけではないですよね。というふうに、細かく言

っちゃうとそういうふうになってしまうので、だ

からざくっと、つくったときの経緯で、ここは３

割は建物経費、７割はソフトの部分でとっている

んだという理解でいいのかと、そういう話なんで
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す。 

○佐藤委員長 部長。 

○稲見教育部長 農林整備の国庫補助で建てた建物

ということで、まだずっとそれが続いているんで

すね。公民館と農林業でいう、高林でいう活力倍

増センターって二枚看板なんです。わかりづらい

んですけれども、この決算書に括弧して何々の公

民館とか入っていればわかりいいかもしれないで

すけれども、今もその二枚看板が生きているんで

すね。名前が２つあるんですよ、この建物として

は活力倍増センターなんですけれども、中身は高

林公民館というご理解をいただいて、建物の部分

については農林業のほうで補助金でもらったので、

それを維持管理していますというほうの維持管理

費。高林公民館では、公民館のほうについては公

民館の事業を運営するほうだというふうにご理解

いただいて、７対３でいいのかというと、基本的

には数字はちょっと違いますけれども、考え方と

すればそういうふうに、管理運営する部分、建物

部分と公民館が事業をする部分というふうに分け

て予算計上してあると。大変わかりづらいところ

なんですが、過去の補助金をもらった経過がそう

いうふうになっていますので、予算上分けざるを

得ないということになっているというふうには聞

いております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。これは多分、黒磯の議

員になったばかりのころにも聞いて同じようなこ

とをいただいたんですが、そうすると、これはず

っと、この建物がある限り、いつまでたってもこ

の形でいくという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 部長。 

○稲見教育部長 そのように解釈しています。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに委員から質疑ございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 346ページの中段で、中学生オペラ鑑

賞教室があります。鑑賞教室事業として、そして

バスということもあります。それから「那須野の

大地」の支援事業と。「那須野の大地」のほうも

鑑賞事業みたいなのをやっているのかどうかとい

うことと、それから、オペラ鑑賞のほうはどうい

う形で、中学生を、市内全部に見せるわけじゃな

いと思うので、かわりばんにしているとか、その

辺のところをちょっとお聞かせください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 では、お答えいたします。 

  まず、中学生オペラ鑑賞教室事業のほうですが、

こちら12月の第２週の月曜日に中学生向けに公演

をしておりまして、その前日にくろいそオペラを

つくる会が一般公演の事業を行いまして、その翌

日に同じ舞台と同じ人員で再度上演いたしまして、

中学生向けに鑑賞教室を行っているところです。 

  こちら対象となりますのは市内の中学２年生全

員を対象としております。ですので、借り上げの

バスの台数がふえているのは、黒磯地区の例えば

黒磯中学校の２年生は何台、厚崎中学校は歩いて

行くんですけれども、東那須野中学校の２年生は

何台という形で割り振っておりまして、毎年中学

２年生を対象といたしまして第１回の公演を行っ

ております。 

  それとあと、創作劇「那須野の大地」ですが、

こちらの支援事業475万は、こちらは上演に係る

費用でございまして、鑑賞教室は行っておりませ

ん。こちらはことしも９月17日の日曜日に、昼夜

の２回公演を行っておりますが、こちらは全て一

般の観客のための公演となっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 金子委員。 
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○金子委員 わかりました。 

  そのちょっと上に、小学生音楽鑑賞事業のバス

というのが出ているんですけれども、これはどう

いう形で何をどういうふうにしたのか、ちょっと

お伺いします。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 こちらは、28年度だけち

ょっと行った事業ではございますが、こちらはニ

ッセイ財団が行っております全国オペラの巡回公

演に、黒磯文化会館を指定管理しております文化

振興公社のほうで採択のための申請を出しました

らば、28年度それが認定となりまして、一つの学

校に見せるのはちょっともったいない事業だった

ものですから、中学校のオペラ鑑賞教室でやって

いる形でも準用いたしまして、このときは市内の

小学校６年生を同じように、全市の６年生を集め

る形で行っております。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これもオペラ鑑賞ですか。中身は何で

すか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 こちらは、オーケストラ

の紹介をするような、オペレッタのような劇で、

オーケストラで入りましたのは仙台の市民フィル

といいましたか、すみません、ちょっと名前がわ

からないですけれども。通常、日生劇場のほうで

有料で公演しているものがそのままこちらへやっ

てきて、黒磯文化会館で上演した形になっており

ます。これはニッセイ財団のほうで、文化事業と

いたしまして年に３カ所巡回公演をやっていると

ころでございまして、そのうちの一つに採択され

た経緯がございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 了解です。日生のアウトリーチみたい

な形で公演やったということですね。 

  じゃ次、350ページ中ほどに、黒磯文化会館管

理の自主事業が中ほどにあるんですけれども、こ

れは何をやっているんですか。自主事業運営とい

うのが、負担金、補助及び交付金の補助金のとこ

ろに75万6,000円という。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 こちら、自主事業運営と

なっていますが、こちらは黒磯文化会館が行いま

す自主事業に対して市のほうで補助している補助

金の支出でございまして、当初はこれ1,000万を

補助として出しております。ただ、黒磯文化会館

のほうで行いました自主事業で、いわゆる黒字が

出た場合、黒字になった部分は市のほうに返還す

るということになっておりますので、28年度にお

きましては900万以上の黒字が出たものですから、

結果として市の支出は75万6,472円におさまった

ということで、ちょっと見、その自主事業に対し

て75万円しか出していないのかというふうに勘違

いされそうですけれども、当初は1,000万出して

おりますので。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それは何を呼んだかはわかりますか。

一つか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 申しわけございません、

細かいものを一つ一つについてちょっと失念して

いるんですが。 

○金子委員 後で、じゃ。 

○小池生涯学習課長補佐 これ、なぜ28年度にこれ

だけ黒字になったかといいますと、ちょっとそれ

はからくりございまして、宇都宮市の文化会館が

27年、28年と全面改修のために休館しておりまし

て、本来ですと大きな収益が上がりそうな事業と
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いうのが、まず県内ですと宇都宮文化会館に行く

んですが、宇都宮文化会館で受け入れできなかっ

たので、次に県内で座席数が多いのは黒磯文化会

館なんです。なので、ちょっとお客さんが来そう

なものが黒磯にいっぱい来たと。そういうことで、

たまたま収益が上がってしまったと。 

  ただ、例年、黒磯文化会館のほうは自主事業の

ほうは結構上手に行っておりまして、赤字は出さ

ない。大体600万から700万くらいの市の負担とい

うことでおさまるような形で、少なくとも100万

から200万くらいは毎年返還しているんですが、

28年度に関しましてはちょっと返還額が多かった

と、そういうことになっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました、了解です。 

  次に、352ページですけれども、博物館管理運

営事業の報酬賃金のところで、博物館臨時学芸職

員２人、臨時職員２人ということで、それから非

常勤職員報酬がその上に出ていますけれども、こ

れ正職員というのはどういうふうになっているん

でしょうかね、いないのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 正職員は当然おりますけれど

も、正職員の人件費につきましては計上している

額がここにはないものですから、ここはあくまで

も臨時職員とかの経費だけになっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今聞きたいのは、その金額というより

も、正職員がどういう形、臨時職員はこれ書いて

ある。正職員が何人でどういう構成になっている

か、ちょっと。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○金井那須野が原博物館長 博物館につきましては

館長１名、それに28年度におきましては、長が１

名、あと学芸が２名というような形になっており

ます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ということは、正職員は４人というこ

とでいいですね。 

○金井那須野が原博物館長 はい。 

○金子委員 そのほかに、そうすると臨時学芸職員

２人と、この２人と、それから１人と、合計５人

プラスいるということで、合計９人ということか

な。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○金井那須野が原博物館長 そのとおりです。 

○金子委員 了解です。 

  それから、354ページ、収蔵資料収集状況とい

うのがありまして、その真ん中ぐらいに美術の４

点があります。これについてちょっと説明を。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○金井那須野が原博物館長 この美術４点につきま

しては、錦絵でございます。歴史的な部分でも使

うんですけれども色彩的な部分もありまして、明

治になってからの錦絵に関しまして、こちらのほ

うの収蔵とさせております。４点とも錦絵です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 錦絵、比較的何回か入れているような

感じなんですけれども、どこか流通ルートという

か、そういうのがあるんですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○金井那須野が原博物館長 こちらにつきましては、

博物館といたしましては東京の古本店とかそうい

うところとも、目録等が大分こちらのほうに入っ

てきますので、その中にあわせまして近代の部分

もミックスするような形といいますか、付加する

ような形で、その近代的な錦絵を収集していると。

もちろん、錦絵というのは膨大なジャンルありま

すけれども、うちのほうは絞りまして近代の部分

のみという形で収集をしておりまして、それを色
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彩も、先ほども言いましたようにありますので美

術という分野で収蔵しているという形になります。 

○金子委員 了解です。 

  そして次のページ、彫刻作品ブロンズ化業務が

あります。これは何を今年度はやったかというこ

とと、あと残りどのぐらいあるか、ちょっとお聞

かせください。 

○佐藤委員長 館長。 

○金井那須野が原博物館長 こちらのほうにつきま

しては、南庄作の作品の鎌研ぐ男、座像なんです

けれども１体ということで、こちらのほうをブロ

ンズ化委託をしたものであります。 

  あと、実はことし、30㎝ぐらいのものが２点ほ

どまだちょっと残っていたものですから、それを

終えて終了という形で考えています。 

  以上です。 

○金子委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに委員の方。 

  山本委員。 

○山本委員 349ページの図書館の部分なんですけ

れども、中段上のところにアドバイザリー業務と

いうことで、先ほど170万6,400円でＮＰＯの代表

の方にアドバイスをいただいてということを言わ

れたんですが、これ29年も続いているのかどうか

わからないんですが、この部分で、それだけの何

かアドバイスをいただいた、その内容を教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 もともとこのアドバイザー

は都市整備課のほうで契約した者が28年度に１年

間引き続きということで、生涯学習課でやったん

ですけれども、主に、このアドバイザーにつきま

しては、図書館の建築のほうにたけた人でござい

ますので、基本設計までという形で契約をさせて

いただいて、基本的に建築に対するアドバイザー

をしていただきました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、これ28年度でその建築

に対しては終わったということでよろしいですか。 

○吉村生涯学習課主幹 はい、終わりました。 

○山本委員 わかりました。 

  戻りまして、323ページの市民大学講座につい

てなんですが、何年かこれ続いていて、ことしは

市民大学地域づくり学部講座が若干参加者がふえ

ていることはわかるんですけれども、17回で193

人ということは１回10人ぐらいというようなこと

で、その前年度はもっともっと少ないんですけれ

ども、この地域づくり学部講座を、多分お金をか

けてやっているんだと思うんですが、やっている

その意義といいますか、地域づくりにどう生かさ

れているのかというか、その辺ちょっとお聞かせ

ください。やっている意味は何なのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 先ほど、市民大学講座につき

ましては地域づくり学部と地域いきいき学部の２

つあるということでご説明させていただきました

けれども、この地域づくり学部につきましては、

まず学びと実践のサイクルというものをモットー

に、受講された方が地域で活躍できるようなカリ

キュラムを組んでいるということになりますので、

こちら地域づくり学部につきましては講師の養成

講座のような性格があるものですので、どうして

も受講者が少ないというようなところがございま

す。地域いきいき学部につきましては、さまざま

な市民との交流とかそういったものを目指してお

りますので、こちらにつきましては受講者がどう

しても多くなるというような傾向にあるというよ

うな、それぞれ目的としている学部の講座の内容

が違うものですから、どうしても参加者、受講者

が大きく隔たりがあるというものになってござい
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ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、１年、２年でそう

いうものが根づくかどうかわからないんですが、

地域づくり学部講座を学んだ方は将来的に市民大

学で、今度は学ぶほうじゃなくて教えるほうに回

っていくということを期待されてしているんでし

ょうけれども、そういう期待に沿うような教育が

なされて、そういう方が育ちつつあるのかどうか

教えてください。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○吉田生涯学習係長 そちら、この地域づくり学部

の講座を受講されまして、なかなかそのいわゆる

人材育成というふうなところは難しいところはご

ざいます。ただ、平成25年度か26年度に受講され

た方につきましては、団体として市内とかのイベ

ントに参加して、自分たちでできることというこ

とで、工作じゃないですけれども、そういったも

のでイベントをやって自主的に活動しているとい

うような方たちというのが、そのときの参加者で

はございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 大学という名はいろいろあって、国立

大学からいろいろあるんですけれども、とりあえ

ず市民大学という名前をつけて、那須塩原市の市

民のために教える側に立つんだということが目的

であるならば、もう３年、４年続いているわけで

すので、実際に活躍できていかなければ、ただの、

何て言っていいかわからないんですけれども、趣

味の講座みたいなものでしかないと思うんですけ

れども、本当にこれを学んだ人たちがちゃんと市

民大学というようなもので学んで還元していく可

能性があるのかどうか、ちょっと聞きたいんです。

例えばどんなことを学んでいるのかとか、じゃも

っと具体的に教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 昨年度、平成28年度で申し上

げますと、こちらの地域づくり学部の講座につき

ましては、一つ傾聴ボランティアの養成講座とい

うことで、この傾聴ボランティアを育成するとい

うような講座がございました。そのほかには、本

の読み聞かせボランティアの育成講座というもの

を実施しておりまして、こちらについても読み聞

かせボランティア育成を目的としまして講座のほ

うを実施して、そういったものが実際、昨年度開

催しました講座となっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 傾聴ボランティアはそもそも福祉の関

係ですし、読み聞かせはそもそもが図書館でやっ

ているものであって、それをわざわざ市民大学と

してやる意義は何ですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 それにつきましても、そもそ

もといいますか、主管として例えば図書館だった

りとかそういったものがあるかと思うんですけれ

ども、ただ、そちらはいわゆる広く学習機会とい

いますか、そういったものを提供させていただく

という部分のところで市民大学として捉えさせて

いただいて、提供させていただいているというと

ころでございます。 

  以上です。 

○山本委員 そこまでにしておきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 321ページの５項１目の家庭教育支

援事業実績のところなんですが、親学習プログラ

ムコースということで、親学習プログラム指導者

研修というのが開催されておりますが、先ほどの

山本委員と同じような質問になるんですが、この

親学習コースをとった方々、指導者として研修を
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受けた方をどのような場で、どのように活用され

ているのかお伺いします。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 この研修に参加された方につ

きましては、説明の中にありました就学時健康診

断の際の親学習のときの講師という形で協力をお

願いしている場合、あとは出前講座というもので、

例えば学校なりそういったところでいわゆる親学

習を学びたいといいますか、そういった要請があ

った際に講師という形で指導をしていただいてお

ります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、今、前の審議の中で、

やはり小学校１年生でももう落ちつかなくて、生

活の支援員とかが必要な状態になってしまってと

いうお話がさきのほうの審議であったんですが、

親のそういう家庭教育学級というのは物すごく重

要な部分にこれからなってくるのかなと思うんで

すが、こういった出前講座に関しましては、学校

から要請がなければ、やっぱり講座を開く機会も

ないということでいいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 出前講座というものにつきま

しては、基本的に要望があった際に実施するもの

になります。ただ、先ほど申し上げました就学時

健診、この際、こちらにつきましては、毎年必ず

行います新１年生になる子どもたちに向けまして、

その際に生涯学習課のほうで出向いていきまして、

その親学習のほうを行っているということになり

ます。そちらは生涯学習課からの働きかけという

ことでやらせていただいております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません、あともう一つ、この指

導者研修のほうは希望者を募る何か資格か何かは

必要になってくるんですか。希望者が受けるとい

うことでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 こちらにつきましては、栃木

県のほうが主催しております研修会になっており

まして、希望者を募りまして、そちら受講いただ

いた方が、このいわゆる親学習の指導者、そして

活躍できるような形になっております。 

  以上です。 

○星副委員長 ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 351ページのハーモニーホールの管理

運営事業の中で、施設の利用状況がここに細かく

書いてあるんですが、まず入場者数の中で、ざく

っと那須塩原市の方がどのくらい使っているのか

ということ、それから施設の利用の中でそれぞれ

いろいろあるんですけれども、那須塩原市の方が

主催として使っているものは何％ぐらいあるのか

教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 那須塩原市の市民かどうかと

いうような集計は、ちょっと今のところしていな

いものですから、そちらについてはちょっと集計

をさせていただいて、後でちょっとご報告という

形をとらせていただきたいと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ハーモニーホールは、とても貴重な施

設だとは思うんですけれども、お金も毎年１億以

上のものがかかっているという事実もございます

し、建物がああいう形ですので、今後も修繕とか

改修とかにお金が非常にかかっていくものだと思

うんですね。 

  ４割でしたっけ、を那須塩原市が払っていると
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いうことは、少なくとも４割の部分を那須塩原市

がそこを利用して、文化向上のために使うべきも

のだと思うんですが、それではそれこそざっくり

とこのハーモニーホールについては、那須塩原市

としてはやはり４割分ぐらいは市民がちゃんとそ

の分、利用しているというふうに思っていらっし

ゃるのかどうか、お聞かせください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 そうですね、正確な数字

がちょっと今出なくて申しわけございませんが、

毎年こちらにつきましては似たような質問をされ

る経過がございまして、ハーモニーホールの館長

の名簿を借りて申し上げますと、お客さんとして

見えられる方は那須塩原市民のほうが多いと。 

  ただ申請をされる、先ほども休み時間のときに

ちょっとさせていただきましたけれども、申請す

るときの申請者の代表者の住所ですね、それだけ

で集計はある程度ハーモニーホールはとっている

んですが、それを見ますと、やはりどうしてもそ

れは大田原市が多いそうです。ただその次にやは

り那須塩原市が多いので、その次に意外に多いの

は宇都宮市が多いらしくて、100％のうちの６割

を大田原、４割那須塩原ではなくて、30％ぐらい

が大田原、20％ぐらいが那須塩原、あと残りは結

構県内とか県外とかいろいろあるそうなので、そ

れでいきますと、率としてはそれほど例えば利用

率が大田原と比べまして極端に少ないとか、そう

いうことはないと思われます。 

  ざっくりとしたグラフでしたらば、ハーモニー

ホールからいただいた昨年度もしくは27年度の統

計がございますので、それを後でご報告させてい

ただきます。 

○金子委員 一言いいかな、今のことで。もし言わ

せてもらえれば。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ハーモニーホールのほうの利用状況で

は、今館長さんがという話だったけれども、もう

完全に那須塩原市のほうが利用は６・４に近いぐ

らい利用しています。那須塩原と大田原だけ比較

した場合ね。そして利用団体も、かなり那須塩原

市のほうが多いという状況でいますね。それから

例えば自主事業で合唱団とかオーケストラとかそ

ういうのをしても、那須塩原のほうが多くなって

いる状況です。 

  だから、私は費用も五分五分にしろと。６・４

じゃなくて、もしくは那須塩原６にしろと言いた

いぐらい。それは言わないけれども、言いたいぐ

らいの気持ちはありますね。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 感覚なので、はっきりしたあれではな

いんですが、多分、金子委員は旧の西那須野の方

からすると同じところにあるということもあって

利用される方も多いと思うんですが、黒磯にいる

と、なかなかハーモニーホールってやっぱり遠い

部分があります。私としては使っている方が那須

塩原市の方が多いということで、それは本当にう

れしいことだし、利用している団体も多いのであ

れば、それはそれでいいことだと思うんですけれ

ども、ぜひ黒磯の部分の方もこのハーモニーホー

ルを使えるような、例えば高校の卒業式ができる

とか、成人式ができるとかというようなことをし

ていただけると、市としてのハーモニーホールに

対する親近感が湧くというんですかね、そういう

ことにもぜひこれだけのお金を使っているので、

していただきたいというふうに、これは要望にな

りますが、ということです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 322ページのコミュニティ活動費とあ

るんですが、補助金で東那須野地区ふれあい推進
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協議会250万、東原地区コミュニティ250万、これ

は毎年補助金は同じ金額で出ているんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、自治

総合センターという宝くじの広報活動に関する助

成金ということになりますので、毎年ではなくて、

こちら、その自治総合センターのほうに補助金の

申請をして採択がされないと当然つかないという

補助金になりますので、これは市のほうとしまし

ては毎年採択するように申請はしているんですけ

れども、向こうのほうで選びますので、採択され

ないということも当然ございますので、毎年もら

えるというものではございません。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その下でコミュニティの運営費という

ことで、ちょっと推進協議会とか運営委員会とか

コミュニティづくり推進協議会とか地区推進協議

会って、ちょっと団体名が違うんですけれども、

それはなぜなのか、すみません。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 これにつきましては、それぞ

れの団体が自分たちの名称を決めているものです

ので、市が決めるわけではないんですから、そう

いった形はいろいろ名称が変わってくるところは

あると思うんですけれども、多分もともとの成り

立ちの中で、旧黒磯、旧西那須野町、それから旧

塩原、それぞれでこういった組織がもう既に立ち

上がっていたところもありますので、多分、黒磯

地区ですと、コミュニティ推進協議会というよう

な名称が大体つけられている。西那須野町ですと

コミュニティ運営委員会、塩原地区ですと多分推

進協議会とか、そのような形で、もともとあった

その自治体での名称がそのまま引き継がれていま

すので、こんな名前になっているんじゃないかと

思います。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 それの運営費ということで、各団体が

22万5,000円とか、それは人数割りとか算出方法

はその地区によってどうなっているか。 

○佐藤委員長 課長。 

○室井生涯学習課長 まず、基本的に８万円の均等

割、それに世帯割ということで50円を計算して、

それぞれのコミュニティのほうに交付をしている

ものでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑がないようですので

質疑を終了したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （駅前図書館の進捗状況について） 

○佐藤委員長 そのほか、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  金子委員。 

○金子委員 （常盤ヶ丘への手すりの設置につい

て） 

○佐藤委員長 そのほか、委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の皆さんから

は何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

 

再開 午後 ４時０７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査に

入ります。 

  これより予算常任委員会（第２分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （議案第71号について説

明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 この報償金は補助金が出ているんです

が、これは決まりがあるんですか、一般財源のほ

かに。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちら、補助金が出てい

るのは学校教育課所管の部活動、それから文化部

に関しての旅費と宿泊費でございまして、スポー

ツ振興課所管分はこちらの一般会計の激励費だけ

でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 下半期で結構いい成績を残されたとい

うことで、当初予算で組んであるものがもう消化

したと。下半期にこれから大きな大会が予定され

ているということでございますが、主にどんな大

会が予定されて、関東、全国に行ける予測をされ

ているか、ちょっとお聞かせください。 

○佐藤委員長 課長。 
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○後藤スポーツ振興課長 今後の大会でございます

が、秋の国体、今、栃木県選手団の中に本市の選

手が例年何人もいるわけなんですけれども、この

時点では何人かというのはちょっと予測できない

ものですから、国体関係、それから小中学校に関

しては高校もですか、春の選抜大会というのがご

ざいます、各種目。そちらで関東・全国大会に行

くのが例年ございますので、そちらを予測した上

で今回補正をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○中村委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了して採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第２分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

〔「傍聴を希望いたします。よろ

しくお願いします」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当委員会の傍

聴希望がありましたので、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを許可いたします。 

  それでは、認定第１号 平成28年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から説明を簡潔にお願いをいたします。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （認定第１号について説

明）   

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 363ページの６項２目の那珂川河畔

公園プール管理運営事業で、先ほどの説明の中で、

委託料の減額の理由が、害虫駆除を自前でやるた

めに経費が節約になりましたということだったん

ですが、この害虫駆除って自前でできる、専門の

業者に頼まなくてもできる方がいらっしゃったと

いうことでいいんですか。すみません、質問にな

っているのかな。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 今までは専門業者に業務
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委託していたわけなのですが、一般の方というか、

指定管理者の職員でもできる害虫駆除という判断

で、わざわざ委託費をかけなくてもいいのではな

いかということで、指定管理者にやっていただく

ということになったのが結果でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 364ページの下のほうなんですけれど

も、ホースガーデンの管理運営、市内小学校乗馬

教室用送迎バス、ここはどの学校がどのぐらい利

用したかをお伺いしたい。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 学校関係の利用につきま

しては、28年度は961名の利用がございました。

バスにつきましては、学校の利用校につきまして

は14校ございました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 １回のバスで何人ぐらいでやるんです

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 それは学校によりまして、

学校にも特別支援学級のクラスだけをホースガー

デンに連れていくとか、普通教室で１クラスとか

になりますので、学校学校によってちょっとバス

の借り上げのタイプも違うわけなんです。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 その上のほうで、ホースセラピー講習

会謝礼というのがあるんですけれども、ホースセ

ラピーについては何か実際にやったんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 昨年の２月ですか、東京

農業大学の川嶋舟助教授をお呼びしていただいて、

ホースセラピーのかなりの権威の方ということで

すけれども、三島ホールで、本市の特別支援学級

を担当する先生、それから社会福祉施設の施設長

などを対象に、ホースセラピーはこういう効果が

あるんだよという講習会をやっていただきました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 講習会のほうはそれでやったんですが、

実際にホースガーデンでのそういうセラピー実施

というのは特になかったんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 今回は現場での実施はち

ょっと時間的に余裕がございませんで、三島ホー

ルでの講演だけということでございました。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じホースガーデンのことなんですが、

365ページの一番上に表があるんですが、この中

で利用人数5,234人というふうに入っていますが、

この中で市内の子どもとか、何ていうか、つまり

ただで利用する人じゃない、つまり料金を取って

利用した人の人数と日数というんですか、それを

教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 料金を取った利用者につ

きましては、3,049人ということになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この3,049人については、どんな方が、

例えば土日がすごく多いとか、平日が多いとか、

あとは例えば東京から来た人が多いとか、そうじ

ゃないのかとかって、わかる範囲で教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 手元に細かく分析はして

いないんですけれども、ホースガーデンから聞く

お話によりますと、市内の方がかなり多いという

ことでございます。あとは、当然市外の方もいら

っしゃいますし、遠いところではやっぱり東京と
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か、お話を聞いて来ていただけるということで、

乗馬、それから引き馬、そういうものでご利用に

なっていただけるということでお話は聞いてござ

います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 363ページの那珂川河畔運動公園管理

運営事業で、スコアボード新設工事となっている

んですが、どこについているんですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○織田スポーツ振興課長補佐 こちら、既存の点数

板というかスコアボードが今まであったと思うん

ですけれども、そちらのほうを当初修繕の予定だ

ったんですが、若干のさびとかそういったところ

を手入れすれば、ソフトのコートが２面あるもの

ですから、もう片方がちょうどスコアボードがな

かったものですから、もう一つそちらのほうに新

しくつくれるだろうということで、旧のものを修

繕かつ新しいものを今までなかったほうにという

ことで、今グラウンド内には両方に得点板がある

というような形にさせていただいたんですけれど

も。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 ソフトボール場のほうにはあると思う

んですが、野球場のほうには多分なかったような

気がするんですが。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○織田スポーツ振興課長補佐 先ほどのですが、多

分野球場のほうはまだなく、ソフトボール場のほ

うになります、両方。ソフトボール場に１つしか

なかったというような状況だったものですから、

もう一つふやして今回２つというような形にさせ

ていただきました。野球場のほうは多分まだかと。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 続いて、次のページの備品購入費と、

青木サッカー場管理運営事業、機械器具費113万

2,920円、車両ということなんですが、車を買わ

れたんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらは軽トラックとい

うことで、グラウンド整備用の軽トラックを購入

させていただきました。 

  以上でございます。 

○山形委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 364ページの青木サッカー場の管理の

５年間の指定管理費なんですが、サッカー場が一

つ今度多分芝生になりますよね。でもこの管理費

は変わらないですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 今の計画では、Ｂグラウ

ンドが今天然芝なんですけれども、今度人工芝に

変更するということで、これに係る管理について

どれぐらいになるか試算しなければならないんで

すが、その中で変更があれば、こちら債務負担行

為を起こしていますので、後で調整するという形

になるかとは思いますけれども、今まだそういう

試算はしていませんけれども、人工芝に変わると

いうことで変わる可能性もございます。 

  以上でございます。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  ここで議事進行を副委員長と交代いたします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 歳入のほうで、15ページですね。こ

この中段からの保健体育施設の使用料ということ

でかなりの量であるんですけれども、この使用料

はどうやって決まっているんですか。 
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○星副委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 こちらは那須塩原市体育

施設条例に料金の規定がございます。こちらは施

設ごとに市内者、それから市外者、それから大人、

子ども、中学生ということで、いろんな形の使用

料が設定されてございます。その中での28年度の

それぞれの使用料を合算したというものでござい

ます。 

  以上です。 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、これは１回の使用料は

幾らと決まっていて、そこに積み重なった、それ

に掛けたものの積み重ねの部分で、これが決算と

いうことでよろしいですか。 

○星副委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 委員長おっしゃるとおり

でございます。 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 続きまして、歳出のほう、361ペー

ジ一番上段にあるシルバースポーツ事業というこ

とで先ほど説明ありましたが、当初予算に比べて

執行率が低いということで、これにつきましては

最終的に29人という説明であったんですけれども、

当初は何人ぐらいを予定して予算を編成したのか。 

○星副委員長 課長。 

○後藤スポーツ振興課長 先ほども申し上げました

が、当初４回リーダー講習会を要請していまして、

スポーツ推進委員さんが40名ほどおりますので、

全員が来れば延べ160ですけれども、大体皆さん

が全員全回来られるわけではないので、多目に当

初はとらせていただいて、その中で結果的には延

べ29名しか来なかったというところでございます。 

  以上です。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議するべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （くろいそ運動場のテニスコート整備

のスケジュールについて） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんのほうからご
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ざいましたら。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （ホースガーデンにおけるホースセ

ラピーについて） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （関谷南公園における手すりの整備

について） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆様から何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、スポーツ振興課

の皆さんからは何かございますか。 

  課長。 

○後藤スポーツ振興課長 （くろいそ運動場野球場

の現地視察について） 

○佐藤委員長 そのほかスポーツ振興課の皆さんか

ら何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  これで、教育部の本定例会における審査は終了

となりますが、教育部全体として何かございます

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ４時５７分 

 

再開 午後 ４時５８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで本日予定しておりました審査

事項は終了しました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あす10時より

委員会を再開いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で、本日の福祉教育常任委員会を散会いた

します。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時５９分 

 

 



－149－ 

福祉教育常任委員会・予算常任委員会（第二分科会） 

及び決算審査特別委員会（第二分科会） 
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紹介議員（なし） 
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兼 

福祉事務所長 
塩  水  香 代 子   社会福祉課長 田  代  正  行   
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福  田  正  樹   社会福祉係長 岸  上  容  子   
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補 佐 兼 
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村  松     隆   
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補 佐 兼 
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国保年金係長 伊  藤  陽  子   

健康増進課長 
兼黒磯保健セ
ンター所長兼 
西那須野保健
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織  田  智  富   

健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 
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市 民 係 長 二 ノ 宮  直  美   

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯   昭 弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．保健福祉部長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 平成２８年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔社会福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第７４号 平成２９年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ４号 平成２８年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第７２号 平成２９年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    ・議案第７３号 平成２９年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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    ・認定第 ２号 平成２８年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 平成２８年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民課〕 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さんおはようございます。 

  散会前に引き続き会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 これより保健福祉部の審査を始めま

す。 

  審査に先立ち、塩水保健福祉部長からご挨拶の

ほうをよろしくお願いいたします。 

  部長。 

○塩水保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をよろしくお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第71号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今、一定の割合の交付措置というふう

なお話でしたが、割合はどの程度でしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 先ほど、那須赤十字病院及び

国際医療福祉大学病院、そして今回の菅間記念病

院、こちら３医療機関に対しまして、患者数によ

る負担割合等を算出いたしました。それぞれの病

院に対する割合でございますけれども、まず那須

赤十字病院が負担割合40.1％、国際医療福祉大学

病院、負担割合が49.4％、菅間記念病院、負担割

合が51.9％となります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 



－153－ 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第二分科会）へ切りかえて、審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 173ページの母子衛生費についてお伺

いしたいと思います。 

  那須塩原市子育て世代の包括支援センターにつ

いては、とても進んでいるということで、全国的

にも注目をされているところなんですが、ここの

中で賃金として、子育て世代包括支援センター相

談員２人で二百七十二万何がしが出ているんです

けれども、実際にこの仕事というか、こういうこ

とをやっていて、この人数で足りているんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 今現在、子育て世代包括支援

センター相談員としまして、２名の臨時職員を雇

用してございます。１名は保健師の資格を持って

いる職員でありまして、もう１人が看護師の資格

を持っている職員でございます。 

  実際の業務内容につきましては、現在、子育て

世代包括支援センターにおきまして従来から実施

しております乳児全戸訪問事業、こちらは継続、

そして新たに取り組んでいるものが妊娠後期の妊

産婦の方のほうへのおおむね28週以降のところへ

の電話での確認業務を行っております。市では、

妊娠届が年間約1,000件ほどございます。そうい

った妊産婦に対しましてのまず最初のきっかけづ

くりとしての連絡をとってございます。また、そ

の結果に応じましては、正職員であります保健師

のほうが直接戸別訪問するなどして、対応に当た

ってございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 とても大切な仕事というか、今まで、

例えばお話も伺わせていただいたことがあるんで

すけれども、1,000件というその妊婦さんたちに

対して、実際の職員としての保健師さんと、それ

から臨時の相談員さんということで、多分今お母

さんになる人たちがとても不安が多かったり、そ

の相談する人がいないので、その仕事量としては

かなりたくさんのものがあって、そこのところを

きちんとケアをしないと、この先、生まれてから

また大変になるということで、私の感覚としては、

人数が少ないのではないかなということで、決算

ですので、実際のそのものと実態との乖離があっ

て、来年の予算のぜひそこのところをもう少し手

当てをするべきではないかということで質問した

んですけれども、その辺のところはどのように考

えているかということ。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 現在の今の職員体制なんです

けれども、今、委員おっしゃいますように、職員

としては大変少ないというふうに感じてございま

す。といいますのは、まず保健師の適正配置とい
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うこの算式があるんですけれども、そこから算出

をいたしますと、那須塩原市においては、この人

口規模からいたしますと、34名の保健師が必要で

あるというふうに数字がはじき出されます。とこ

ろが、今健康増進課に配属をされております保健

師の人数は21名でございます。この不足分につき

ましては、臨時職員を雇用するなどして対応して

おります。 

  業務としましては、委員おっしゃるとおり、今、

こういった子育て世代包括支援センター、要する

に切れ目のない支援ということで、非常に密にか

かわる業務がふえてきておりますので、この辺の

ところはしっかりと人数確保をしながら対応して

いきたというふうには考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 34人必要だということは存じ上げなか

ったので、ちょっとびっくりしたんですけれども、

やっぱり人とかかわる仕事というのは、30分で終

わるものもあれば、１時間、２時間かかるものも

あって、那須塩原市、広いので、移動するのだっ

て時間がかかるということで、西那須野と黒磯と

２つでやっているんでしょうけれども、子育て支

援というところの入り口だと思うんですね、ここ

の部分というのが。その部分をおろそかにすると、

その先、小学生になったりとか、そういうところ

でやっぱり問題は拡大していくわけですので、せ

っかく先進的ないいやり方をされているのに、そ

こにかかわる人が専門のこれは保健師さんがいな

いということでは名前倒れになってしまいますの

で、頑張りということだけではできないことです

ので、かかわる人たちの健康も大切ですし、やっ

ぱり充実した中でやりがいのある仕事だというこ

とで、次の世代につなげていく仕事なので、ぜひ

ここの部分については必要な人数をきちんと手当

てをして、妊婦さんたちのために本当に切れ目の

ないケアができるような体制をつくっていただき

たいということを要望いたします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 170ページの食育・食生活改善推進事

業実施状況で、バランス食普及活動、実施回数ゼ

ロ、受診者人数ゼロ、その下にいきますと、地域

医療連携健康づくり実施回数ゼロ、受診人数ゼロ

ということになっているんですが、なぜこのよう

になってしまうのか、ちょっとお伺いします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 実績としまして、確かにゼロ

というふうな状況になっておりますが、この表を

ごらんいただきますと、まず減塩普及活動という

ところで、今現在の減塩に対するこの食事のＰＲ

につきましては、今継続してやっている状況でご

ざいます。バランス食普及、当然、大事なことで

認識はしておるんですが、今、まずは栃木県県北、

特にこの那須塩原市、やっぱり塩分摂取が多いと

いうふうな状況があって、塩分減塩活動に取り組

むというところを重要視した結果でございます。 

  それと、地域医療連携健康づくりにつきまして

は、これはまず地域の健康づくりとしまして、各

公民館に事業として実施をしていただいていると

いう実績はございます。ですが、この地域医療連

携健康づくりにつきましては、従来、地域のお医

者さんのほうに市民向けの講演会や教育講座、そ

ういったものを企画するという意図で実際に運営

をしてございました。なかなか先生との日程、都

合がつかないという事情もございましたので、昨

年度については残念ながら開催ができなかったと

いう実情でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 続きまして、184から185、ホールボデ

ィカウンタ検査費助成、受検者数２と那須町健康
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保健センター１ということで、6,500円の助成な

んですが、１回に対して6,500円なんですか。 

  185ページです。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 それでは、今、ホールボディ

カウンタ検査についてのご質問でしたので、それ

ぞれの受検機関ごとの受検者数を申し述べさせて

いただきます。 

  まずひらた中央病院、こちらが２人の検査が実

施されました。また、那須町保健センターにおき

ましては、お１人ということで合計３名の方、３

名に対する支出でございました。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その３名、１人が6,500円の助成とい

うことなんですか。３人合わせて6,500円。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 ３名合計分で6,500円となり

ます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、6,500割る３で計算する

ということで。すみません。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 負担につきましては、年齢で

区分をしておりまして、まず18歳以下の方につい

ては無料ということになってございまして、19歳

以上の方については助成金が２分の１ということ

になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところなんですけれども、ホール

ボディカウンター、もうこんなに減っているんだ

なというのをまずちょっと思ったんですが、今は

那須町はともかくとして、ひらた中央病院までは

無料で連れていってあげるというシステムは残っ

ているんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 平成28年度から実態、そして

27年度まで減少傾向にあったということで、これ

は検討がされた結果、28年度からバスの運行を取

りやめました。ですので、今現在は、直接ご本人

がひらた中央病院のほうと予約の確認をしていた

だいて、助成申請の際に私どもの健康増進課のほ

うへお見えになるというようなシステムになって

ございます。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 ２つ教えていただきたいんですが、

168ページの１項１目交付金のところなんですが、

ここは28年の予算では公的病院等運営費というこ

とで、補助金が１億1,692万6,000円計上されてい

たんですが、ここで決算がないんですね。その決

算に出ていない理由を教えていただきたいんです

が。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 当初予算の計上では、公的病

院等支援補助金、こちらについて計上させていた

だきました。この補助金につきましては、国から

の財政補助、特別交付税が措置されるということ

で、平成27年度までは全額措置されていた補助金

でございました。 

  ところが、平成28年度、国の方針、国の通知に

よりまして、まずこの措置の割合が変わってござ

いました。具体的に申しますと、公的病院に対し

ての助成した額の８割、こちらをまず基準額とす

るということになりまして、さらに国のほうは、

財政力補正というものを適用させるというふうに

しております。この財政力補正なんですが、財政

指数、各市町ごとの財政力指数に応じた計数で算

出されております。那須塩原市の場合は財政力補

正が0.5ということになりまして、対象経費の0.8
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のさらに0.5掛けというふうな金額になるという

ことで、これはかなり市の負担が大きくなるとい

うことで、実際に大田原市、本市、そして那須町、

こちらとの協議を経て、余りにも自治体の負担額

が大き過ぎるということから、断念をした経緯が

ございます。当然、こちらについては、相手先で

あります那須赤十字病院、国際医療福祉大学病院

についてもご説明をして、了解を得た事業でござ

います。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ありがとうございます。あと、170

ページの先ほど山形委員からも質問があったんで

すが、これの実施状況、３つそれぞれ書いてあり

ます。こういったことも例年やはり数が変動した

りとか、さまざまあるとは思うんですが、こうい

った実施状況のデータをとって、毎年比べてはい

ると思うんですけれども、このデータをもとに、

例えば分析をしたりとか、課題は、何でこうなっ

ているのかとか洗い出しをしながら、市民のその

健康状態の現状の把握とか解決策といったものを

考えて、来年度に向けて何か取り組みというもの

をしているのかどうか、そこをお聞きしたいんで

すけれども。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 健康増進課では、毎年実施し

ています事業について、当然、この結果をまとめ

まして、保健事業概要版として作成をしてござい

ます。その中で、過去における実施率であったり

とかの比較が容易にできるようにはなっておるん

ですが、こういったところで今後どういったもの

に力を入れるべきかということについては、それ

ぞれの担当の中で議論をしながら進めていくこと

で考えてございます。 

  実際に今委員がおっしゃったこの実施状況の中

で具体的なお話というのはちょっと申し述べられ

ませんけれども、こういったことについても今後

実施をするだけではなくて、当然改善するべきと

ころ、また力をもっと注ぐところ、こういったと

ころの分析というものが必要になっているという

認識はございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そういった貴重なまたデータになっ

てくると思うので、やはり各市によって食べ物だ

ったり運動量とかによって、多分那須塩原市のが

そのままほかの市のことを参考に那須塩原市の健

康づくりとかとやっても当てはまらないところな

んかもあるでしょうから、これは本当に生の市民

の今の実態だと思いますので、ぜひそういった健

康プランのほうをよろしくお願いします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 133ページで、健康長寿センター管理

運営のところで、長寿センターが指定管理者委託

ということになっていますけれども、これは社協

との関係はどういうふうになっているか、ちょっ

とお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 今現在、健康長寿センターに

おきましては、事務室スペースにおいて、まず西

那須野保健センター、これは健康増進課所管です

けれども、そちらと、今、社会福祉協議会のほう

が一緒に使用しているという状況ですけれども、

こちらは全体の管理としてこの指定管理者の業者

にお願いをしていくということで、そういう場合、

社会福祉協議会につきましては、そこを私どもの

ほうでお貸しをしていくというような状況でござ

います。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ここで議事進行を副委員長と交代をいたします。 
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（委員長、副委員長と交代） 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 今のこのページですね、健康長寿セ

ンターについての委託なんですけれども、これは

５年間だと思うんですけれども、28年度の決算が

出ていますけれども、その中からこれは均等であ

るのか毎年変更しているのか、その辺についてお

伺いをいたします。 

○星副委員長 課長。 

○織田健康増進課長 まず、５年間で基本協定とい

うものを結びます。その金額が総額になりますの

で、５年で案分をいたしますが、端数処理の関係

で毎年同じ金額ということになりませんが、基本

的には２年目以降は同じ金額になるというふうに

想定しております。 

○星副委員長 議事進行を委員長と交代いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第２号 平成28年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （認定第２号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、市政報告書の21ページの

ところで、特定健康診査の実施状況で実施人数が

書いてございますが、特定健康診査のいわゆる受

診率というのは目標があったかと思うんですが、

受診率はどのぐらいだったんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 特定健診受診率につきまして

は、昨年度、38.7％でございました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは27年度に比較しますと上がって

いるという認識でよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 受診率で申しますと、平成27

年度が38.6％でしたので、0.1％上昇していると

いう結果でございました。 

○相馬委員 了解しました。 
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○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 委託料の中で、体力測定をやるという

ふうになっていたと思うんですが、28年度の予算

のところで。それは行ったんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 21ページの項目でご説明をい

たしますと、委託料の中に特定健診・特定保健指

導というふうな項目がございますので、この中に

位置づけをさせていただいて実施しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 予算のときに、この新規で体力測定を

やるんだという中で、１分間そこで足踏みができ

るとか、脈の差をはかるんだとか、椅子の座り立

ちがどのぐらいできるかというようなことで多分

新規で上がってきていたと思うんですが、その辺

はそれをやることによって効果も上がったんです

か、何かわかることがふえたとか。 

○佐藤委員長 はい。 

○根本健康増進係副主幹 すみません、保健師です

けれども、実際に効果が見えるかというと、数的

に出しているものはないんですけれども、実際に

参加なさっている方に聞いてみますと、自分の体

力がある程度落ちているなとか、ちょっと今回は

よくなったなとかという声は聞いております。実

際に取り組んでみようかなという声も聞いており

ますので、こちらの来た方に対しての効果という

ところはあるのかなと思っております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、要因になったその方たちがど

うにかしなきゃいけないなということへのその要

因にはなったということなんですね。 

  もう一つ、受診率が38％ぐらいだというのは、

そんなものなんだろうなとは思うんですけれども、

一応これは特定健診ということで、特別にそのど

うにかしようというな事業が続いているわけなん

ですが、本来の市が最終的に毎年どのくらいの人

に受けてもらおうかという、そういう目標という

ものに対してのこの受診率ということはどのよう

に考えているのか教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 目標受診率といたしましては、

50％を設定いたしております。過去にさかのぼっ

て受診率を見させていただいても、28年度の

38.7％が過去において一番高い受診率でございま

した。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。50で38というのは、ま

あそのくらいなのかなというふうには思います。 

  一つ、メタボだというような判定をされる方は、

全体としては上がっているんですか、下がってき

ているんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 結果としての判定についてな

んですが、やはりメタボリックシンドロームとい

うふうに判定をされている方につきましては、男

性、女性とも残念ながらふえている傾向にござい

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは国民健康保険の会計の中でやっ

ている事業で、１億円かけているわけですよね。

毎年大体このくらいかけてやっていて、これが将

来的に医療費の抑制のためということだと思うん

ですが、ここまで続けてきていて、それがつまり

費用対効果という言い方はとても適切ではないか

もしれないんですけれども、その数字的にこれ、

何かのこれ以上上のものが２つあったらメタボだ

よみたいな、非常に私からすると、人によってす

ごく違うだろうに、数字の目安だけでその判定を

するという傾向があるから、こんな余り３人に２
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人ぐらいの人は俺は関係ないとなっているんでは

ないかなというようなものがあります。私だって

危ないんです、はかれば何かそこにいっちゃうか

もしれないという。そういうことを考えますと、

ここでその１億ずつこう出していて、その目標に

達していなくて、だから医療費の抑制につながっ

ているのかどうかというところで、その決算です

ので、お聞きしたいところです。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 確かにご指摘のとおり、当然

この受診率を高めなければならないというところ

がやっぱり課題として見えてはきております。今

現在も受診勧奨といったところも実施をしており

ます。この特定健康診査につきましては、現在、

実施計画というものを定めまして、こちらで運用

しているんですけれども、今年度、次期計画を策

定するということで、改めてもう一度分析をし直

して、どういったふうにこのメタボリックシンド

ローム該当者、また非該当者に対しましても、こ

の特定健康診査の重要性も含めて呼びかけていく

というところを計画書にまとめる予定でございま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 やること自体がいいとか悪いというこ

とではなくて、やっぱりこれだけのお金を使って、

多くのちょうど働き盛りの人たちに対して、結果

を知らせて、こうしなさいよというものをやって

いるわけですので、これもその臨時の看護師さん

２人でやっているところもあるみたいなんですが、

ぜひ実のあるというか、実際にやっぱりその先の

健康につながるようなこの事業にしていただける

ように要望をいたします。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第２号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで、中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （黒磯准看護学院閉鎖後の准看護師の

今後について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

  星副委員長。 
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○星副委員長 （特定健康診査の次期実施計画策定

の方針について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （保健師の適正配置について要望） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、健康増進課の皆

さんからは何かございますか。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 特にございませんか。 

○佐藤委員長 部長。 

○塩水保健福祉部長 （保健師の適正人員数の補足

説明について） 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  それでは、ここで10分間休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 (議案第71号について説明) 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  大野委員。 

○大野委員 このヘルプカードなんですが、対象者

はどのぐらいでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 対象者につきましては、障害

者の方、あと高齢の方、あと妊娠している方など

を含めまして約3,000人ぐらいと予想してござい

ます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 3,000人ということでわかりました。

これは配付の方法などはどのようにお考えでしょ

うか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 配付につきましては、今議会

で議決をいただきましたら、すぐに印刷をしまし

て、10月に対象者の方と、あと支援をいただく方

に広報などを通じてＰＲをいたしまして、置いて

おく場所は市役所及び支所、公民館等の窓口に置

きますので、こちらにご来場いただきましてお持

ちくださいという形でお配りするのと、あともう

１点、ホームページにこの様式を載せまして、そ

こからもダウンロードをして使っていただけるよ

うな方法を考えてございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第二分科会）に切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当委員会の傍

聴希望がありましたので、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを許可いたします。 

  それでは、認定第１号 平成28年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定について議題といたし

ます。 

  執行部から説明を簡潔にお願いをいたします。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 120ページの１項１目の自殺対策強

化事業で、先ほどの説明の中で、栃木県の自殺率

が多いというお話でしたが、ここでゲートキーパ

ー養成講座ということで謝礼が出ているんですけ

れども、報償金のところで。ゲートキーパー養成

講座は、28年度は開かれたのでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ゲートキーパー養成講座につ

いてご説明いたします。 

  こちらのほうは、全２回、38人の受講生を対象

にして、カウンセラーの丸山先生という方を講師

にいたしまして、講座を行ったところでございま

す。 

  ゲートキーパーというのを簡単にご説明いたし

ますと、悩んでいる人に対して声をかけて、話を

聞いたりして、経過を見守る人と。「ゲート」と

いうのは「門」、門の見張り役ということで、主

にご家族の方が、やはり身内の方でそういう心配

な方がいるということで受講されている方が多か

ったということでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 家族の方が多かったということなん

ですが、ゲートキーパーというのは家族だけでは

なくて、多分養成講座を企業、事業所というんで

しょうか、例えば銀行だったりとか郵便局だった
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りとか、そういうところでも開催しているところ

なんかもあるんですが、那須塩原市の中では、28

年度に関してはそういった事業所の呼びかけはし

なかったんですか。 

 〔「今年度で３回目なんですけれども、１回目は

事業所と、そういったところを対象に103名」と

言う人あり〕 

○佐藤委員長 はい、田代課長。 

○田代社会福祉課長 すみません。 

  昨年度はご家族の方ということでしたが、その

前年度、前々年度については、１回だけ企業の方

を対象に開催したという経緯がございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 今後やはりゲートキーパーになる方

は多いほうがいいと思うんですけれども、今後、

もっとこの事業を広げていくような考えはありま

すか。予算の関係とかもいろいろあるとは思うん

ですけれども。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 大変重要な事業ということで

は認識してございます。当分の間は、同じような

ものは継続してやっていくということで考えてご

ざいます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ぜひ力を入れてやっていただきたい。

というのは、今、９月になると学生、小学生、中

学生、高校生のやはり自殺者も多いということが

テレビなんかでも取り上げられているんですが、

その辺、やはり学生のことは学校教育のほうとか

教育委員会のほうで対処すればいいとかという話

ではなく、やはりこういった自殺対策という部分

では子どもの命を守るということでとても大事に

なってくるのかなと思うんですけれども、そのあ

たりなんかは含めて、やはり対処をしていくべき

だと考えますが、どうでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 確かにご指摘のとおりだとい

うことで考えてございますが、今のところはそち

らの学校のほうとは連携はしていないんですが、

今後はやはりそのように連携も必要ではないかと

いうことで考えてございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、この印刷製本のとこ

ろで「こころの体温計啓発カード」とありますが、

これはホームページのほうでもこころの体温計は

出ているかと思うんですけれども、そういったこ

とも含めて、もちろん学生のほうにもアピールし

ていただければと思うんですが、このこころの体

温計ですけれども、ホームページ上で何人がやら

れたとかという統計はとっていらっしゃるんです

か。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 こころの体温計のアクセス数

につきましては、平成28年度は２万6,758件でご

ざいます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 これは年々増加傾向にあるんですか、

それとも、少なくなったんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 26年度から申し上げますと、

26年度４万4,746件、27年度５万6,869件というこ

とで、27年度に一旦上がったんですが、28年度は

大分下がってしまったという状況でございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません、ありがとうございまし

た。 

  あと、121ページの生活困窮者自立支援事業で

すが、学習支援事業の件でお聞きしたいんですけ

れども、こちらのほうも生活保護とか準要保護の

ご家庭の中学生を対象に行われているということ
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でしたが、やはりここ学習支援はとても大切なこ

とだと思っていて、でも、どうしても家庭という

よりかは本人だとは思うんですけれども、その学

習支援に参加をしない子たちもいると思うんです

よ。 

  面倒くさいとか、面倒くさいというのではない

けれども、何となくその場には行きたくないとい

う理由なんかもあると思うんですけれども、呼び

かけても参加しないご家庭または中学生に対して

のアプローチというものはされているのでしょう

か。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ＰＲはしているところなんで

すが、呼びかけて来ていない方については、申し

わけございませんが、やってはございません。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 出てくる出てこないという問題もあ

るかと思うんですが、ある程度やはりこういった

事業の、子どもの貧困ということ、生活困窮とい

うのも、大変要保護、準要保護もふえてきていま

すので、その中での学習のおくれは、やはりおく

れてしまっては大変なので、ぜひアピールのほう

をよろしくお願いします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 １つは、123ページの障害者の福祉サ

ービス費のことなんですけれども、124ページの

表の中で、毎年１億円ずつアップしていっている

ということでしたが、まず、一つ一つここの表の

中を見ると、何とかサービス、何人、幾らと書い

てありますよね。たくさんあるんですけれども。 

  例えばこの真ん中のところの訓練等給付費とい

うのは、これはどういう形でお金が行くんですか。

訓練等給付費というのは、つまり個人に１人ずつ

にそのお金が行くのか、あるいはどこかの施設に

行くのか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 訓練等給付費につきましては、

これは、例えば就労移行支援というようなものが

いっぱいありますが、こちらのほうにつきまして

は、障害者の方が仕事をしたいんだけれども、あ

る程度訓練をしないといけないということで、事

業所に行って訓練を受けて給付をするというもの

でございます。ほかも同じです。 

  事業所を使って、使った方はお金は入ってこな

いんですが、使った事業所にお金を給付というか、

そういった形で給付をされているというものでご

ざいます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ほかも同じということは、介護給付費

も同じなんですか。つまり自分がお金をもらって、

それを使って受けるんじゃなくて、その人はお金

は全然入らないで、それをやってくれている事業

者にお金が全部この金額が行っているということ

でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、ここに実利用者人数と

サービスのところに書いてあるんですが、多分重

複している人たちもいるんだと思うんですね。 

  実際のところ、この15億3,000万円ぐらいのお

金が何人ぐらいの人のところに行っているものな

んですか。人数でいくと。使っている人の人数。

重複しないで、人数。 

○佐藤委員長 はい、どうぞ。 

○関谷障害福祉係長 ざっくりで申しわけないんで

すけれども、難病の方、実際に手帳を持っていな

い方も使えるサービスもございますので、それを

含めますと約5,000人ぐらい。 
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○山本委員 5,000人。 

○関谷障害福祉係長 はい。 

  違う、500人です。サービスを使われている方

が１割ですね。10％の方が使われているので、

500人の方で使われていることになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 5,000人というのは何ですか、じゃ。 

○関谷障害福祉係長 手帳と難病のトータル…… 

○山本委員 持っている人。 

○関谷障害福祉係長 そうですね。それが5,000人。 

○山本委員 500人の方が15億余りを使っていると

いうことなのかとちょっとびっくりしたんですけ

れども、これはつまり那須塩原市に住所を持って

いる人たちのみということでよろしいんですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 毎年１億ずつふえているということは、

つまり人数がふえていっているということですか。

それとも、１人当たりが使うものがふえていると

いうことなんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 そちらにつきましては、どち

らも当てはまるのかなと。人数もふえているし、

使っている件数もふえているというのが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 障害を持っている方というのは一定量

いらっしゃるとは思うんですけれども、那須塩原

市だけがそういう方がふえているというわけでも

ないとは思うんですけれども、何かこれシステム

の中で、障害手帳とかそういう、先ほど5,000人

とおっしゃいましたけれども、そういうふうに持

っている方の中で500人の部分がちょっとずつふ

えているということなんですか。 

  人口が減っているのにそういう方がたくさんふ

えているというのは、ちょっと理解に苦しむんで

すが。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 １億円ほど毎年ふえていると

いうことにつきまして、私どもで分析している結

果につきましては、障害者の方が障害児また青年

期のころは、親御さんがいらっしゃいますので、

親の方が面倒を見ていて障害福祉サービスは使わ

ない方が結構いらっしゃいますが、高齢化社会に

なってきまして、親の方も子どもさんの面倒を見

るのが大変になってきていると。それで、今度は

自分で面倒を見られないのでサービスを使うかと

いうような傾向が年々大きくなってきているのが、

予算がふえてきている大きな要因かということで

分析しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それはちょっと……、わかりました。 

  それで、そういたしますと、この那須塩原市の

人口の中の割合からいくと、これは別に特に那須

塩原市だけが突出して多いというわけではなくて、

近隣と同じような割合なんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のような認識でござい

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そこのところは了解しました。何かち

ょっとびっくりしたところです。 

  次に、その下のところの124ページの自立支援

の医療費の話なんですが、前の委員会のときには

人工透析１人700万ぐらいかかっていてというよ

うなお話を聞いていたんですが、これざっくりと

人工透析の方に、今は全額負担だと思うので、幾

らかかっていて、何人の方が透析をしていらっし

ゃるのか教えてください。 

○佐藤委員長 田代課長。 
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○田代社会福祉課長 すみません、ちょっと詳細な

数字を持っていませんので、後でご報告申し上げ

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この人工透析になるかどうかというの

も、先ほどのところの健康増進課じゃないですけ

れども、健康の結果ですよね。健康がうまくいか

なくて透析になると思うんですが、その辺でふえ

ているのか減っているのかちょっとお尋ねしたか

ったので、じゃ、それは後で教えてください。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 １つは、117ページ中間の戦没者遺族

の援護事業は、これ例年どおりということだった

んですけれども、大分少なくなっているように思

ったんですけれども、あれかな、これは…… 

〔「21万9,000円」と言う人あり〕 

○金子委員 21万9,000円。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○金子委員 これは少なくなっているということ。 

  あれ、だけれども…… 

○佐藤委員長 はい、金子委員。 

○金子委員 ということは、これ、戦没者慰霊がも

しかしたら中止になったり何とか、そういうあれ

かな、そういうことなの。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 戦没者遺族等援護事業につき

ましては、例年30万円ほどの予算でありまして、

主な内容というのは、毎年10月に戦没者慰霊祭と

いうものを開催いたしまして、大きく予算がかか

るのが、そこに献花いたします花、花代がほとん

どでございまして、例年とそれほどは変わってご

ざいません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 予算では42万ぐらいだったと思うんだ

よね。 

  だけれども……ちょっと待ってよ。今、こっち

から予算のあれをちょっと聞いているんだ。 

〔「食糧費で11万7,000円があるんですけ

れども、それも含めてですね」と言う人

あり〕 

○金子委員 そのことで、もうちょっと聞いて。す

みません。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおり、予算は41万

9,000円ということでございます。 

  決算額との差につきましては、食糧費というこ

とで、お弁当を従来出していたかと思うんですが、

まずそれを出していないという、はい。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これは西那須野でやっている大山の戦

没慰霊は入っていないんですか、これには。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 大山のほうのは入っていませ

んで、開催は黒磯と西那須野交互でやってござい

まして、ことしは西那須野、去年は黒磯の文化会

館で開催しておりました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると、大山のはどこでやるの。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 申しわけございません。そち

らの大山でやっているものは、西那須野支所の遺

族会でやっておりまして、予算はこちらとは…… 

○金子委員 関係ないの。 

○田代社会福祉課長 はい。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 はい、了解です。 

  それで、118ページの那須塩原市社会福祉協議
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会運営費というのが１億4,800あるんですけれど

も、これで例えば心の里とか福祉作業所とか、そ

ういうところの費用とかそういうのはこれの中に

含まれるんですか。それとも、これはまた別なん

ですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 結果から申し上げますと、心

の里とかは含まれておりません。 

  こちらの運営費につきましては、法人運営にか

かわるいわゆる総務関係の職員の費用、そちらの

人件費が中心になってきてございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それでわかりました。 

  それと、先ほど聞いたページ121の生活困窮者

自立支援のほうの学習支援の中学生に教えるとい

う、これ、どういう形でどういう人に対してやっ

ているか、そしてそういう人はどういうことで指

定というか指名というか、どんな形で現状はやっ

ているのか、ちょっと教えてもらいたい。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 学習支援につきましては、実

施体制は週２日、市内の10カ所の公民館で夜７時

から９時まで行っております。 

  支援員といたしましては、学校の先生のＯＢま

たは大学生が講師ということでついておりまして、

学習体制につきましては自主学習、自分で勉強し

たいものを自分でその場で勉強して、わからない

ものをその場にいる先生に聞いて教わるというこ

とで、対象は先ほど申し上げましたように生活保

護受給者か準要保護の方ということで、そういっ

た方にＰＲをしまして、受けますかということで

希望者を募って実施しているというのが主な内容

でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると、その先生方に対する時給

幾らとかという、そういう支援の仕方ですね。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 こちらにつきましては、昨年

度はちょっと複雑なんですが、ちょっと市政報告

書のほうをごらんになっていただくと、賃金、学

習支援員28名ということで530万円ほど計上にな

ってございますが、昨年度は直営方式と委託方式

というもので、どこの公民館は直営方式で、どこ

の公民館はＮＰＯ法人みたいなところに委託をし

ましてやりまして、半分の直営が賃金、委託した

ものが委託料のほうに学習支援事業ということで

やはりこちらにも500万ほどの計上がされており

まして、学習支援員の賃金のほうについては、時

給が1,500円ということでお支払いしているもの

でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 時給1,500円。はい、了解です。 

  それともう一つは、122ページです。 

  障害者福祉事務推進費の中で、障害者の真ん中

ぐらいで、１つは栃木県障害者スポーツ大会用バ

スということで、これは県のほうの大会なんだろ

うと思うんですけれども、これに行っているとい

うことですね。 

  その下側に那須地区障害者スポーツレクリエー

ション大会、それから那須地区ふれあいスポーツ

大会、これはどこでやったんでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 こちらの２つの事業につきま

しては、那須町、大田原市、那須塩原市、３つの

市町で合同で開催しているものでございまして、

一番上の那須地区障害者（児）スポーツレクリエ

ーション大会につきましては、大田原市が主催に

なりまして、県の県北体育館で行っているもので

ございます。下の那須地区ふれあいスポーツ大会

については、那須町が主幹の自治体になってござ
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いまして、那須町の体育館で行っているものでご

ざいます。それに対する負担金でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これらについては、障害者のスポーツ

大会だから障害者の集まりなんでしょうけれども、

一般市民もこれ、動員というのは余りないんです

か。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 一般市民の動員というか、参

加者…… 

○金子委員 応援とか何か。 

○田代社会福祉課長 応援ということでございます

か。 

  那須地区のふれあいスポーツ大会につきまして

は、こちらのほうは児童が中心でございますので、

ご家族の方なんかの応援なんかはございますが、

大田原市のスポーツレクリエーション大会は大人

のほうが多いものですから、あちらのほうはほと

んど見かけなかったかなというふうに覚えていま

す。 

○金子委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 すみません、さっきの続きなんですけ

れども、123ページの障害者福祉サービス費とい

うのは全国一律だということでおっしゃったんで

すが、125ページの地域生活支援事業というのは、

地域に合わせた事業、メニューということで、つ

まり那須塩原市がこういうものを選んだというこ

とだと思うんですけれども、こちらの地域生活支

援事業の中でやっていることは、施設に何かを頼

んでいるということなんですか。これ、やってい

ることは。地域生活支援事業で行っている障害者

に対する施策というのは、実際のところはどうい

うことをやっているんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 私どものほうでは、地域生活

支援事業といたしまして、おおむね国のほうでは

11事業上げているんですが、10選んでやっており

まして、代表的なものは地域活動支援センター事

業ということで、具体的には、ふれあいの森とい

うのがハロープラザの上にあり、重度の障害者の

方が通所して、そこで創作活動などを行っている

ような活動が代表的な活動でございまして、その

ほかは、訪問入浴サービスとか自動車回収事業と

か意思疎通事業、成年後見人利用支援事業とか、

おおむね９個ぐらいの事業をやっているというこ

とでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、地域に合わせた事業と

いっても、ほとんどのことを取り入れて実情に合

わせてやっているという理解でいいですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおりです。 

○山本委員 わかりました、はい。 

  あともう一つ、すみません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう一つ、戻って、国が全国一律でや

っている、先ほどここに書いてある給付費は全部

施設に行くというふうにおっしゃったんですが、

市内に施設は幾つあるんですか。お金を出してい

る施設は。そこに書いてあるんですか、後でそれ、

いただいて。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 数でいきますと…… 

○山本委員 膨大な量なんですね。わかりました。

後でいいです。わかりました。了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの戦没者遺族等の支援金の中で、
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予算上、お弁当代が11万7,000円あったというこ

とだったんですが、それがことしは実際にはなく

なったということだったんですが、誰用のお弁当

で、なくなった理由についてはお伺いできますか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 予算上の11万7,000円のお弁

当につきましては、来場者にお出しするものであ

りましたが、開催の時間を午後からということで

工夫をいたしまして、予算の節約ということで実

施いたしました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 121ページの臨時福祉給付金の交付金

のところで、何人分、何人分、何人分というふう

にございますが、これは対象者に対する交付は、

市内ほぼ対象者には全員行っているという解釈で

よろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 結論から申し上げますと、全

員には行ってございません。交付しなかった方も

何割かいらっしゃいます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、交付しているのは何割ぐ

らいなんでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 正確な数字はちょっとあれな

んですが、約７割８割ぐらいだったかと記憶して

ございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すると、残り２割か３割の方の交付さ

れていない理由は、ただ単に本人が申請されてい

ないのか、もし本人が申請されていないとすれば、

理由はある程度わかっていらっしゃるのか、その

後、市では何回ぐらいそういったアプローチをし

たのかお伺いできればと思います。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 そちらにつきましては、申請

しなかった方については、お年寄りの方が多かっ

たので、これは推測なんですが、文書を読んでい

ないというような方もいらっしゃったのかなと。

あとは、入院していたりとかそういった方で、文

書を読む機会がなかったのかなということで推測

はしてございます。 

  そういった方に催促というのはしてございませ

ん。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは国の100％補助金ということな

んですが、例えば民生委員さんがそういった内容

を理解するとか、理解というか把握するという、

そういうことはないんでしょうか。 

  お年寄りの世帯だけで、家族がそれがわからな

ければ、もうずっとわからないという状態になっ

てしまうので、国から全額こういうふうに出てい

るものを、ただ単に申請がされていないというだ

けで、受け取った人と、２割から３割の人は受け

取らなかったという、物すごく不公平さを感じる

んですが、それについては課長はどういうふうな

見解をお持ちでしょうか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 ご指摘のとおり、申請されな

かった方についてはどういうふうに考えているの

かなということでございますが、民生委員さんに

つきましては、こういう制度が始まりましたので、

ただ非課税かどうかというのは民生委員さんも個

人情報なのでわからないんですけれども、お年寄

りのところに訪問した際には、こういう通知が来

ていたら早く出しなというのをアドバイスしてく

ださいということで、言ってくださいということ

では民生委員さんには周知したところなんですが、

残念ながら皆さんに行き渡らなかったところがあ

るようで、このような結果になってしまったのか
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なということで考えております。 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで昼食のた

め、休憩いたします。 

  なお、午後１時から再開いたします。 

 

休憩 午後 零時１５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、社会福祉課長より発言があります。 

  田代課長。 

○田代社会福祉課長 先ほどのご質問の中で答えら

れなかったものがありますので、答えさせていた

だきたいと思います。 

  まず初めに、山本議員さんからありました透析

患者の数につきましては、平成27年199人、28年

175人ということで、24人減ってございます。 

  それと、２点目といたしまして、山本議員さん

へのお答えの中で、福祉サービス費のお答えのほ

うで全額市からの支給ということでお話ししたと

ころなんですが、全額支給のほうは自立支援医療

のほうでございまして、福祉サービス費につきま

しては所得に応じて自己負担がある方もいらっし

ゃいます。訂正させていただきます。 

  次に、福祉サービス費の事業者の数ということ

なんですが、上のほうから順々に申し上げさせて

いただきます。８、３、３、８、８、６、０、１、

０、０、２、６、０、３、８、13、４、10、下の

小さい表にいきまして、３、８、10。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 訓練費給付費の宿泊型自立訓練は、こ

れはゼロで、１ということは。これは…… 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 これ、市内の事業者というこ

とでございますので、市内の。 

○山本委員 市内なんですね。 

○田代社会福祉課長 はい。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 もう１点、相馬議員さんにお

答えしました給付金の受給割合、正確な数字が入

りましたので、早速説明をさせていただきます。 

  次のページをちょっとごらんになってください。 

  121ページ、上のほうから、臨時福祉給付金の

ほうから順々に説明をさせていただきます。こち

らのパーセンテージが69％、障害遺族基礎年金に

ついては79.2％、臨時福祉給付金（経済対策分）

につきましては78.9％、次のページにいきまして、

122ページの上から４段目、年金生活者等支援臨

時福祉給付金につきましては87.9％。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 122ページの障害者福祉事務推進費の

下のほうにある福祉タクシー券の利用代金のこと

なんですけれども、これは、福祉タクシーをやっ

ている事業者というのはどのくらいあるんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 122ページ…… 

○山本委員 はい。扶助費。障害者福祉の下のほう

に福祉タクシー券の利用代金が3,231万という部

分のところの、タクシー券の交付件数は1,707件

ということなんですが、これを使える福祉タクシ

ーをやっている事業所はどのぐらいあるんですか、

市内に。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 すみません、正確な数字はち

ょっと捉えていないんですが、市内のタクシー事
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業所、約10カ所ぐらいだったかと思うんですが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 タクシー券は高齢者のタクシー券もあ

るんですが、この福祉タクシー券がすごく使いや

すいということで、よく福祉タクシーと、こうい

うのを見るんですが、これ、どんな形で配付をし

ているんですか。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 やはり高齢者の福祉タクシー

券と同じに、券を交付いたしまして、１カ月

2,900円、12カ月分ということで、１年間で３万

4,800円分ずつの券を交付してございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 金券を発券しているということ、１つ

何百円とかというのを自由に使っていいよという

形なんですよね。 

○佐藤委員長 田代課長。 

○田代社会福祉課長 高齢者福祉タクシー券と同じ

ように、高齢者のは500円でしたが、100円券と

500円券ということで交付してございます。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決をいたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （民生委員の配置状況及び欠員地区

の対応について）（精神相談支援事業の内容につ

いて）（公共施設への磁器ループ設置について）

（生活保護受給者の健康対策の取り組みについて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （障害福祉費の予算編成の考え方につ

いて） 

○佐藤委員長 ほかに、どちらかさんから何かござ

いますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （生活保護世帯数に対するケースワー

カーの適正配置数について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆様からございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の皆さんから

何かございますか。 
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  田代課長。 

○田代社会福祉課長 特にございません。 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○板橋高齢福祉課長 (議案第71号について説明) 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のと決することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎第７４号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、議案第74号 平成29年度那須

塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  課長。 

○板橋高齢福祉課長 （議案第74号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 
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○相馬委員 16ページの基金の積立金ですが、１億

9,957万6,000円というふうなことと、その前に歳

入で繰入金が５億5,126万1,000円とかとあるんで

すが、これ積立金をこの金額にするための何か決

まりが、割合の決まりとか、そういったものは介

護保険特別会計の中にはあるものなのでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○板橋高齢福祉課長 実をいいますと、積立金の規

定というようなことにつきまして、繰越金がござ

いまして、そのうちのどれぐらいを積立金にして

いくかということにつきましては、今までは特に

決まり等そういったものがございませんでした。

ただ、28年度につきましては、繰越金が今回２億

弱積み立てをしておりますけれども、それをもし

しない場合には、繰越金が今まで大体６億ぐらい

なんですけれども、そうすると８億ぐらいになっ

てしまうと。そうなってしまいますと、やはり繰

越金、それから積立金、そのバランスを考えた場

合、繰越金が多くなると。そういったことを考慮

いたしまして、28年度分につきましては、先ほど

言った必要な県・国に返すお金、それから一般会

計に戻すお金、必要経費を差し引いた、そこの残

り分を積み立てをさせていただいたと、そういっ

たことでございます。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第74号 平成29年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、決算審査特別委員会（第二分科会）

へ切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （認定第１号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 129ページの敬老事業ということで、

私もこの間敬老会に呼ばれたんですが、敬老記念

品商品券という内容は教えていただけますか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 
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○板橋高齢福祉課長 少々お待ちください、申しわ

けございません。 

  敬老記念品でございます。１人頭2,000円分の

商品券、こちらを給付するということでございま

して、平成28年度につきましては、黒磯と塩原地

区につきましては、これは共通商品券ということ

で契約者が市の那須塩原市商工会。西那須野地区

の商品券、契約者が西那須野商業振興協同組合と

いうことでございまして、記念品、実績で申し上

げますと、平成28年度、これは１枚商品券500円

券なんですけれども、利用枚数は３万8,226枚と

いうことで、３万8,226枚掛けることの500円、合

計しまして1,911万3,000円、こちらのほうを記念

品として配付をした、そういったところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 私もその券は大体想像がつくんですが、

配付して、恐らく消費期限か何かあったと思うん

です。それで使わなくなった、実際もらっていた

のに、例えば期限が８月31日までで実際未使用に

なっちゃった部分が多分かなりあると思うんです

が、その辺は幾らぐらいかわかりますか。 

○板橋高齢福祉課長 まず、そちらのほうにつきま

しては、西那須野地区については特に期限という

のがないものですから、対象になるのが黒磯、塩

原地区のほうになってくるのかと、そのように考

えております。 

  商工会のほうにもいろいろ確認等はしていると

ころではございますが、歴代ずっとなかなか商工

会のほうでもそちらの未使用の部分のところにつ

いて正式に幾らと、そういったところについてま

では……。 

〔発言する人あり〕 

○板橋高齢福祉課長 失礼いたしました。28年度分

ということでよろしいでしょうか。 

  28年度分につきましては、まず先ほど言いまし

た交付件数掛ける2,000円ということで、こちら

から使用した金額、それを差し引きまして、未使

用の金額、これが142万7,000円ということでなっ

てございます。使用率が89.3％ということでござ

います。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その142万、せっかくいただいたのに

使わないということをよく、多々聞くので、商工

会のほうでも。そういったもので何か改善策とか

あれば。せっかくいただいたものなので。今後そ

ういった対応策みたいのがあるかどうか、いかが

でしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そちらにつきましては、そう

いった商工会のほうといろいろとどんな方法でこ

の商品券、有効に使い勝手がよいような形ででき

るかと、そういったことをちょっと協議させてい

ただいておりまして、具体的にはこれからちょっ

とそこら辺も詰めていきたいと、そのように考え

ている次第でございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 128ページの１番上、シニアサポータ

ー養成講座ということ、謝礼ということで、これ

恐らく平成28年度の新規の事業としてシニアサポ

ーター養成講座というものをやるということにな

っていたんだろうと思うんです。決算額は１万

2,060円、予算としては４万円ということだった

んですが、その予算と決算の差額についてはご説

明いただければと思うんですけれども。 

○佐藤委員長 板橋課長。 
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○板橋高齢福祉課長 こちらにつきましては、まず

28年度、２人ほどこのシニアサポーター養成講座

というところに出席をしたところでございます。

そのときの講師の先生の謝礼金から実績を引きま

すと、その差額となってしまうということでござ

いまして、いわゆる実際の回数が少ない、当初予

定したのがシニアサポーター３人で４回というこ

とで予定をしておりましたが、実際には出席者の

シニアサポーターさんの一身上の都合によりまし

てそれが参加できなかったということをもちまし

て、それでそのような結果になってしまった、そ

ういったことでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ３名で４回の予定が２名で４回になっ

たということでよろしいわけで、要は、そうする

と１名分が減ったということですか。４万円が１

万2,000円になったんだから、３分の１になって

いるということですよね。ということは、その講

師さんに支払う謝礼が当初予定の３分の１になっ

たということは、回数も３分の１回になったとい

うことでよろしいんですか。 

○板橋高齢福祉課長 すみません、ちょっと係長の

ほうから。すみません。 

○佐藤委員長 係長。 

○村松高齢福祉係長 ちょっと補足として、先ほど

の課長の説明の補足も踏まえまして、改めてご回

答させていただきます。 

  このシニアサポーターの旅費ですが、当初４万

というのは、シニアサポーターに…… 

〔「報償」と言う人あり〕 

○村松高齢福祉係長 報償金ですね。 

  シニアサポーターについては、県のほうで委嘱

している方になります。この委嘱を受けるのには、

県のほうで開催する研修、４日間あるんですけれ

ども、そちらのほうに出席しなくてはならないと

いうことで、それらに対する報償金になります。 

  予算の中では、宇都宮までの旅費ということで、

３人で４日間を予定して４万というふうに上げて

いたんですけれども、実際のところ、平成28年度

のシニアサポーターとしては人数がまず３人予定

していたところ２人になった。研修の参加状況も、

４回出なくちゃならないところ、１人の方が２日

間、もう１人の方が３日間しか出られなかったと

いうことで予算より少なくなったということです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、これ新規事業としてシ

ニアサポーター養成講座ということであったかと

思うんですが、というか、報奨金自体が新規だっ

たということだけなんでしょうが、これで目的が

十分に達成できたというご判断なんでしょうか。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 決算質疑の中でもこのことは

質問されていましたので、私のほうでちょっとか

わって回答させてもらっていいでしょうか。 

  まず、この事業自体が28年度ではなくて平成27

年度からというのでやった事業でございます。委

員のほうで先ほど補佐が申したように、ボランテ

ィアということで一切お金が出ないということな

ので、ただ那須塩原から４回必ず受けなきゃなら

ない講座のほうを受けに行くのに、まるっきりボ

ランティアということも何だということで、謝礼

という形で幾らかお金をお出ししたいなというこ

とで予算計上し、これまで27年度から計画してい

るものでございまして、４年かけて10人、うちの

ほうで一つの圏域ごとにお１人置きたいというの

が県の方針で、10人を目指してお願いしていると

ころで、28年度まで４人がサポーターのほうにな

っていただけたというところでございます。 

  そんなところで、10人中４人、あと２年間で６

人ということであれば、ちょっとおくれているけ
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れども、まあまあなのかなというふうに、他市町

村から比べても人数は多いほうなので、まあまあ

であるかなと評価しておるものでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定するものと決しました。 

  ここで、10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０９分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第４号 平成28年度那須

塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部からの説明を簡潔にお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 （認定第４号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 56ページの２項９目認知症サポータ

ー等養成事業なんですが、この認知症サポーター

等養成講座、もう何年間かやっているんだと思う

んですけれども、28年度のその養成講座の実績を

教えてください。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 サポーターのほう養成講座の

ほうでございます。平成28年度につきましては24

回ほど開催をしておりまして、それから参加人数

が571名ということでございます。 

  ちなみに、つけ加えさせていただきますと、29

年の８月末の段階でございますが、９回ほど開催

をしておりまして、349名ほど受講をしている、

そういったところでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じページの一番上の地域住民助け合

い事業についてなんですが、社協に委託をして各

地域で広がっていることはわかるんですが、これ

実績についてはどんなふうな状況なのか、教えて

ください。 
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○板橋高齢福祉課長 助け合い事業の実績というこ

とでございます。 

  まず、28年度の実績ということでございますが、

公民館圏域ということでありまして、まず鍋掛公

民館圏域、とようら公民館圏域、西那須野公民館

圏域、ハロープラザ地区圏域ということで、その

中で実施した自治会の数、これが34カ所になって

ございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今、34カ所ということで、まだまだ多

いとは言えないとは思うんですけれども、これ実

際に社協に委託をして、先ほど支え合い推進員と

いう方を雇ってというか委託してやっているとい

うことなんですが、実際にこれをやることによっ

て、独居老人が不安なく暮らせるということが目

的だと思うんです。その辺はちゃんとされている

んですか、なっているんですか、これだけお金を

使ってやっていくことによって。ないところとの

差が出てこなければ、やっている意味がないです

よね。その辺、もう少しお話しいただければと思

いますけれども。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 まず、地域支え合い推進員さ

んの役割といたしまして、今は見守り活動をきち

んと自治会等が自主的にやっているところが34カ

所と先ほどお答えをいたしました。ただ、これか

ら先に、先ほど公民館単位で考えているというこ

と、公民館というのは公立公民館ということでご

ざいまして、全部で15カ所。 

  それで、27年度事業ということで27年度が３公

民館、28年度が４公民館で、全部で今は７公民館

に７名の地域支え合い推進員さんが配置されてお

りまして、その支え合い推進員さんは、その公民

館地区にある自治会に働きかけを直接して、そこ

の中で１から、まちの自治会自治会の特徴がござ

いますが、機運がある程度盛り上がっているとこ

ろについてはそれをうまく調整をして、サポート

をして見守り活動とかにつなげていく。また、そ

うでないところについては、その事業の趣旨、そ

ういったものを地道に説明をして、どんどんそれ

を進めていくと、そういった活動をしておりまし

て、平成29年度では、おかげさまをもちまして、

それが34カ所が43カ所ということでふえていると

いうところでございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、公民館の中にその推進員の方が

いらっしゃるんだと思うんです。 

  そもそもその地域の中には民生委員さんがいら

したり、それから自治会長さんもそうなんですけ

れども、それぞれの分野でその支え合い、この独

居老人に対してはいろいろなケアをしていたと思

うんですけれども、何年か前から地域でこういう

ことをやりなさいということで進んできて、会議

とかに出たことがあるので説明は受けているんで

すけれども、何というんでしょうか、笛は吹いて

いても、意外と地域によってはそういうものがど

んなに説明を受けても、なかなか進んでいかない

自治会もあります。現実に。その温度差があると

思うんです。 

  地域の単位、公民館としてはそれぞれある程度

大きな単位で需要があっても、その中の単位とな

ると、大きなところも小さなところも、そもそも

の住民の意識も違うので。 

  形的には数がふえて、支え合い推進員さんを置

いてお金をつけて、こうやって見ると進んでいる

ように見えるんですが、実態としてお年寄りの方

たちが、特に独居の人たちとかお年寄り同士の人

たちが本当にその地域の中で幸せに暮らしている

かという実態がなかなか見えてこないので、市の
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ほうはそれをどういうふうに捉えているかという

ことをやっぱり聞きたいんです、ぜひ。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今、委員おっしゃったとおり、

この温度差、これはどうしてもございます。 

  そうした中で、先ほど言った地域支え合い推進

員さんのほうでは、その温度差、いわゆるその地

域地域の自治会、自治会といってはあれですけれ

ども、地域地域の熟度熟度に応じて、少しでも先

ほど言った主目的である見守り、もしくは一部の

生活支援、いわゆる地域として将来的に地域とし

ては互助を中心にお互いに助け合いながら地域で

できることは地域でやっていきましょうと、そう

いったところを目指しつつ、何とかその理想に少

しでもつなげていきたいというところで鋭意邁進

しているというところで、これが一朝一夕になか

なかすぐ均一になるというところはちょっと難し

いところはあるかと思いますけれども、それにな

るべく近づけるように鋭意邁進したいと、そうい

うふうな形で考えているところでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと成果がすぐに見えるものでは

ないので、ここではお金として決算が年々ふえて

いっていると。そのふえていっているのは、そう

いう助け合い事業を実施するところがふえてきて、

公民館単位で盛り上がっているという、その成果

だというのはよくわかるんですけれども、現実に

やっぱり人がいて、そういう組織はできているけ

れども、本当にひとり暮らしの人たちが、そこに

そういうものが行き届いているかというのが実感

として余り見えないということなので、これ実際

には何を互助としてやってもらいたいと市のほう

は考えてこれをやっているんですか、改めてお聞

きしたいと思います。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 当然、先ほど言った独居老人

の見守りとかそういったこともございますが、そ

ういった限定的なものではございませんで、独居

老人の見守りもございますが、そういった老人に

対して、何というか、その自治会なり、または近

所の方なりがいろいろな声かけをすることによっ

て、どちらかというとひきこもりがちであったそ

の老人の方が少しでも外に出てくる。いわゆる高

齢者の社会参加にもつなげていきたいと、そうい

ったところの考え方もございますし、またさらに

は、そういった独居老人の方については、本当に

ちょっとしたことが困って、そのことがなかなか

という、不便でしょうがないというところもござ

いますが、そういった形で声かけ声かけをしてい

くことによって、こういうことが困っているんだ、

じゃそういうこともちょっと私がやってやるとい

うところで、そこもやっていく、いわゆる互助と

いう形で、見守りだけではなく、さまざまな形で

地域地域、地域でできることは地域でやっていく、

そういったことを腰を据えながら地道に進めてい

きたい、そういった考えでございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ以上言ってもあれなんですけれど

も、隣に困っているお年寄りの人が１人で住んで

いたら、別に地域の助け合いの組織がなくたって

手は差し伸べるというのが普通であって、例えば

うちの地域なんかは、なかなかそういうものがで

きにくいという部分があります。集まるところも

ないですし。そういうところにお金を使って、人

を、じゃ稲村公民館に１人、人がいたら何か突然

いいものができるかという、そういうものではな

いと思うんです。 

  だから、理念もわかりますし、今後も進めてい
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きたいというものはよくわかるんですけれども、

現実論として毎年こういうふうに数字が上ってき

て、数がふえていっているというものが実績かも

しれないんですけれども、魂が入っていないとい

うか、市民の人たちになかなかそういうものが伝

わっていないという現実は確かです。 

  温度差がやっぱりあるので、その辺のところを

やっぱりわかっていただいて、公民館に支え合い

推進員さんがいるから何かいいんだよでもないし、

自治会長さんとか民生委員さんと密に話をしてい

るからうまくいくということでもないので、その

辺の実情をしっかりと捉えていただいて、この事

業は進めていただいて、本当に寂しいお年寄りの

方が、何というか幸せじゃなく暮らしている状況

をなくすような施策をやっぱりとっていただきた

いと希望しまして、これでやめます。 

○塩水保健福祉部長 逆に補足説明よろしいですか。 

○佐藤委員長 塩水部長。 

○塩水保健福祉部長 すみません。ありがとうござ

います。 

  一応、この見守りの関係は、一番最初は国で安

心生活確保事業というのがあって、孤独死をなく

そうというところから大田原市さんなんかモデル

事業でやると始まったところなんですけれども、

今現在、国内では孤独死ではなくて、我が事丸ご

と共生社会ということで、地域に暮らす人たち、

お年寄りはもちろん、お年寄りでもいろんな方が

いらっしゃいますけれども、ひとり暮らしで支援

が必要な方であったり高齢者世帯の支援が必要な

方、あとは障害を持った方、妊産婦さん、あとは

お子さんとかそういった何か地域で支援が必要な

方、何らかのお手添えが必要な方たちが、でもと

いうのかな、含めてというのかな、いろんな地域

に住む方全員が住みやすい地域をつくっていきま

しょうというところに今、立っていて、うちのほ

うの高齢者のほうで始まった事業は、たまたま高

齢者のほうの介護保険事業で始まったので高齢者

がメーンで、ほかにも、課長の説明があったけれ

ども、ほかの方たちもということで始まっている

んですけれども、本当にこれはこの事業がベース

になって今後の地域づくりというところにつなが

っていくすごい重要な事業だなと私どもは捉えて

いて、それがたまたま今、その地域生活支え合い

推進員さんを公民館に配置して、もちろんその方

１人でやっているわけじゃなくて、委託している

社協の職員さんも動いていますし、地域包括支援

センターの方も動いてくれいてます、民生委員さ

んも動いてくれていますというところで、本当に

みんなで地域づくりについてかかわって進めてい

ただいて、それに対しては定例で会議をやったり

とかいろいろ努力もさせていただいています。 

  あとは、５年間かけて15カ所の公民館に推進員

さんを置きましょうというところは５年間なんで

すけれども、実際始まって、やっぱり合併して地

域の、例えば塩原はそんなことやらなくたっても

う地域の中で生きているよとか、自然にそういう

助け合いできているよとか実態がわかったりして、

そういうところも踏まえながら、実際、各地域に、

そういった何というか、地域のつながりの復活と

いうか、そういうものをやっていくのが本当に息

が長いし地域の特性もあるということで、ゆっく

り進めていくというところがあることもみんな認

識しているところで、あとは、一番期待できると

ころは東那須野公民館は、今年度８月のところだ

か何かなんですけれども、モデル地区にはなって

いなかったんですが、みずから住民の方たちが、

包括支援センターの力も大きいんですけれども、

来て、その実態を見て、周りの土地が始まったん

です。そういった波及効果も期待できるというこ

とで、こうあったらいいよねと思うところを実際
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やったところがあって、見ることによって、じゃ

うちも始めようというところが動き出していると

いうところと、あと実際始まったところでは、生

活支援、例えばよく言っているのがペットボトル

のふたがあけられないから包括に来たというよう

な事例があるんですけれども、それを普通だった

ら隣の人に頼める関係性がないのかなというとこ

ろがあって、そういうところもあるという実態も

踏まえて、そういう地域づくりというもの、それ

ができてくればいいなというところがあるという

ことで、本当に私たちは息の長い活動になるのか

なとは思っていますし、あと、そういう実態、そ

ういった生活支援も始まっている、見守りが始ま

っているというところの実例を見て波及効果が及

んでくればいいなと思っているところでございま

す。 

  すみません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 57ページの財調の基金の話なんですけ

れども、介護保険、今、５億1,920万1,000円です

か、28年度末の財調の積み立てが。これ目標とし

てどのくらいを思っているのかお聞かせください。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 今、地方財政法第７条という

のがございまして、これによりまして、まず各年

度の実質収支額、これが決算書のほうに載ってご

ざいますが、うちのほうでは約６億円が乗っかっ

ている、余っているところでございます。先ほど

の法の規定によりまして、そこの２分の１は財調

のほうに基金を積み立てなければならないと、そ

ういう法の規定がございますので、うちのほうと

しましてはそれに合うように。 

  ただ、ちょっと１億ぐらい今のところ足りない

ということがございますので、今後どのような形、

法制等になっていくのか、ちょっと財政的にも相

談をしながらこちらのほうを対応していきたい、

そういうふうに考えているところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、那須塩原市では、

今の介護保険の料金については、高過ぎるとか低

過ぎるとかということに関しては、今は適正だと

いうふうに考えているということでよろしいので

すか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 まず、保険料自体の考え方で

ございますが、これにつきましては先ほど第７期

の計画を現在つくっているということで言いまし

たけれども、今はその前の第６期の計画のときに

こちらの保険料を定めたというところでございま

す。 

  その保険料を定めたときには、具体的に言いま

すと、第６期の計画で保険料を決める際に、その

認定者数、こちらが第６期の計画期よりも実際に

はそれほど伸びることがなかった、これがまず第

１点だと。 

  それから、もう一つ、施設整備の関係になりま

すけれども、施設整備の関係で、平成27年度に広

域の特養、ちょうど北部ぐらいのほうにちょっと

計画しているところがございまして、そこのとこ

ろが整備がちょっとおくれておりまして、これが

27年度に整備するというところでありましたが、

結果的にはそれがおくれたということで、広域特

養につきましては実際31年の３月に完成予定とい

うことになっております。当然、その施設ができ

ればその給付費が伸びてくる。第６期の計画では、

それは当然28年度からそれが伸びていくというこ

とで計画をしておりましたけれども、そちらのほ

うがおくれているということで、実際にそれが反

映されなかった、そういったところがいろいろご
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ざいまして、結果的には実際の介護給付費の給付

額が思ったよりは伸びなかった。 

  ただ、６期で計画した保険料の額、こちらにつ

いては適正な積算に基づいてのものということで、

こちらの数字を載せてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今、この基金残額の推移

を見ていると、27年度末から28年度末にぐっと上

がっていますよね。57ページのところで。財調の

多くなりましたね。まだ足りないと。６億とか７

億必要だということだとすれば、まだ足りないの

かもしれないですが、ずっと24年度から27年度ま

でちょっと減っているということで、がくっとふ

えたのは今の理由なんですか。今言ったことの理

由でこれふえたということですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 28年度に…… 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 こちらにつきましては、先ほ

ど言ったということもありますけれども、具体的

に、先ほどちょっとお答えをしましたけれども、

28年度の繰越額、こちらが非常に、もしこの積み

立てをしないと８億幾らになってしまうと。これ

が全体的なバランスを考えたときに、収支バラン

スとして８億円の繰り越しというのはちょっと多

過ぎるのであろうというところがございまして、

そこで現在、積み立てられる財源、そちらのほう

をまず財調のほうに積み立てをしたと、そういっ

た次第でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 聞き方が悪いのかな。 

  じゃ、なぜたくさん余ったんですか。その要因

を。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そちらにつきましては、今ま

ではそちらのほう繰越金として計上されていたと

ころでありました。その余ったお金が繰越金とい

うことで計上されていたんですけれども、その繰

越金で計上されるのか、それを余ったお金につい

て積み立てをして、積立金として計上していくの

か、その差ということでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 もう少し、本当にそういう理由なんで

すか。説得力がないような気が。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 この特別会計、介護保険特別

会計で決算としてお金が余ってしまうというとこ

ろについて、先ほどちょっと説明をさせていただ

きましたが、やっぱり施設整備のおくれ、それか

ら認定者数の少ないところで給付費がそれほど伸

びなかったということで、当初のお金がどんどん

計画よりは余ってしまったというところがまず繰

越金が多く余ってしまった理由、これがまず第１

点でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 足りなくなるよりは余ったほうがいい

のはわかるんですけれども、これ私たちが払って

いるものですよね。別にどこかから生み出してき

たものではなく、もちろんお金はいろいろ払って

いますけれども、基本的には住民が払っているお

金でやりくりしているものであって、たくさん余

ったからいいというものではないと思っています、

まず。 

  それで、先ほど、だから財調どのくらい必要な

のと言ったら、一応６億とかという、６億、７億

と。10％だったらそのぐらいですよね。なので、

まだそこまではいっていないので、積んでいくこ

とに対してはやぶさかではないんですけれども、



－181－ 

施設をつくる予定が延びた、それは仕方がない。

給付のお金が、使うものが減ったということにつ

いていえば、人もふえなかったと。使う、要は認

定の人が減っているわけでしょう。そういうこと

からすると、だからはっきり言えば取り過ぎてい

るんじゃないの、払い過ぎているということで余

っているんではないのかと思ったんですが、そう

ではないということなんですね。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 そちらについては、先ほどの

第６期の計画の推計、そちらのほうはきちんと

推計して決めておりますので、取り過ぎていると

いうことではなくて、あくまでも実際の給付額が

先ほどの理由によってそこまでは伸びなかった。

そして、その結果、お金が余ってしまった。余っ

たところについて、これをどう処理するかという

ところについては、積立金というところに、財調

の積立基金で積み立てをしていく、そして処理を

していくという、そういった考え方になっていま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 わかりました。29年度の決算もまた来

年出てくるんだし、30年度の予算が出てきますの

で、そこの推移を見て、第７期の計画の中でまた

そういうものを加味しながらつくっていくんだと

思いますので、すみません、それは推移を見てい

きたいと思います。ありがとうございました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第４号 平成28年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、よって、認

定第４号については原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

  ここで、中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 高齢福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

  板橋課長。 

○板橋高齢福祉課長 ございません。 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 
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再開 午後 ３時１６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題とします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第71号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第72号 平成29年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第72号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  大野委員。 

○大野委員 12ページの１款５項１目賃金で、重複

医療受診の方対策ということで、話はわかるんで

すけれども、傾向として、その重複受診する方と

いうのは逆に多いんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 こちら、毎月レセプトという

のが、各医療機関から出されてきますが、こちら

をまた細かく点検したわけではないんですけれど

も、１人の方が連続して病院にかかっているよう

なことを確認した結果では、月当たりの平均で五、

六十名とかいるかなと。 

  年間通してとすると、12掛けると結構な人数い

っちゃうんですが、またそれは１人で重複してい
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る人いるんで、結果的には100人、200人単位かな

とは考えております。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 国民健康保険の特別会計は、来年度か

ら県のほうに移るということになっていて、そう

いう中で、全体としてこの整理をしたということ

であるんですけれども、助成を出して、財調とか

に積み立てているのはなぜなんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 まず、国保の会計が県のほう

に行ってしまうというのは、市のほうでももちろ

ん会計残ります。 

  県のほうに移るのは、県のほうが財政運営の頭

になるというだけで、県のほうが各市町に納付金

という形でお金を示して、それに対して、各市町

から県に納めるというか、ここの部分が大きく変

わるんですが、ほかの各費目は残る部分も結構あ

りまして、市の国保の特会も来年以降も残ってい

きますし、そのために基金等はまだこれから使う

ためにとっておくように考えます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほど、７条の何とかかんとかで、２

分の１余った分８億何千万か、この後決算で出て

きて、その半分４億何がしを積み立てていると思

うんですが、今の話だと、この調整基金は、じゃ、

そのまま那須塩原市の国保の会計に残るというこ

となんですけれども、やっぱりどこまでこれをふ

やしていって、何に使うためにふやしていくんで

すか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 財政調整基金につきましては、

平成29年は、改革が始まる前までは、基本的には

毎月、毎年の医療費が、特にいろいろインフルエ

ンザの流行とか、高額医療費とかのために各市町

で保管しておいて、いざというときのために使う

というのが今まででして、平成28年度末の段階で

は、那須塩原市としては基金15億ぐらいは残があ

ります。 

  ただ、平成29年度の予算の中で、多少取り崩し

も行いますので、数億円は残る予定でおりまして、

30年度以降の基金につきましては、今度、県のほ

うで示された納付金というのを各市町に県が示し

てくるんですが、それは30年度はまだ確定はして

いないんですけれども、多分30年から向こう二、

三年ぐらいは特に国・県の公費補助、繰り入れと

かが多目に多分入るだろうという見込みがありま

して、その段階では、その市町の持ち出しは少な

くするという話が出ています。 

  ただ、それ以降、３年後以降とかになってきま

すと、この辺は多分緩やかに市町への交付金のほ

う入るんですか、減っていくだろうという話出て

いますので、そういうときに一気に今度国民健康

保険、減税を税率改正とかでちょっと市民への負

担を一気に影響を上げないためにも、ちょっと基

金とってこないといざというときの対応ができな

いかなと。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今までもいつもいざというとき、何か

が大流行すると困るとか、インフルエンザとかい

うような答えを言って、どんどんためてきている

んですけれども、私の記憶する限り、その突然高

額医療費がぼんと上がったこともないし、インフ

ルエンザがばあっといって、お金のかかったこと

もないし、どちらかというと、医療費、意外と抑

制をしつつ、お金が足りなくないような現実だと

思うんですね。 

  単年度の予算でやっている国保について、３年

後に上がるかもしれないから、いっぱいためてお

かなきゃいけないというような考え方は、家計と
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は違うし、払う人ははっきり言って、そのときに

生きている人が払っているわけなので、何年も何

年もため込んでいったら、払えない人も今いるわ

けだし、余りにも石橋をたたき過ぎているような

国保の財政のような感じがするんですけれども、

県に移行する段階でもう少し健全な─だからた

めればいいとは違うと思うんです。私は、単年度

でやっているもの、きちんと適正なところでやっ

ていくものだと思うので、そういう考え方を踏襲

して、この後も、不確定なところがあるにもかか

わらず、一番危なっかしいというか、危険な部分

を考え過ぎて、何かため過ぎるということがどう

なのかということをとても感じるんですが、そう

いうことは考えないんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 基金についてはもちろん依存

することもあるんですが、とりあえず、まず、医

療費については那須塩原市は１年で100億近い金

額、80億、90億なんで、一月８億ぐらい出ている

んです。そのときに、やはりいざというときのた

めももちろんあるんですが、あともう１点は、基

金の最高点のところで申しますと、平成25年度の

ほうですか、22億ぐらいありまして、そのときに

26年度に若干税率見直したんですが、その後、現

在まで７億弱ぐらいの基金の取り崩しを行ってき

ました。 

  それもだんだん15億となったんですが、多分30

年のときにはその半分ぐらい以上、多分残るかな

と今、試算しておりますが、先ほども申しました

が、県のほうとの協議の中で納付金の計算をまだ、

だから３年以降先がちょっと見えないという話も

ございまして、確かに今回から３年ぐらいは多少

国の公費が入るんですが、目に見える中で、今回

の制度改革、国保は那須塩原市みたいに基金を持

って移行するところばかりじゃなくて、基金が本

当全然ないとか、逆に基金ゼロで一般会計から赤

字補塡を行っている市町もございまして、そうい

う、特に赤字繰入金をしているような市町をなく

すために今回つくってある制度でございますので、

那須塩原市としては、そういうふうにならないよ

うな形で、ちょっと、どこまで、じゃ、安泰だっ

ていうのあるんですけれども、その辺を見据えな

がら、これから今年度、来年度以降の税率改正も

ちょっと見直していきたいとは考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 課長、今のやっぱり来年から突然変わ

るでしょう。那須塩原市はずっと見ていて、順調

に健全経営をして、ため込んだんじゃなくて、し

っかりと将来。ですから、ずっと国保が上がると

いうことないですよね、ここのところ。 

  それによって今回、何か懸念されることはない

んですか、その財政で一般からやっている努力し

ていないところ。高い高いと言われるけれども、

トータル的には負担がかかっていない、そのかわ

り医療費はかかっているけれども、負担がかかっ

ていないということを引き継いできたので、今回

の制度で国が何か、今言った交付金が来るように

なるんでしょうけれども、こっちは財政がいいか

ら何だとかという、そういう差は、懸念はないで

すか、そういうの。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 そして、この基金ですけれど

も、県のほうがこの納付金を算定するに当たりま

して、各市町の所得の状況、所得ベースとかいう

んですけれども、あとは医療費、どのくらい使っ

ているのかとか。その辺は各市町の状況を見て、

納付料金を決めています。 

  那須塩原市は、特に医療費についてはまだ平均

年齢が若い分もあるのかもしれないですけれども、
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平均よりちょっと下なんですが、ただ所得ベース、

逆に若い人が多い分かもしれないですけれども、

県平均よりちょっと高目にありまして、その辺で

県のほうは納付金の計算をしてくるんですけれど

も、ただ医療費についてもこれから、若い人がな

かなか少なくて、特に60代、後期に入る手前の60

歳から74歳までの方がほとんど人数ふえてくるの

で、個々の保険者は減ってきますが、医療費は下

がらないだろうと見込まれているので、その辺ち

ょっと見据えながらになると思います。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第72号 平成29年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第72号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７３号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第73号 平成29年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （議案第73号について説明。） 

   ○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質

疑を許します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第73号 平成29年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決するべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第73号については原案のとおり可
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決すべきものと決しました。 

○佐藤委員長 続きまして、決算審査特別委員会

（第二分科会）へ切りかえて審査を行います。 

  ここで、中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （認定第１号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議はないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第２号 平成28年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （認定第２号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 保険財政共同安定化事業拠出金、20ペ

ージになりますけれども、先ほど高額医療を県内

各市町で出して調整をして30億円で、実際に支払

ってもらっているものも同じくらいだというふう

におっしゃったんですが、これ計算式があるんで

すか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 基本的には過去というか前

年、前々年度の実際に支払った分とかを見まし

て、それをならしてというのか、案分して出して

いるので、そんなに大きな差は出ないんですが、

例えばある年ある市町で、今度は流行の何か病気

とか出ちゃって高額な分が出た場合に、それを県

内のほかの各市町で負担し合おうという制度なわ

けで。 
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○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この27年度は29億7,000

万円で、補充が30億円とかとなっているんですが、

これは、じゃ、こちらで出したものが、実際に那

須塩原市が使ったものは多分こっちに入っている

んですよね。歳入は入っているんだと思うんです。

それで、次の年に調整をしてもらっているという

ことではないですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 計算方法につきましては、前

年度分を調整して翌年にという感じで、１年ずれ

てやっていますが。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、県内でプールをしていて

も、実際のところは本当に使った分だけ払ってい

るという形なんですか。お互いに互助制度ではな

くて、使ったものをまた県から戻してもらってい

るんだったら、何もここで積まなくてもいいよう

な気がするんですが、そうではないんではないで

すか。 

  私の言い方が…… 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 説明がちょっと、申しわけな

いです。 

  使ったものを戻すというよりは、その分を多少

の分、引いてもらえるんですよ、計算するときに。

通年の医療費をオーバーしている部分は、このそ

の辺なんかも差し引いた形で計算すると思うので、

特にお金を使ってしまった後で、医療費を支出し

た市町の大きな負担にならないように計算を行う

ということです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません。歳入だとどこの分になり

ますか。 

○佐藤委員長 国保課長。 

○渡辺国保年金課長 歳入につきましては、６ペー

ジをお願いいたします。こちらを比較しますと、

こっちの歳出は合計33億円なので、若干歳入のほ

うが大きい感じであります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、たまたま余り変わらな

い分で払った分が入ってくるような計算式の中で、

この差が１億ぐらいあったとしても、それが戻さ

れるとかではなくて、全体として県内でならして

使っているということでよろしいんですね。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 はい、そのとおりでございま

す。 

○山本委員 ありがとうございました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  ここで議事進行を副委員長と交代いたします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 歳出のほう、16ページです。 

  一番下の出産給付費の内訳がわかりましたら。 

○星副委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 出産給付費の内訳でございま

すが、支出額としては6,000万円出ていまして、

通常、出産につきましては、規定では40万4,000

円というのがまずありまして、そこに産婦人科と

か病院に産科補償制度とかという制度がありまし

て、そこに加入している病院とかに行って出産す

るとプラス１万6,000円があって、全部で42万円

なんです、最高限度額が。１人に対して42万円と

考える人もいるかもしれないので。要するに今の

結果に合わせれば、最高42万円で、件数としまし

ては143件分の支出となっています。 

  以上です。 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 続きまして、次ページ、内側の葬祭
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給付費なんですけれども、こちらの内訳につきま

しても同様にお願いいたします。 

○星副委員長 課長。 

○渡辺国保年金課長 こちらは１件当たり５万円と

いう定額でございまして、177件の支出となって

います。 

○星副委員長 それでは、ここで議事進行を委員長

と交代いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 16ページの高額療養費についてなんで

すが、これがおよそ10億円ぐらい見ていると思う

んですけれども、高額療養費というのは、どんな

仕組みでこれを出しているのか教えてください。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 高額とは、１人の被保険者の

方が例えば病院にかかったり入院とかして、ある

一定基準の一月当たりの医療費を超えた場合に、

その超えた分を補塡するものなんですけれども、

その金額は５段階に分かれていまして、その方の

所得とかに応じて。一番低いところでは３万円ま

での方もいるし、高いほうは20万円とかにいく場

合もあるし、そこを超えた分に対して高額療養費

を支出するものでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、たしか最初のところでは申請を

するんだと思うんですが、今、病院でずっとかか

っているときには、これはもう、一度入れるか、

その申請をしておけば、どこかの限度を超えると

自然にそれ以上は払わなくていいというふうにな

っているんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 それにつきまして、特に条件

とかも多少ありまして、もちろん滞納していると

かありますと。もちろん申請していないと、一回

一回申請してもらうようになってしまいますが、

ある申請とかがあって、その分ちゃんと登録して

おけば受けられるのは、その出た分を後で精算し

てもらえると。要するに個人負担を出さなくてい

いという仕組みになっています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、一般の療養費は84億円でしたよ

ね、普通の医療費が84億で、高額が10億というふ

うになっているということは、実際のところは結

構多いんだなと思ったんですけれども、これは

年々上昇傾向にあるものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 例年というか、過去のデータ

が余り載っていないんですけれども、特に27年、

28年あたりというのが医療費の見直しとかが行わ

れて、特に高額なお薬とかが開発されたりして、

もちろん開発されれば、それを病院で使ったりし

ますので、特に大きな病気、がんとか、そういう

ときに高額な医療費が出て、特に27年度あたりは

全国的に医療費が高くなったという話は出ていま

す。そういうときに高額医療費がやっぱり大きく

なる傾向にあると思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これ、３割負担だとすれば、その３割

の負担に対して高額になったものを払わなくてい

いということですよね。本来の医療費ではないで

すよね。それでいいんですよね。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 そうです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 歳入についてなんですけれども、１ペ

ージです。現年の分については90.95％というこ

とで、まあまあ９割の方が払っていらっしゃるん

だと思うんですが、滞繰分については払われてい
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ないですよね。それで、全体がそういうことで

70％を割っちゃっているんだと思うんですけれど

も、滞納については、もう済んでしまったことは

なかなか取れない……これ課税課。ごめんなさい。

すみません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第２号 平成28年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０６分 

 

再開 午後 ４時１５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第３号 平成28年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 （認定第３号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの説明で、26ページの雑入の部

分の広域連合職員の人件費が雑入として818万

7,678円を、一旦歳出で職員の給与として445万

5,600円と、あと一般職員手当240。この数字が合

うはずなんですか、合わなくていいんですか。 

○佐藤委員長 渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 歳入で申し上げた818万7,000

円のところと、歳出のところが一番下の退職手当

負担金というのが、こちらは採用にならなくて、

市のほうで負担するようになっていまして、給料

と職員手当と共済費、こちらを足したものなんで

すけれども、端数が若干合ってこないのですが。 

○相馬委員 わかりました。合ってこないというこ

とですね。わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないものと認め、質疑を終了

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了
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いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第３号 平成28年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで、中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、そのほか

で委員の皆さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （来年４月以降の国民健康保険税等に

ついて） 

○佐藤委員長 ほかに何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんのほうからは何

かございませんか。 

  渡辺課長。 

○渡辺国保年金課長 特にはございません。 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ４時３１分 

 

再開 午後 ４時３２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査に入ります。 

  これより、決算審査特別委員会（第二分科会）

へ切りかえて審査を行います。 

  ここで、中村監査委員の退室を許します。 

〔「傍聴を希望します」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当議員からの

傍聴希望がありましたので、委員会条例第17条及

び先例に基づき、これを許可いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いをいたします。 

  荒川課長。 

○荒川課長 （認定第１号について説明） 
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○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで、中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （自治会等の戸数の把握について） 

○佐藤委員長 そのほか、委員の皆様から何かござ

いますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （外国人への窓口対応について） 

○佐藤委員長 そのほか、皆さんのほうからある人

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 市民課の皆さんからは何かございま

すか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  これで保健福祉部の今定例会における審査は終

了となりますが、保健福祉部全体として何かござ

いますか。 

  部長。 

○塩水保健福祉部長 特にございません。 

○佐藤委員長 なければ、以上で保健福祉部の審査

を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ４時５３分 

 

再開 午後 ４時５５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで、本日予定しておりました審

査事項は終了いたしました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あす10時より

委員会を再開いたしますので、よろしくお願いい
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たします。 

  以上で、本日の福祉教育常任委員会を散会いた

します。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時５６分 
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福祉教育常任委員会・予算常任委員会（第二分科会） 

及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

平成２９年９月１３日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 佐 藤 一 則  副 委 員 長 星   宏 子  

委 員 山 形 紀 弘  委 員 相 馬   剛  

委 員 平 山   武  委 員 大 野 恭 男  

委 員 金 子 哲 也  委 員 山 本 はるひ  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

子 ど も 未 来 
部 長 

藤  田  恵  子   
子 育 て 支 援 
課 長 

高  久  幸  代   

子 育 て 支 援 
課 長 補 佐 

相  馬  智  子   
子 ど も 福 祉 
係 長 

松  本  綾  子   

給 付 係 長 伊  藤  俊  彦   総合支援係長 渋  井  尚  子   

子ども・子育 
て 総 合 
センター所長 

八 木 澤  明  美   
子ども・子育 
て総合センタ 
ー 副 所 長 

大  木  美 奈 子   

子ども・子育 
て 総 合 
センター主査 
（ 係 長 級 ） 

金  山  富 美 恵   

子ども・子育 
て 総 合 
センター主査 
（ 係 長 級 ） 

長  岡  栄  治   

保 育 課 長 江  連  宣  仁   
保育課長補佐 
兼 児 童 係 長 

齋  藤  芳  子   

保 育 係 長 本  澤  英  紀   保育係副主幹 相  馬  恭  子 

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 
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  ２．子ども未来部長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第７１号 平成２９年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 平成２８年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、会議を始めます。 

  ここで、本日傍聴希望者がいますので、議会基

本条例第７条により議会の会議は公開を原則とし

ております。当委員会の傍聴希望がありましたの

で、委員会条例第17条及び先例に基づき、これを

許可いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。 

  審査に先立ち、藤田子ども未来部長からご挨拶

をいただきます。よろしくお願いします。 

  藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査に入

ります。 

  これより予算常任委員会第二分科会に切りかえ

て審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第71号 平成29年度那須塩原市

一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をよろしくお願いいたします。 

  高久課長。 

○高久子育て支援課長 （議案第71号について説明） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山形委員。 

○山形委員 ５ページの新規のわかば保育園整備事

業ということで、耐震補強工事設計委託料、設

計・測量・管理委託料ということで240万計上し

ているんですが、この数字の算出方法というのは

どういうふうな感じで出しているかお伺いします。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 建築技師のいない部署でご

ざいますので、こういった建設に係るものにつき

ましては全て都市整備課のほうに委託をしてござ

います。その中で委託料の予定額というものをは

じいていただいたんですが、専用のソフトみたい

なものがありまして、工事費とか、そういったも

のからはじき出すというふうに聞いてございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そういうソフトを利用して240万を出

しているということで、例えばこれから耐震補強

が必要となる保育園とか公共施設は全てそのソフ

トで算出されるということでいいんですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 大変申しわけありません。 

  今後については、ちょっと私ども専門外で確か

なことは言えないんですけれども、通常こういっ

た予算要求のところに関しましては、見積もりを

とってやるとか、そういった計算の仕方があるん

ですけれども、そういったもので、計算したもの

で上げるとかいうのは出ておりまして、今回はそ

ういった計算式が、複雑な計算式があるんですが、

専用の表みたいなものがつくってありまして、そ
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れで算出していただいたというところでございま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 何点かお聞きします。 

  今、わかば保育園のをお聞きしたところですが、

32年度には将来的には２年ということも考えてや

られるという説明の中で、耐震補強は子どもたち

の安心・安全を守るために耐震をしますよという

ことなので、30年度施工されて、31年度にという

耐震が補強されたものに子どもたちが安心して入

れるというのはわかるんですが、32年度から民営

化になった場合には、その１年間の間の、設計料

が2,400万となりますと耐震工事費は結構金がか

かるということを考えますと、費用対効果は考え

てはいけないんでしょうけれども、将来この施設

は再利用で何かに使うというのであれば若干やむ

を得ないという面もあるんですが、もったいない

ということも一つ考えられるんですが、そういっ

たものに対しまして断腸の思いで決断されたと思

いますが、そういったものは考えてはみたのかど

うかちょっとお聞かせください。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 確かに委員おっしゃるとお

りなんですけれども、ただ民営化につきましては、

わかば保育園に近いところで市有地を探している

というところで、ここ数年の間に見つかる見込み

がないと。さらに、例えば、仮に見つかったとし

て、そこが使えるようになったとして、並行して

民営化のほうの協議、保護者との協議も進めてい

くとは思うんですけれども、協議が調って、それ

から事業者を募集できる段になって募集して事業

者を選んでいくまでの間には、やはり数年という

形で、少なくとも事業者を募集して選ぶまでには

１年はかかるなとは思っています。 

  ですので、まずは移転というか、移転と言って

いいのかどうかなんですけれども、建てかえをす

る土地ですね、その土地を探すのにやはり数年と

いう感じでちょっとかかってしまうのではないか

というふうに予想しているということで、32年度

にすぐに建てて、新しい園舎ができてそこにとい

うわけにはいかないというふうに考えてございま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 説明を聞いて理解をさせていただきま

した。根気が要るでしょうけれども、しっかりと

取り組んでいただきたいと思っております。 

  続きまして、次の２項３目の中で、いなむら保

育園用地を、買い戻すというんですか、今の説明

の中で6,000㎡、上の部分は稲村公民館で実際に

関東甲信越のものから市で一旦買ったものを、そ

れぞれ利用するよと買いかえていくという制度、

これは既に、全部、市ではこういう制度を使って

やっている制度なんですか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 全てやっているかどうかと

いうのはちょっと私のほうではお答えできないん

ですけれども、28年度末の土地開発基金というの

をごらんになっていただければわかりやすいかな

と思うんですが……。 

  決算書ですね、平成28年度の決算書で、271ペ

ージになります。 

  271ページの交付金のページに、一番下、(6)の

土地開発基金、決算書、271ページです。そこの

３番、基金という中の(6)土地開発基金をごらん

になっていただければと思うんですが、一番右側

に決算年度末現在高ということで、現金と土地と

いう形で載っているかと思います。その土地の

2,394万7,000円、これはお金で持っているわけで

はなく、本当に土地を基金として持っているとい
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うことですから、これを一般会計に買い戻すため

にやはりお金が必要ということになります。 

○中村委員 わかりました。 

  なかなか、同じ市の市有地であるにもかかわら

ず、その都度変えていくのかなと思ったものです

から、それは理解しました。わかりました。 

  その中で、続きましての、2,592万6,000円が保

育園の整備に補助しますよということなんですが、

これは園整備費の中のどういう部分の補助を行う

のか、ちょっと説明をお願いします。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 建設費に関しましては、ま

ず国で補助金がございます。それで、国が３分の

２の補助をいたします。さらに、そこに市が上乗

せをいたしまして、複雑な計算式にはなってしま

うんですが、最終的には４分の３、基準額という

のがありますので上限が全くないわけではないん

ですが、基準額として決めたものの４分の３まで

市が出すということになります。 

  ちなみに、国の補助でない、何ていうんですか、

工事に対しても市単で補助することになっており

まして、外構工事費であるとか整地費もある一定

基準で積算をいたしまして国の補助金とあわせて

交付するということになっていますし、本体工事

に関しましても、割り増しというか、1.2倍して

おりまして、その分を  でつけているというと

ころでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 説明よくわかりました。 

  そんな中で、この2,592万6,000円というのは全

体的な中の一部ですよというような内容だとは思

うんですが、これは、当面出すのは伐採とか伐根

とかという、そういうものでとりあえず補助して

おこうという内容のものとして捉えていいのかど

うか。それとも、これから大きく補助していく中

で、この部分は全体的なほんの一部ですよという

ものなのか、ちょっと説明お願いします。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 ちょっと私の説明も漏れて

いた部分があるんですが、国の国庫補助金で、ま

ずは基準額が上がったということで全体的にふえ

ています。その分とあわせて負担の分も若干ふえ

ていますということでの補助金補正なんですけれ

ども、この補助金に関しましては建設費を一体化

して補助するというものでございます。 

○中村委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 200ページのわかば保育園の整備のと

ころで、耐震として工事をするということは苦渋

の選択であったということはよくわかるんですけ

れども、ここまで延びてきて、このわかば保育園

を、市有地がないということなんですが、買い取

るということは考えたんでしょうか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 買い取るということも選択

肢の一つではあるということなんですけれども、

やはり、今、公共工事の整備総合計画というもの

が定められまして、なるべくそういった財産的な

ものをふやさないという考えもございますので、

必ずしも買い取ることはまずいとかまかりならん

ということではないということではありますけれ

ども、選択肢の一つとして考えているところでは

ありますが、まずは市有地で探すということが最

初の考え方です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほどの説明ですと、市有地を探して

いるけれども、数年のうちには見つからないと。

市有地を探すといっても、市有地はもうはっきり

わかっているわけで、突然どこかから市有地が湧
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き出してくるわけではないと思いますし、わかば

保育園の場合には、もう限られた場所ですので、

多分何時間もかからないうちに市有地は見つかっ

て、大きさに制限があるので、100坪の市有地で

保育園が建つわけではないので、それは一目瞭然、

何年前からでもわかっていることだと思うんです

ね。 

  片や、市有地をふやそうというような計画もほ

かの課でもなくもないのに、ずっとこの場所が、

非常に便利なんですけれども、私は、だから持っ

ている人が絶対売りたくないと言っているのかな

とかと思っているんですが、それしか考えられな

いので。なので、なぜ買わないのか、もう少しは

っきりした理由を教えてください。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 購入に関して、私どもも購

入してはどうかということで、そのシミュレーシ

ョンをして、購入した場合とかでいろんなケース

を考えていく中で、もう少し考え方に整理が必要

だということで、ちょっと今は購入のほうに進め

ないということもございました。 

  ただ、わかば保育園、市で買っている、今購入

しているという土地は、もう既に土地がそこでな

くてはだめなんだというところは買っているとい

うのは聞いています。ただ、わかば保育園に関し

ましては、移転して、わかば保育園の今の土地で

なければわかば保育園はできないというわけでは

ないというような考え方から、やはり購入の前に

建てかえる、別の土地を探すということが優先し

て。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 保育園の整備計画って、きのうきょう

出てきたものではないと思うんですね。もう、こ

こにいる議員さんの中にだって、その最初のとき

に出てきて、民営化を15園のうち７園やるという

ふうに決めたときにいた方ばかりではない、ほど

前に決めていることなのに、その説明では「えっ」

という感じがするんですが……。 

  いいです、やめておきます。すみません、お話

だけしておきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどのいなむら保育園用地の6,000

㎡の購入金額なんですが、会計上の処理というこ

となので子育て支援課ではわからないのかもしれ

ないんですが、この6,000㎡の2,394万7,000円と

いうのは土地の値段としては現時点で適当な値段

なのか、適正な値段なのか。簡単に、先ほどの土

地開発基金の中で、2,394万7,000円ですから、恐

らくもうこの土地だけなんだろうと思うんですね。

恐らく、この土地だけなんだろうと。これが、も

う一般会計にいけば、ここはゼロになるという、

そういう土地なんだろうと思うんですが、会計上

の処理上、恐らく買ったときの値段だったという

計算なんだろうと思うんですが、何年たってもこ

の金額はこの金額で一般会計で買い戻すという、

そういう会計上の処理をするということなんでし

ょうか。まあ、単純計算でいくと、平米あたり４

万円という金額なので、坪13万ぐらい。現時点で

更地がそういう金額で取引されているかという、

そういう民間的な非常に発想で大変申しわけない

んですが、その辺は庁内でどういう説明をされて

いるのかお伺いできればと思うんですが。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 この件に関しましては、土

地、市有地のほうを所管する財政課のほうの資料

ということもございまして、私どもも大変勉強不

足で申しわけないんですが、このたびいなむら保

育園の民営化が決定して移管事業者が決まったと

いうような話が庁内でわかったときに、いや、こ
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ういうのがあるんだというような話をされたとい

うのが現状でございまして、先ほど公民館の用地

がというお話をさせていただいたんですけれども、

そのほかにもこういったやり方をしていて、取得

したときの価格でもってそのところもやっている

というのが現状です。すみません。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 すみません。補足させてい

ただきますと、国のほうから、平成22年、23年で、

購入した段階の金額、そこで一部、いなむら公民

館の用地を分けたわけですね。残った分の金額が

この金額だったので、当時の金額のまま土地開発

公社が、市の中ではありますが保有していたとい

うところで、お財布が違ったという形だったので、

それを今回、市の一般会計のほうにそのまま買い

戻すという形なので、当時の価格で購入したまま

ということなので、私どものほうは適正な価格で

購入をさせていただいたということでは考えてお

ります。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ここで、議事進行を副委員長と交代いたします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 歳出のほうで、今の同ページのその

下です。3001事業、児童扶養手当についてなんで

すけれども、その内容についてお聞きしたいんで

すけれども。 

○星副委員長 課長。 

○高久子育て支援課長 内容ですけれども、児童扶

養手当なんですが、一応制度が変わりまして、今

まで基本額というのがあります、子ども１人の場

合の額なんですが。それが所得によって全額支給

される場合、一部支給停止される場合というとこ

ろで、かなり幅があります。そこにプラスして、

第２子加算、第３子以降加算というのがそれぞれ

あります。その第２子加算、第３子以降加算につ

いても、所得に応じてそれぞれの額が変わってく

るわけなんですけれども、その改正がありまして、

今回、８月に支払って様子を見たところ、やはり、

年３回支払うんですけれども、ああ、すみません。

４月に払ったんですね。４月と８月と12月に払う

ということで、４月にお支払いしたときの額なん

かを見ますと、やはりその加算分の影響だろうと

思われるんですが、大分これこのままではちょっ

と足りないなというような感じになってまいりま

して、残り12月、８月のお支払いも済んではしま

ったんですけれども、９月補正で上げないと12月

分の支払いがまたちょっと足りないということで、

今回上げさせていただいております。 

  改正の内容といたしましては、２子加算、３子

以降加算の分がほぼ倍になるような改正だったも

のですから、あと、受給者それぞれ２子、３子い

るというケースもありまして、思ったより不足額

が大きくなってしまいました。 

○星副委員長 佐藤委員長。 

○佐藤委員長 そうすると、ひとり親が突然こんな

にふえたということではなくて、制度改正という

ことでご理解してよろしいんですか。 

○星副委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 そのとおりでございます。

受給者数は横ばい状態なんですね、ずっと。一般

質問のときにもお答えしましたとおり、受給戸数

は横ばいなんですけれども、この第２子、第３子

以降の加算について改正になったことによって不

足額が生じているというふうに私どもは判断して

おります。 

○星副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

します。 

（副委員長、委員長と交代） 



－200－ 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

  山本委員。 

  どのような点について行いたいか。 

○山本委員 保育園の耐震についてです。 

○佐藤委員長 ただいま山本委員より保育園の耐震

についてということで、委員間討議を行いたいと

発言がありましたので、これより委員間討議を行

うことといたします。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１１時０３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 それでは、議案第71号 平成29年度那

須塩原市一般会計補正予算（第３号）について賛

成の討論をいたします。 

  このたびの補正につきましては、わかば保育園

整備事業ということで、耐震補強の設計業務の委

託料が入っております。これにつきましては、子

どもたちのため、今通っている子どもたちの安全

を考えたときにはいたし方ない工事設計だという

ことで、進めていただきたいと思います。 

  けれども、保育園のあり方につきましては、民

営化の進め方あるいはそのときの入札のあり方、

そして、今後の那須塩原市の保育園の全体の計画

につきましては、今までよりもより慎重に、そし

て、審議あるいは議会の意見をしっかりと受けと

めていただいて、子どもたち、そして、市民の皆

さんのためによいものができるような計画を立て

ていただきますことを要望いたしまして、賛成と

いたします。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 決算審査特別委員会（第二分科会）
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へ切りかえて審査を行います。 

  ここで中村監査委員の退室を許します。 

〔中村監査委員退室〕 

○佐藤委員長 議会基本条例第７条により、議会の

会議は公開を原則としております。当委員会の傍

聴希望がありましたので、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを許可いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いをいたします。 

  高久課長。 

○高久子育て支援課長 (認定第１号について説明) 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 市政報告書137ページ、３款２項１目

の80事業、子育て応援券事業でございますが、先

ほどの説明ですが、負担金、補助金、交付金のと

ころの交付金が当初予算よりもおよそ800万円減

になっているかと思いますが、ここの理由はお伺

いできますか。 

○佐藤委員長 高久課長。 

○高久子育て支援課長 子育て応援券につきまして

は、長い人で２年間になります。生まれたときか

らその翌年度の末まで使えるという券でございま

して、交付して交付を受けたばかりの人もいれば、

２年目に当たる人もおりまして、推測ではござい

ますが、まだ期間があるということで何に使うか

考えていたりとかする人も多いのではないかとい

うふうに考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 155ページの子育て支援員、２項４

目家庭相談員費ということで、こちらの表の中で

家庭児童相談の実績が書かれておりますが、これ

は26年と27年と28年で確かに年々ふえてきていま

す。その中で、今１人増員したための増額になっ

ているという説明だったんですが、これだけの人

数の増額に対して１人の、要は相談員の増員で果

たして対応が可能だったのかどうかをお聞きした

いんですが。 

○佐藤委員長 所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 確かに、

今、星委員のご指摘のとおり、内容的に相談も複

雑になっておりますので、その辺は課内で検討し、

来年度に向けていこうというような話し合いはし

ているところでございます。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 同じくその下の段になります。子育

て相談センターの運営事業、20事業ですが、需用

費のところの食料費です。児童虐待緊急対応食料

とありますが、そこの食料、もうちょっと詳しく

お聞きしたいんですが。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 貧困家

庭、それから育児能力というものの低下によりま

して、予測をするような力がない親御さんがおり

まして、もうあしたのミルクがないというふうな

ことで相談が入ることがあるんですね。その場合、

赤ちゃんのことを考えたときに緊急に対応しなく

てはいけないということでミルク代になっており

ます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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  山本委員。 

○山本委員 156ページの一番下の要支援児童放課

後応援事業、これ今も続いているものなんですが、

本年度のこの年の金額で応援事業そのものが、何

ていうんですか、足りていたのかどうか、お伺い

します。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 金額的

に足りていたかといいますと、委託しましたＮＰ

Ｏ法人キッズシェルターからのお話ということに

なりますが、委託金に関しては十分だというふう

に、このようになっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは多分県からのモデル事業、この

28年度までやっていたと思うんですが、実際のと

ころ、これは支援をしなければいけない子どもた

ちに対して、仕事としてキッズシェルターがいろ

んな応援をしていたと考えてよろしいですか。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 ＮＰＯ

ですので、ある部分ボランティアというような部

分もあるんですが、きちっと賃金を働いている方

にはお支払いしてやっていただいております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それで地域も限られているでしょうし、

人数もこのお金だったら限られていたと思うので

すが、何かこのことを３年間やってきてというこ

とになってしまうのですが、やって、つまりやっ

たことによって、私としてはもっともっと必要な

人がいたと思うんですね、こういうこと、今まで

なかったことによって。それについての、ですか

らここで使ったお金が今後に生きているのか、あ

るいは29年度の予算が出ているのですけれども、

やったことによって市の方針が何か変わってきた

ものがあるのかということについて聞きたいので

すけれども。決算によって。 

○佐藤委員長 相馬補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 すみません、失礼いた

しました。 

  26年から始まりまして、最初は少なかったんで

すがだんだんふえてきたというのは、そういう子

どもたちを把握することがだんだんできるように

なってきた。多くの方に、こういう事業がだんだ

んわかってきて変わってきたことによって使われ

ることができるようになってきたというところが

一ついい点だと思います。それで、今後は１カ所

だったのを２カ所にふやしていくということはあ

ります。 

  それと、あとは何が必要かというのがだんだん

わかってきたということで、最初はご飯を食べさ

せるとかお風呂の用意をするとかということで、

支援だけをするこということが主流だったんです

けれども、だんだん自立が実際は必要だと、その

子たちは一生こうやって誰かに世話になって暮ら

していくわけではないので、親の世話になれない

とすれば自立していく必要があるということであ

って自立を目指すということで、自分でご飯の支

度の手伝いをするとか片づけの手伝いをするとか

ということで、自立を目指すという方向に、市と

しては考え方を少し変えているところがありま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 この一番下に利用延べ件数1,004件と

書いてあるんですが、これは実際の子どもの数は

どのくらいになるんでしょうか、教えてください。 

○佐藤委員長 相馬補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 実利用人数は、28年度

で21人の方が入れかわり立ちかわり来て、これら

の回数になるということでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 
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○山本委員 21人ということは非常に数、つまり定

数からすれば１人の子どもに対してたくさんの手

当てをしているということだと思うんですけれど

も、支援の仕方というのはお金が決まっていたり

人が決まっていたりすれば、たくさんの子どもに

ちょっとずつというのと、少しの子どもにたくさ

んというのとあると思うんですが、この要支援児

童放課後応援事業というものの目的そのものは、

子どもに対して手厚く、今、自立をと言ったんで

すが、そこまで世話をしてあげるというのか、と

いうことが目的であるということですか。 

○佐藤委員長 相馬補佐。 

○相馬子育て支援課長補佐 少ない方に手厚くとい

う、最初はそういうことで少ない人数でも手厚く

していくということがいいことかなということで

ありましたけれども、もっと必要な方がたくさん

いるとなればやはり少し薄くしても広い方に利用

していただけるという方向が正しいのではないか

というふうに今のところ市としては思っていると

ころです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 養護院なんですが、理想は必要な子ど

も達に必要なだけのものをしてあげることで自立

していくということがあるんだと思うんですが、

そもそもが要支援ということは、子どもの問題で

はなくて親の問題、家庭の問題があると思うので、

その辺のところの応援の仕方というのは子どもに

だけどうにかできるようにしてあげたって、一定

のそれが受け入れていくものがなければできない

というところがあるので、ぜひこれ大切なところ

なので、まだ始まったばかりなんですが、その辺

のところを限られた予算の中でどうやっていった

らできるだけ多くの子どもが幸せになるかという

ことを考えてやっていっていただきたいという要

望にします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 157ページの３款２項４目発達支援シ

ステム事業でございますが、平成28年度、新規の

事業だったという部分になっていると思いますが、

まず非常勤職員報酬のところに発達支援カウンセ

ラーの報酬５名というふうに載っておりますが、

恐らく予算上はもうちょっと予定していたのでは

ないかなと思うんですが、これ５名で十分だった

ということでよろしいのでしょうか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

金山と申します。 

  子ども発達支援カウンセラーですけれども、予

算上は単価が5,000円で一日５時間で月10日、そ

して２年を考えておりました。ところが、心理職

を探したんですけれども見つからず、常勤でこの

月10日でお願いもできる方が１名しか確保ができ

ませんでした。ですので、その差額分がかなり残

っております。さらに、５名のうち４名が年長児

巡回相談といいまして各幼稚園・保育園・認定こ

ども園を巡回しまして、そこで支援が必要なお子

さん、就学に関して支援が必要なお子さんを支援

していくという形で、それで32回という形で１園

ほぼ３時間という形ですので、そこに１名雇用が

できました。そして、そのほかなんですけれども、

検査をやったりという形で必要時お願いをすると

いう形で、短時間の雇用という形になりますので、

１名だけが月10日という形できちんと雇用ができ

た、そのほかは事業認定をお願いをするという形

になって、合計５名という形になっております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、実際には予定より１名少

なくなったところもあったというところなんでし

ょうが、人員的にはこの発達支援システム、この
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事業に対して人員的には現状は、平成28年度は課

題は残らなかったという判断でよろしいですか。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

実のところ、正職員で新任を希望しました。それ

はどうしてもやはり足りないです。現場に行って、

支援をしていくという形では、月10日では全然足

りません。ですので、今年度も任期付の職員も募

集させていただきましたけれども応募がないとい

う形で、人材が余り地域の中に足りないというこ

とで十分とは言えません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 同じ欄で一番下になりますが、就学相

談用発達検査用具というふうにありますが、すみ

ません、これどういった用具を頭にイメージすれ

ばよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

先ほどお話をさせていただきました、お子さんの

発達を確認するといった際に、そのお子さんの発

達が「気になります」ではまずいので、きちんと

そのお子さんの発達、情緒面であったり、情緒と

いうか言語であったり理解であったりという形で、

そのお子さんのＩＱであったりという形で、知能

のテストができるものと、あと認知行動という形

で、このお子さんの社会性であったりそういった

部分をきちんと数字的に把握できるような検査と

いうふうに考えていただければいいかと思います。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、平成28年度にこの発達

支援システムによって支援を、就労期までという

ことになっているんだろうと思うんですが、実際

には何名の方にこのシステムで支援をされたのか、

数字がわかりましたら。１回２点でしたっけ。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

発達支援システムは、保護者・看護師または14歳

以上の方の場合には原則ご本人の同意を得て開始

をするという形で、28年の２月に特別支援学級に

在籍のお子さんから説明を始めまして、29年３月

からこの同意を得始めまして、28年度の１カ月で

38人の同意を得ております。また、今年度の９月

12日現在で77名の同意を得まして、支援をしてい

るという形になっております。ですから、28年度

におきましては38名という形になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところなんですが、先ほどの非常

勤の職員のカウンセラーさんが決まらないという

ことなんですが、これは理由なんですけれども、

もうちょっと、必要なことは確かだと思うし、そ

ういう方を、ですから雇うのに適切なというんで

すかね、適切なお金を出してきちんと一日働いて

ください、そのかわり１カ月30万出しますみたい

な、そういう形で雇えば人が来るのではないかな

と思うんですが、そういうことで来ないのか、あ

るいはその仕事の内容が専門的だったりして、そ

ういう方が那須塩原市に通える範囲にいないのか

教えてください。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

発達支援システムにおける常勤特別職の心理職関

係の方なんですけれども、やはり先ほど、発達検

査がとれる方、そして子どもたちの支援ができる

方、乳幼児期ですのでやはりきちんとした母子支

援ができる方というふうに捉えた際に、もう早い

者勝ちで各市町村でもう雇用されている形なんで

すね。一応、市役所としましても任期付の雇用と

いう形で、単価5,000円ではなくきちんとした月

額のお金を得てという形で、職員と同じような待

遇で今年度募集をかけましたが、１名も来ていな
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いというような状況です。ですので、今現在やっ

ているものは宇都宮大学の先生にお願いをして

細々ながら継続しておりますけれども、適切な人

材で能力を持っている人材をいかに見つけていく

か、そしていかに雇用していくかという形は大き

な課題だと思っています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちなみに何か資格のある方なんだと思

うんですが、すみません、どんな資格の方がここ

に応募できるんですか。教えてください。 

○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

国家資格ではありませんが臨床心理士、または臨

床発達心理士という認定の資格になっております。

今現在、臨床心理士はかなりいらっしゃるんです

けれども、この乳幼児期の検査がとれる方、スク

ールカウンセラーの中には臨床心理士の方はたく

さんおります。ただ、学童期のスクールカウンセ

ラーという形と、乳幼児期の臨床心理士というの

は若干領域が違っていて専門化されているもので

すから、やはりその臨床心理士さんによって得意

な分野に分かれていくという形になっているかと

思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと全くそういう実情を知らなか

ったのでびっくりしたんですけれども、例えば、

ここには国際医療福祉大学とかそういうことに関

係しているところもあるので、例えば何か市のほ

うでそういう方がもう絶対必要だというのは今の

お答えを聞いていてわかったので、そういう資格

を持つ方を、簡単にはというのは難しいのかもし

れないのですが、何年か計画でお金を出してあげ

てそういうことを学びなさいと、例えば保育士さ

んに対してとか市の職員に対してとかというよう

なことを考えていかないと、いつまでたってもこ

こが不足して、そうするとこのいろいろな障害を

持った方もふえているみたいなので、せっかくい

いシステムをつくっても運用できないということ

になると思うのですが、何か考えていないのです

か。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 今ご提案では、市の職員で

既に保育士とか保健師の資格を持っている者が何

らかの研修を受けて認定をというお話だったんで

すけれども、それ以前に、市としてそういう方を

まず募集して採用するという形に昨年度から方針

を変えてきています。やはり専門職が必要だろう

というところで。ただ、先ほど金山のほうから申

し上げたように、そういう方はどこでも引く手あ

またというところもあるので、ただいろいろな口

コミとかそういうのも使いながら、何とか適任者

を見つけていきたいなということで考えておりま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 人材不足があるんだろうとは思うんで

すが、ぜひやはりそういう方がいないと子どもは

どんどんと大きくなってしまいますので、条件を

よくして、ほかに行く前に来ていただけるような

施策をとっていただいて、お金をいっぱい出すと

かというのも特例としてするとか、わからないで

すけれども、何か来てもらえるような施策を早急

にとっていただいて、ぜひ来年、再来年の決算の

ときには人が足りなかったということのないよう

にしていただきたいというふうに思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 今の発達支援のほうは、当然教育との

連携というのはとっているわけですよね。つなが

っていくというか、その辺はどういうふうなあれ

になっているのですかね。 
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○佐藤委員長 金山係長。 

○金山子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

乳幼児期から就労までですので、もちろん保育園

から小学校、小学校から中学校、中学校から高校

というふうに、構成が変わった場合には連携支援

会議という形で関係者が集まりまして、機械に入

っている情報を渡すだけではなく、人から人へ、

きちんと情報を渡していくというような流れにな

っております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 はい、安心しました。 

  その下の母子生活支援施設措置費ということで、

この施設入所ということ、母子生活自立支援施設

入所、これの施設はどこになるんでしょうか。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級）

 こちらは28年度に入ったんですけれども、他県

にある施設に入所いただきました。理由としてな

んですけれども、ＤＶを受けて、自立をするため

に生活をしていただいているということで、近隣

ではやはり見つかる可能性があるということで遠

方ということで選定をしたものです。 

  以上です。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 ちょっと補足をさせていた

だきます。 

  地域的なものはできれば申し上げたくないとい

う話をしているところで、いろいろな事情で、そ

のほかの自立していける場所、日本全国いろいろ

なところで担当としましては探し出しまして、そ

こにいわゆる移転させる、移動させるということ

で、また金額的なものは市が保障いたしますので、

支援をさせていただいているというところです。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そういうことですか。ＤＶがあるとち

ょっと思わなかったものだから。 

  それで、当然これは県とかそれから例えば民間

ではウイメンズハウスとか、そういうところとの

関係とかそういうのも当然ですよね。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

もちろんそうですね。県の施設の事務相談員の方

もいらっしゃいまして、そこで協議をした中でそ

の人にとってやはり安全で自立できるところとい

うのを選定しております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 いいです。よく了解しました。 

  その前のページの真ん中、子育て短期支援事業

の中で、扶助費的委託料として子育て短期支援事

業業務、ＮＰＯキッズシェルターとそれからこひ

つじと、それから養徳園というあれになっていま

すけれども、これはどのような事業業務で、そし

て多分ショートステイとかそういうのが多分入っ

ているんだと思うんですが、その辺のところの事

情と人数なんかを聞かせていただければと思いま

すけれども。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 金子委

員がおっしゃっているショートステイという形の

ものなんですね。 

○金子委員 いやいや別に、私は予想でただショー

トステイと言っただけであって、別にどういうの

かその状況を知らせていただきたい。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 急にお

母さんが病気になったとか、あとは急遽、冠婚葬

祭が入ってどうしてもというときも使えますが、

あとは今多いのが育児疲れです。核家族がふえて、

子どもを育てることがちょっとつらいので預かっ

てほしいというようなときに緊急に対応しており

ます。詳しい内容については、ちょっとお話しす
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ることができないのですけれども。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そして、この３カ所に割り当ててやっ

てもらうという形になっているわけですね。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 確かに

それぞれの施設の利用に違いがありますので、幼

児・学童期ということで、お子さんの年齢に合わ

せて私どものほうで保護者の方とお話をして、こ

の施設がいいのではないかということで同意を得

ての利用となっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると養徳園なんていうと相当遠

いところですけれども、それでも緊急時に用が足

りるのですかね。 

○佐藤委員長 八木澤所長。 

○八木澤子ども・子育て総合センター所長 養徳園

のちゅうりっぷというところに預けているんです

が、こちらはかなり専門的なスキルのある職員の

方が多いので、例えば預けるお子さんの中には発

達障害のお子さんもおりまして、その子たちをき

ちんと見守っていただけるというようなところで

は養徳園かちゅうりっぷを考えております。送迎

もしてくれますので、その辺は免許のない方でも

大丈夫だというふうに考えております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 了解です。 

  135ページの一番下の欄、子ども発達支援事業

の中で子ども・子育て会議委員ということで21人

というのが出ていますけれども、これについてち

ょっと中身を説明してもらいたいと思います。 

○佐藤委員長 係長。 

○松本子ども福祉係長 松本と申します。 

  子ども・子育て会議の委員さんの内訳なんです

が、まずは幼稚園、それから保育園などの保護者

の方、それからあと商工会の事業者の方、それか

ら事業者ということで保育園長先生や幼稚園の園

長先生、それから学童クラブの代表の方、それか

ら学識経験者ということで大学のほうの准教授、

そういった方がメンバーとなっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 メンバーのほうは大体分かるんですけ

れども、どういうことを目標にこの会議をしてい

くかという、そういう目的というかその辺のとこ

ろを簡単に。 

○佐藤委員長 係長。 

○松本子ども福祉係長 市のほうで子ども・子育て

未来プランという計画のほうを策定しまして、市

の子育て支援に関する施策のほうを推進しており

ます。そういった事業の進捗状況に対してや、あ

とはどういう部分で子育て施策が足りないかとい

うところで意見のほうをいただいております。 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで昼食のた

め休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  委員の皆さんのほうから質疑ございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 さっきの残りで、１つだけ。 

  158ページ、母子福祉対策費、これはあれだよ

ね、大丈夫。 

〔「大丈夫」と言う人あり〕 

○金子委員 一番下のほうの補助金の那須塩原市女

性保護団体運営費というのが、これがどういうあ

れだかちょっと教えてください。 
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○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

こちらの補助金30万円なんですけれども、ウイメ

ンズとちぎのほうに出しているものでございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ああ、そうか、やはり。 

  その上のほうで、配偶者のからの暴力防止基本

企画策定ということであれしていますけれども、

これの結果、何か那須塩原市もそれに大分力を入

れてということを聞いているんだけれども、これ

でそういう方向にまとまってきているんですか、 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

こちら第２次配偶者からの暴力防止ということで、

こちらの計画を策定するためにお集まりいただい

たものということで、今年度から新たにまた始ま

って、なくしていこうといったことでまとまった

ものです。 

○金子委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 先ほどと同じ場所なんですが、母子

福祉対策費の中で当初予算には、新規でＤＶ被害

者緊急避難場所確保事業宿泊費10万4,000円と計

上されていたのですが、それは執行されなかった

理由を教えて下さい。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

こちら新規で載せたものの該当者がいなかったか

ら執行がなかったということですけれども、ほと

んどの方は県の一時保護所のほうにいていただい

ためにこちらの予算は使わずに済んだということ

になります。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、その前ページの157

ページの母子生活支援員の、先ほど28年度は１組

利用があったということでしたが、こちらのその

ＤＶ被害者緊急避難場所とは違う対処方法という

か、内容的には似たような内容ではないかなと思

うんですけれども、それがちょっと項目が別にな

っているのは別事業、もちろん項目は別事業には

なっているのですが、どういった違いがあるのか

教えてください。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

先ほど新規で載せた一時的なほうというのは、県

の一時保護所に、どうしてもちょっと利用にそぐ

わない方を緊急的に短期間保護するために利用す

るものでして、こちらの母子生活のほうは、その

お母さんが新たな生活を営むための施設というこ

とで、ちょっと役割としては別になっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 もう一つ、やはり当初予算にＤＶ被

害者支援団体、負担金で30万円計上してあったん

ですが、こちらのほうはもう決算のほうにないけ

れども、やはり執行がなかったということでしょ

うか。ウイメンズのやつです。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査（係長級） 

ですね、ごめんなさい。そうですね、名称が、執

行自体は同じものになるんですけれども、すみま

せん、名称がちょっと違っているということです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほどの金子委員が158ページの補助

金で那須塩原市女性保護団体運営費というのがウ

イメンズとちぎと言ったんですが、私は那須塩原

市女性保護団体だから違う団体だと思ったんです

ね。 

  この予算のほうの70ページには、ＤＶ被害者支
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援団体の30万で、私もこれ、何か変じゃないです

か。だって、市の女性保護団体だから、無理です

ね、ウイメンズハウスとちぎは。何か無理じゃ

…… 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡子ども・子育て総合センター主査 確認させ

ていただいて、また後に回答させていただければ

と思います。 

○佐藤委員長 課長。 

○高久子育て支援課長 今の部分に関して。 

  これ、実は那須塩原市の補助金の名称かと思わ

れます。なので、那須塩原市の団体ではないんで

すが、ちょっと書き方としては悪かったかなとい

うふうに思っております。申しわけありません。 

○山本委員 いえいえ、おかしいなと、さっき金子

さんと言っていた。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 175ページの子ども医療費助成事業な

んですが、先ほど最初の説明で、対象者がふえた、

及び補助する金額がふえたためにふえましたとい

う説明だったと思うんですが、ここの下のところ

に、子ども医療費助成の状況というふうに書いて

ありまして、ゼロ歳、未就学児、小学生、中学生

から18歳となっているんですが、このふえたとい

うのは、これ、全体的にふえたというふうに思え

ばいいのか、それともこの３段階の中でどこが特

別ふえているというのがありますか。 

○佐藤委員長 はい、どうぞ。 

○伊藤給付係長 給付係長の伊藤と申します。 

  こちらの対象者というところで言いますと、中

学１年生から18歳までの人数というところで、27

年度の実績数と比べますとある程度の伸びがあり

ましたので、こちらが主な要因だというふうに考

えます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、今7,673人というふうになって

いますが、27年度のことを、何人だったというこ

とでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○伊藤給付係長 昨年度、27年度ですと6,134人と

なっています。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今度中学１年生から15歳までの人数が

ふえているということの要因というか、原因はあ

る程度分析とかはされているものなんでしょうか。

そこまではしていない。 

○佐藤委員長 伊藤係長。 

○伊藤給付係長 基本的には登録者数というところ

では確認は、数字は今申し上げたとおりなんです

が、主な要因として何かという具体的なところま

では、まだ正直な話つかんでおりません。 

  ただ、平成25年度ですとか、そういったところ

で制度のほうを拡大をして、18歳まで対象年に上

げたというところの影響がここ数年来続いており

ますので、そのあたりがちょっとした要因なのか

なというふうに考えております。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 補足させていただくと、こ

の制度を開始したときには、まず、登録をして、

助成申請をして助成を受けるというものだったん

ですが、やはりブランクなしに小学生のときから

そのまま医療費助成制度を利用していただいた

方々が、今度中学生になる、高校生になるという

ことで、登録自体が登録漏れがなくなってきたと

いうのも要因の１つかなとは考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今後まだ伸びる可能性があるというふ

うに判断してよろしいですか、29年度、30年度。 
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○佐藤委員長 伊藤係長。 

○伊藤給付係長 拡大後に、平成25年、こちらから、

当時小学生だったものを中学生以上18歳に拡大い

たしましたので、その影響が出るのがおおむね６

年間程度ということで、25年度から６年たって、

今29年度ですけれども、あと一、二年程度でそれ

らの影響はなくなってくるものというふうに考え

ております。 

○相馬委員 よろしいです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について、討議すべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで中村委員の入室を許します。 

〔中村委員 入室〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆様から何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （自立支援教育訓練の内容について、

児童手当の現況届の案内通知について、発達支援

システム事業について、プール事故検証委員会の

検証結果について） 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野委員 （児童扶養手当等について） 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 （発達障害の児童数について） 

○佐藤委員長 そのほか委員の方からございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の皆さんか

らは何かございますか。 

  藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 （保育園整備計画について） 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

 

再開 午後 １時４１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第７１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査に入ります。 

  これより予算常任委員会第２分科会に切りかえ

て審査をいたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第71号について説明）   

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬（剛）委員 そうしますと、今回の補正を合

計しますと、大山児童クラブに係る総額はお幾ら

になるものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 総額というのは、工事に係る全体

の総額ですね。 

  6,758万7,000円となります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬（剛）委員 先日、大山児童クラブは見てま

いりまして、先ほど３クラブの同時に処理ができ

る浄化槽に入れかえなければならないという説明

だったんですが、同一敷地内にというお話であり

ましたが、今の大山児童クラブは大山公民館のほ

うの敷地にありまして、今度つくる大山第３児童

クラブは、同一敷地ではグラウンド側につくると

いうお話を聞いていたんですが、それは同一敷地

ということになるんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 同じ敷地内で、同じ目的のものの

建物については、１つの浄化槽ということでござ

いますので、公民館については別でございますが、

第１クラブ、第２クラブ、今度つくる第３クラブ

については同じもので同じ敷地という考えで利用

されます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬（剛）委員 そうすると、児童クラブと公民

館の敷地は、もう違う敷地として、それはもう児

童クラブ全体の敷地になるという、そういう感覚

で見ているけれども。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 同一ではなくて、あくまでも児童

クラブの３つの建物の分を設計上は区切った形で

つくるということでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬（剛）委員 そうすると、今度第３クラブに

ついては、ほぼ建物全域がグラウンド側にいくと

いうことをお伺いしていたかと思うんですが、も

ともとあった全体のグラウンドの面積と、今度第

３クラブを建てる、いわゆる児童クラブの敷地と

する面積というのはどういうふうな設計になった

んでしょうか。児童クラブを建てるところの、今、

児童クラブの敷地とされている面積というのはど

のぐらいになったんでしょうか。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 建物を建てる場所について

を、まずご説明をさせていただこうかと思うんで

すが、当初予算で計上したときに予定していた、

考えていた当時のところの場所は、公民館があっ

て、大山第１、第２があった間のところ、そのと

ころで考えておりました。それで話を進めて、今

年度になって現地を見たりしていたときに、ちょ

うどその間に大きな木が生えております。そこを

含めて、あと公民館のきちんと舗装されたという

んですか、整備された駐車場の一部を使って建て

るということで話を進めていたんですけれども、

公民館とか、あとは地元の方々との話の中で、そ

うしますうちに、きれいに整備されている駐車場
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の部分もかかってきて、駐車場が狭くなるという

お話をいただいたり、木を抜根したときに、整地

が今度落ち着かないというようなリスクもあるだ

ろうという話の中で、グラウンド側につくっては

どうかという話をいただいたところです。フレー

ム、計画だと、放課後児童クラブの整備計画の中

では、あくまでも大山の第３をつくるということ

だけで、場所についてはその辺かなということで、

計画自体には明記されていなかったんですけれど

も、当然当初予算のときにはそこが候補地として

は計上しました。今、申し上げたように、それを

グラウンド側に持っていったほうが、グラウンド

を実際に削られたほうがいいということでのお話

等々をいただいて、そこにしたときに、そうする

と浄化槽の問題とか、あと電気の問題とかがあり

まして、それで今回その不足するところを、ちょ

っと大きな金額になってしまうんですけれども、

まずは補正で電気の部分と浄化槽の部分の補正を

計上させていただいたというところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬（剛）委員 新しく第３を建てるときに、第

１、第２の分の浄化槽まで全部含めてやり直さな

くちゃならないという、それはどういう基準でと

いうふうになるんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 市の浄化槽の指導要綱というのが

ございまして、設置に関する基準の第３条にその

ような規定がございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今の話の続きなんですけれども、普通

の考え方でいくと、決まりはあったとしても、地

理的に、例えば値段を考えたときとか、工事の負

担を考えたときに、同じ敷地に２つあっちゃいけ

ないよというのは、例えば家を２つそこにつくる

のにはそうかなとは思うんですが、これやっぱり

１と２は同じ建物ですよね、公民館があって、３

つ目を別につくると。でも、１と２に関しては、

今はそれで不都合がないのであれば、例外みたい

な形でやったほうがお金もかからないし、工期も

短いしというふうには考えないんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 委員おっしゃるとおり、通常です

と、私も最初はそうは思ったんですが、やはり市

の規程で定めているものでございますので、市で

事業をする際に、その基準を破ってという形には

ならないのかなということで、指導のもとこうい

った形になってございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そこはじゃ理解するとして、物事は、

これ29年度の予算で出ていますよね。今までも、

児童クラブは第１、第２、第３とつくってきた実

績がありますよね、三島とか。そうすると、設計

をする段階で、同じ部署がやっている話なので、

そういうことは、さっきの電気の引き込みもそう

なんですが、そもそもやってみたら違ったから取

りかえるんだよと、これ浄化槽だって初めから同

じ敷地内につくることはわかっていて設計してい

て、やっちゃって、ああよく考えたら違った、そ

れは余りにも最初の設計段階で考えなければいけ

ないことではないんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 全くおっしゃるとおりでございま

して、弁解の余地はないのかと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬（剛）委員 そうすると、まずその敷地の、

今年度の当初予算から敷地の場所をまず変更した

というあたりで、それが地元との話し合いでとい

うことだったと思うんですが、あそこ実はグラウ

ンドがこういうふうに、バックネットが２つあっ
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て、２面になっているんですが、地元では１面が

恐らくそうすると使えなくなる計算になるのかな

と思うんですが、そういうお話し合いというのは

地元の方とはされたんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 日ごろのグラウンドの利用者を、

きょう私どものほうも確認させていただきました。 

  グラウンドゴルフが火曜から土曜日の午前中使

っているということと、あとゲートボールですね、

こちらが金曜日の午前中、あとは社会人のソフト

ボール、こちらが日曜日に使っているというよう

な、あとは特別支援学校のほうで不定期で利用し

ているということでございまして、グラウンドゴ

ルフですとかゲートボールの団体には説明は済ん

でおりますし、コミュニティのほうですか、もう

それも済みまして、了解を得ているところでござ

います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  議案第71号 平成29年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は原案のとおり可決するべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第71号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開始いたし

ます。 

  続きまして、決算審査特別委員会第２分科会へ

切りかえて審査を行います。 

  ここで、中村監査委員の退出を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 平成28年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から説明を簡潔にお願いいたします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 (認定第１号について説明) 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、152ページと153ページで

すね、広域利用運営費のところで、ちょっと教え

て欲しいんですけれども、出産などで里帰りとい

う、遠くのほう、例えば長野県とか千葉県とか石

川県、高知県、北海道、みんなありますけれども、
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この期間というのは、例えば出産後８週とか、そ

ういう取り決めはあるんですか。向こうに行って

いても認められる。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 一応、産前、産後の説明なんです

けれども、産前、産後の保育の利用につきまして

は、出産予定の妊婦さんに前後２カ月について認

定ということはできますので、トータルで５カ月

間については産前、産後は利用できるということ

です。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 ５カ月。わかりました。 

  あと、すみません、184ページ、４款衛生費の

放射能の測定の件なんですけれども、基準値を超

えてしまったというようなデータ、28年度ももち

ろんなかったんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 基準値を超えたものはございませ

んでした。 

○大野委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほど152、153の広域利用のところの

続きなんですが、先ほど産前、産後で５カ月オー

ケーということだったんですが、この143人利用

した中で、そうではない理由で利用した方はいる

のかどうかということと、あと、どんなことで利

用できるのか、ほかの市町村で。住所地があれば

よいと言ったんですけれども、ちょっと教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 ほかの理由の内訳というのは、ち

ょっと今数字を持っていないんですが、そのほか

の理由としましては転居、例えば大田原からこち

らに転入されてきたんですが、年長児なんで、今

までどおり大田原のほうに最後まで通いたいとい

うようなことも、この広域利用の定数になってご

ざいます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、そういう方については、長さの

要件はないんですか。例えば１年でも、出産の場

合は５カ月と決まっているものが、その理由は本

人が無申請でオーケーなのかどうか教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 先ほどお答えしましたように、就

学前までということです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、ちょっと基本的なとこ

ろで、保育園なので、那須塩原市に通っても、例

えば大田原市に通っても、所得要件によって払う

ものというのは、那須塩原市での所得の基準だと

思うんですけれども、これ、全国どこへ行っても

その基準の保育料は変わらないんですか。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 保育料については、お子さんがお

住いの自治体のほうで算定を行いますので、基準

については国のほうで限度額を定めておりますの

で、それを超えない範囲で各市町村で設定した料

金をお支払いいただくという形になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり、例えばここで今、一番最初に

大田原のしんとみ保育園に24万3,520円払ってい

るというものは、この方が、この行っている子ど

もさんが那須塩原市で払っていたお金と同じもの

を相手に払っているということなんですか。逆で

すか。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 施設のほうに支払っている額とい

うのは、国のほうで定めている公定価格というの
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が、施設の運営費を算定する基準があるんですけ

れども、それに基づいた形で施設にまずお支払い

をしている、運営費については１人当たり幾らと

いうところの単価でお支払いしていて、保育料自

体は、お子さんの住んでいる市町村の基準で保育

料を徴収している。施設に払う金額というのは、

保育園については保育料を自治体で徴収しますの

で、この公定価格を算定した総額をお支払いする。 

  認定こども園ですとか小規模保育施設について

は、施設のほうで保育料徴収しますので、その分

を差し引いた額で、公定価格から保育料を差し引

いた形で施設のほうに支払うというような形です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 保育園と幼稚園と認定こども園という

のは、払い方が違いますよね、親御さんの払い方

とか市の。それで、それが全部この広域利用をし

ているところに委託料としてここに載っている金

額は、ですから、このお子さんたちが那須塩原市

にいて、那須塩原市の幼稚園、保育園に払ってい

るものと、つまり親が払うものとして同じかとい

うことを聞いているんですけれども。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 こういった施設に支払う金額と徴

収する保育料というのは同じかということなんで

すけれども、イコールではないです。施設に支払

う金額のほうが多いです。 

○山本委員 だめだ、私、頭が混乱しているから。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 結局、市内にいる方も市外に通っ

ている方も、保護者が払うお金は一緒かという観

点ですか。 

○山本委員 そう、そういうことを聞いて、はい。 

○江連保育課長 一緒です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それと、産前、産後の５カ月というの

はそうだろうなと思うんですが、住所地が那須塩

原市にあって、例えば大田原市に家をつくってい

て、もうあと１年だから、そのまま……逆か、大

田原市に住んでいて……違うな、とりあえず家を

つくって大田原に将来は住むんじゃなくて、那須

塩原市に住むんだけれども、今は大田原にいると

いうような人が、例えば１年とかになったとして

も、それは本人の申請で、定めはないというふう

に言ったんですけれども、その辺のところは、つ

まり、どんな理由であれ臨機応変で、例えば別居

をした場合でもそういうことができるということ

ですか、言ってみれば、親が。ありますよね、別

居して。ないんですか、そういう。理由は聞かな

いんですか。 

○佐藤委員長 藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 那須塩原市に住所があって、

でも、親の勤め先が大田原にある。大田原の施設

を利用したほうが便利だというときには、やはり

広域利用で大田原であいていればということです

けれども、広域利用という利用が可能です。 

  逆もまたあるので、大田原市の住民票がある方

が、那須塩原市の施設に入りたいよというときに

は、あいていればということですけれども、那須

塩原市の施設を使っていただくことも可能です。 

  里帰りする場合もありますし、何らかの親御さ

んの理由によって、では一時的に引っ越しをする

んだけれども、那須塩原で引き続き保育園に、大

田原市に住んで、那須塩原市の施設をそのまま継

続して使いたいというときには、申請をすれば大

田原市の広域利用という形の通い方が。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると出産以外は理由を問わない

ということなんですね。出産の場合だけ５カ月と

いう定めがあって、あとは、例えば親御さんの就

職先が大田原か、例えば保育園、５年対応なら５
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年ずっと大田原にいていいという説明ですよね。

ということは、出産の場合のみ、その５カ月間し

かだめだから、理由を言いなさいと。あとは本人

の都合でオーケーということになっているわけで

すね。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 まず、保育園等に預けるに当たっ

ては、保育の必要の事由というものがあるんです

けれども、産前、産後のご質問でその５カ月間と

いう話はしたんですけれども、就労している期間

については、利用いただく支給認定期間というの

があるんですけれども、それに該当してきます。 

  なので、それがお仕事をやめた時点で当然、保

育園の必要という点がなくなりますので、その場

合には、もう利用ができなくなります。 

  あとは、認定期間が決められているのは求職活

動中、お仕事を探すのにお預けしたいというよう

な方については、基本的に３カ月間になるので、

その間にお仕事を見つけられなかった場合には

…… 

○山本委員 だめよと。 

○本澤保育係長 そういう、その認定の保育の事由

の内容によって、その期間に変わってくる場合も

あります。 

  就労等であれば、基本的にはお仕事を続けられ

る限りは、就学前までは利用ができるということ

になっています。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 138ページの保育事務推進費という

ことで、６月から来年度の……ことしのですね、

すみません、これ28年度の数字にはなってしまう

んですけれども、待機児童の件でお聞きしたいん

ですが、その部分は解消はされていますか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 待機児童につきましては、委員ご

承知のとおり４月１日現在、発表がございまして

37名ということでございます。 

  今後、10月１日基準で、また発表する予定にな

ってございますので、今まで何人という数字は、

ちょっといただいてございません。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 それと、139ページの上の段の防火

管理者資格取得講習会とあるんですが、上の扶助

費の１つ上のところ、負担金です。139ページで

す。 

  防火管理者資格のところで、予算が３万9,000、

ちょっと細かい話にはなるんですが計上されてい

て、３万2,500円が決算のほうで上がっていって

いる数字ではあるんですが、その防火管理講習資

格を取った方の参加人数を教えていただきたいん

ですけれども。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 人数にして５人でございます。 

○星副委員長 ５名ですね。 

○江連保育課長 はい。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 この防火管理者資格を取った方、こ

の５名というのは、各園に１名ずつ配置というこ

とで、園から要は選ばれてというか、選定されて

いらっしゃって資格を取っていらっしゃるのです

か。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 公立保育園の副園長先生です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 あと、次のページ、140ページです

が、備品購入費の下のところに保育園事故防止用

カメラと書いてありますが、このカメラの設置場

所はどちらになりますか。 
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○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 事故防止カメラなんですけれども、

公立11園について配置したところなんですが、事

故が起きやすい場所ということで、ゼロ、１、２

歳児室の保育室、それから園庭、それからプール

に設置しております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 これは、全部の保育園の設置は、も

う終わったということですか。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 昨年度末までに、公立保育園11園

については設置完了しております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 154ページ、補助金のところで、食

物アレルギー対応給食事業費とありますが、食物

アレルギーに対しての質問になるんですけれども、

こういった食物アレルギーを持っているお子さん

に対する先生の対応とかというのは、どうなんで

しょうか。きちんと対応できるようになっている

のかどうかお聞きしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 相馬副主幹。 

○相馬保育課保育係副主幹 那須塩原市で食物アレ

ルギーマニュアルというのはございまして、全員

で共通した反応ができるようになっております。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 となると、同じくそのアレルギーの

ところで、それがマニュアルがあるということで、

エピペン講習会とかも、やはりきちんと講習を受

けていて、何か非常時のときには対応できるよう

になっているのでしょうか。 

○佐藤委員長 相馬副主幹。 

○相馬保育課保育係副主幹 議員のおっしゃるよう

に、定期的に講習会を受けまして、エピペンにも

対応できるように努めております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 139ページの保育園臨時職員の賃金に

つきましてなんですけれども、304人でとようら

分減ったということで、４億ぐらいになっていま

すが、臨時職員が多いことはわかっていますし、

日給か時給かでお支払いしているんだと思うんで

すが、同一労働、同一賃金という国の考え方も出

ていますし、この辺のところの市のお金の払い方

については、正職員と仕事ももちろん違うんだと

思うんですが、その辺の考え方を教えてほしい。 

  ざくっとこれ割ると、１人132万円になるんで

すね。ざくっとこのまま４億を300で割るとその

ぐらいになるんですけれども、多分働き方はそれ

ぞれ違うと思うんですが、例えば担任を持ってい

る先生の時給は幾らなのかとか、主任の加配と書

いてありますので主任級の人はどのくらい月給で

もらっているのか。ちょっとその辺について少し

教えてください。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 今、主任の加配というお話があり

ましたが、月5,000円の加配です。加配というか、

すみません、プラス5,000円。 

○山本委員 １日ですか。 

○江連保育課長 月にです。 

○山本委員 一月ですか。 

○江連保育課長 はい。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 全体に時給で働いている人の一番安い

人というのは、資格を持っている方で幾らなんで

しょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 時給950円です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういう方は、補助的なことをしてい

るだけということでよろしいんですか。担任を持

つということはないんですか。 
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○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 原則、臨時員さんということなの

で、主担を受け持つというのは原則ございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 例外があるということでよろしいです

か、そうすると。 

○佐藤委員長 相馬副主幹。 

○相馬保育課保育係副主幹 本当に今、臨時職員に

ついてもいろんな働き方をしている方がありまし

て、早番を担当する臨時職員、遅番を担当する臨

時職員などはクラス担任は原則持ちません。 

  上級の保育士を見つけたいところなんですが、

どうしても今は保育士不足でして見つからないと

いう中で、例えばなんですが7.75のところ６時間

の労働でクラス担任という形をとっているケース

も余り見ないです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私は、臨時職員がいけないと言ってい

るんではなくて、子どもをやっぱり今見ている方

は、どうやっても那須塩原市の場合は臨時さんが

多いわけですよ、数的に言ったら、正職員の数を

見ればわかるように。 

  それで、やっぱりお金をいっぱい出さないとい

い保育士は集まらないし、安いからやらないとい

う方もいます、現実に。ですので、臨時でいいん

ですけれども、もうちょっと倍ぐらいのお金を出

してあげたら、950円でといったら、資格を持っ

ている人もそれでいいのかなと私は思います。 

  だんだん民営化していけばここの部分が減って

いくのはわかるんですけれども、正職員をたくさ

んとっていくという考えもなさそうですので、た

くさんはね。ですので、ぜひこの臨時職員の方の

待遇を大幅にアップしていただいて、そういう方

が働きやすいようにしていただくことが、やっぱ

り子育て支援の大原則だと思うので、ここのとこ

ろの決算の４億というのは、小さくない金額では

あるんですが、正職員をその分で雇ったら、とん

でもないお金になりますので、そこのところをこ

れからも予算にきちんと反映させていただくよう

に頑張ってもらいたいと思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 136ページ、一番下なんですが、民間

育児サービス対策事業費60事業で、負担金、補助

金、交付金ということで137ページの一番上に書

いてあるんですが、平成27年度から28年度に第３

子云々でて、若干ふえましたという説明ではあっ

たんですが、これ、当初予算の段階では、恐らく

774万程度の予算があって、減じて決算額は240万

とって約３分の１ということなんですが、まず、

民間育児サービス対策事業の事業内容と、それか

らその各補助を出しているものの説明をお願いし

てもよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 民間育児サービスの事業の内容な

んですけれども、認可外保育施設に対する補助と

いうような内容です。補助内容としては幾つか種

類があるんですけれども、まず運営費に対する補

助とか、やっぱり認可外保育園施設さんのほうで、

保育料を減免した場合に補助したりとか、あるい

は第３子についての補助については、普通の保育

園とか幼稚園とかところの保育料については、原

則、今、無料の形になっているんで、同じような

形で認可外保育施設の第３子の方は使われるよう

にということで、第３子の保育料の免除というと

ころで、保育料の免除。 

  そういった民間保健サービス施設なので、認可

外保育施設に対する補助が主な事業になります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 
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○相馬委員 当初予算の３分の１ぐらいだったりと

いうことについては。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 こちらについては当初予算の見込

みが多くて、実際に第３子の方が、見込みより少

なかったとか、年度で動きがあると思うんですけ

れども、ちょっと見込みが多かったのかなという

ところです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 恐らく内訳としましては、施設運営費

が564万9,000円というふうに施設運営費というふ

うになっているんですが、実際にはそれが70万、

私設保育所運営費５施設で70万2,000円ですから、

これが400万近く、そうすると違っていたという

理解でよろしいでしょうか。 

○山本委員 一番下じゃないですか。 

○相馬委員 運営費だから上かなと思ったんですけ

れども。 

○山本委員 私設保育所という言葉からすると、順

番からすると一番下。そうしたら余りふえてこな

いよね。 

○相馬委員 そうすると、この施設運営費はゼロに

なっているということですか、なしになっている

ということ、五百何十万。 

○山本委員 確かに。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 先ほどの運営費のところで、県の

補助が２分の１入る運営費があるんですけれども、

その補助が、平均して６人以上利用がないと、県

の補助の対象にならないということがありまして、

その分が、昨年はその分条件が…。ことしは対象

になる施設が県の補助対象になる施設、人数が満

たなくて、補助対象になる施設がなかったんです

ね、落ち込んでいたんですけれども、実際利用は

少なくて、今年度に至っては、予算上は一部計上

していたところなんですけれども対象はなかった

ので、少し予算を、その分ちょっと多くとってし

まったというところで。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 もしかしたら、どこかで聞いていたと

したら申しわけないんですが、154ページの認可

保育園費の一番最後のところで、国にお金を返し

ているんですが、この額が大きい理由は何でしょ

うか。 

  この154ページの下のほうの償還金のところで、

この前年度の給付１セットのお金を6,429万返し

ているんですけれども、これはいつも返して……

すみません、ちょっと調べてもらえますか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 平成27年度の実績による国県補助

金の精算で返還金が発生したというものでござい

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、自分で前年度とかずっと

調べていなくて申しわけないです。これは大体、

毎年このくらい、6,000万ぐらい返しているんで

すか、6,500万。理由があるなら教えてください。 

○佐藤委員長 本澤係長。 

○本澤保育係長 まず、この返還金なんですけれど

も、子ども・子育て新制度が27年度からスタート

しまして、この給付費というものが施設に対して

支払い出したのが27年度が初めてですね。なので、

そのときについては、実際、27年度から幼稚園か

ら認定こども園に移行した施設とかもかなりあり

まして、実際どれぐらいの給付費が必要なのかと

いうところが、見込みがちょっと難しいところが

ありまして、国のほうでもいろいろ給付金の補助

単価だとか、そういったところをまだ、年度末に

なるといろいろやりとりをしている中で定まらな
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かったところとかあるので、なかなかちょっと見

込みが難しいところはあったので、少しこう、上

乗せするような形での申請内容になっていたので、

実際お金としては入ってきてしまったけれども、

実績報告書した中で、そこまでは国庫としてはも

らい過ぎたので、その分をお返しすると。毎年、

実績報告の段階では、もともとの金額が10億、20

億という単位なので、それに対しても10％いかな

いぐらいの返還金というのは出てくるのかなとい

うことです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、来年度の決算の中でもこ

のくらいが出てくるというふうに、つまり頭に入

れておけばいいということですか。了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  それでは、本議案について討議すべき点はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これより討論を

行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了し、採決いたします。 

  認定第１号 平成28年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認め、よって、

認定第１号については原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

  ここで、中村監査委員の入室を許します。 

〔中村監査委員入室〕 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次第にはございませんが、その他で

委員の皆さんから何かございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （プールの安全対策マニュアルにつ

いて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （大山第３児童クラブの電気工事につ

いて） 

○佐藤委員長 ほかに皆さんのほうから何かござい

ますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （子育て応援券について） 

○佐藤委員長 そのほか委員の皆さんから何かござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 
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○佐藤委員長 ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、保育課の皆さんから何か

ございますか。 

○江連保育課長 特にございません。 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  これで、子ども未来部の今定例会における審査

は終了となりますが、子ども未来部全体として何

かございますか。 

  藤田部長。 

○藤田子ども未来部長 特にございません。 

○佐藤委員長 なければ、以上で子ども未来部の審

査を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで、執行部退席のため暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

 

再開 午後 ３時３６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ここで、事務局から連絡があります。 

  どうぞ。 

○磯書記 （事務連絡。） 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 これで、今定例会における当委員会

の議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任いただくようよろ

しくお願いいたします。 

  これをもちまして福祉教育常任委員会を閉会い

たします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時４５分 

 


